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はじめに

平成 29 年 11 月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平

成 28 年法律第 89 号）」が施行され、技能実習制度に介護職種が追加されてから６年目を迎え

ます。この間、新型コロナウイルス感染症の拡大により、技能実習生をはじめとする外国人介

護人材の入国が制限されていましたが、感染法上の位置付けが移行することに伴う水際措置の

緩和により、今後多くの技能実習生が入国されることが見込まれます。

本講習は、技能実習制度の趣旨、技能実習法の意義・目的を踏まえ、介護分野の技能実習生

に対し、適切に介護の技能を修得し、母国でその技能を活かしていただくことにあり、その指

導に係る方法論等の習得を目的としております。

技能実習生の指導の要となる技能実習指導員を担う皆様には、介護技能の適切な移転及び介

護サービスの質を担保するためにも、制度そのもののほか、関係法令をはじめ技能実習生に修

得いただく介護技能の内容や指導方法等を十分に理解していただく必要があり、この「介護職

種の技能実習指導員講習テキスト」は、これらをもれなく盛り込んだ内容としました。

本講習は、第３号技能実習生を受け入れることができる優良要件を満たす実習実施者の要件

の一つに位置付けられ、これまでに約 14,000 名の方が修了されています。

技能実習生の受入れは、「人づくり」に協力する国際貢献を通して、我が国の介護職の社会

的評価の向上や、我が国の介護サービスの質の向上に繋がるものと考えられます。今後、技能

実習指導員として技能実習生に向き合うことになる皆様が、このテキストを活用した本講習を

受講いただいたうえで、それぞれの介護現場において適切に指導いただけることを期待してお

ります。

令和 5 年 5 月

公益社団法人 日本介護福祉士会

国際支援担当理事　今村  文典
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Ⅰ
ここでは、技能実習制度の概要とともに、技能実習生にかかわる技能実

習指導員のほか、技能実習責任者等の個別職制や関係する機関について理

解し、それらと連携して技能実習生の権利擁護を図ることについて学習し

ます。

1．技能移転の意義 

（1）技能実習制度の趣旨
①技能実習制度とは

技能実習制度は、人材育成を通じて我が国で開発され培われた技能、技

術又は知識の開発途上国や地域等（以下、「開発途上国等」という）への

移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力する

ことを目的としています。

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成にお

いて、先進国の進んだ技能・技術・知識（以下「技能等」という）を修得

させたいとする強いニーズがあります。

この制度は、そのようなニーズを持つ諸外国の青壮年労働者を一定期間

我が国の産業界に受け入れ、産業上の技能等を修得させ、帰国後彼らが当

該国・地域の産業で活躍することを期待するもので、我が国の国際協力・

国際貢献の重要な一翼を担っています。

技能実習制度は、それまでの研修制度を拡充する形で 1993 年に創設され

ました。これにより、１年間の研修の後、一定の要件の下、研修生は、「技

能実習生」としてさらに 1 年間滞在が認められ、より実践的な技能等の修

得が可能となりました（研修１年＋技能実習１年）。その後、1997 年には研

修・技能実習の期間が最長３年に延長されました（研修１年＋技能実習２

年）。そして、2009 年の入管法改正により在留資格「技能実習」が新設され、

技能実習 1 号（1 年）、技能実習 2 号（2 年）という運営が始まりました。

1993 年の創設以来、技能実習制度は一定の成果をあげてきましたが、受

技能実習指導員の役割
技能実習指導員が役割を担うために求められる� �
技能実習制度等の理解
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入れ機関による関係法令違反や人権侵害行為等の不正行為が後を絶たない

状況となり、制度の適正化と実習生保護のために必要な見直しが強く求め

られていました。その一方で、受入れ機関からは、技能実習期間の延長等

の要望が出されていました。このような背景の下、2017 年に技能実習法が

施行されるに至りました。

②技能実習法の意義・目的

技能実習制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）」（以下「技能実習法」という）

に基づき実施されるものです。

人材育成を通じた開発途上地域等の経済発展への寄与を目的として創設

された制度であることを明らかにするため、制度の目的及び制度の基本理

念を条文で示しています。

第 1 条の目的では、「技能実習の適正な実施」「技能実習生の保護」を図

ることにより「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による

国際協力」を推進することと定め、併せて、以下の点を規定しています。

・技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにすること

・技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること

・他法令（入管法令、労働関係法令）と相まって法目的が達成されるべきこと

【技能実習法】
（目的）
法第 1条　この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務
を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制
度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政
令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」とい
う。）その他の出入国に関する法令及び労働基準法（昭和二十二年法律
第四十九号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他
の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術
又は知識（以下「技能等」という。）の移転による国際協力を推進する
ことを目的とする。

また第 3 条の基本理念では、技能実習について以下の 2 つを明示し、制

度の適正な活用を求めています。
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・技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習

生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境

で行わなければならないこと

・労働力不足を補うなど、労働力の需給の調整の手段として行われてはな

らないこと

【技能実習法】
（基本理念）
法第3条　技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達（以下「修得
等」という。）のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念
できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければな
らない。

2　技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

その他、この法律には主に以下のことが定められています。

・技能実習の内容、実施に関する基準や要件

・技能実習に関係する者とその基準や要件

・技能実習生の保護を図るための措置

・技能実習制度を運用、監督する機関（外国人技能実習機構）の設置

（2）技能実習制度に関わる機関等
＜技能実習生を受け入れる枠組み＞

外国人技能実習制度は、技能実習生が開発途上国等、海外の“送出国”

から日本の実習実施者に受け入れられ、技能を修得するという枠組みと

なっています。技能実習生を受け入れる方式には、「企業単独型」と「団

体監理型」の 2 つが存在します。

●企業単独型

日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入

れて技能実習を実施します。

●団体監理型

商工会や事業協同組合等の営利を目的としない団体（監理団体）が技能

実習生を受け入れ、傘下の企業等（実習実施者）で技能実習を実施します。
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受入れの枠組み（団体監理型）

監理団体

⽇本

地
⽅
出
⼊
国
在
留
管
理
局

Ｂ．技能実習生
受⼊申込み

Ⅰ.交付
Ｋ
．
技
能
実
習
開
始

Ｌ
．
指
導
︑
⽀
援

送出機関

技能実習⽣(候補者)技能実習⽣(候補者)

Ｃ
．
応
募
︑
選
考
︑
決
定

送出国

Ｄ．雇⽤契約

外国⼈技能実習機構外国⼈技能実習機構
Ｆ.申請（団体・実習計画）
Ｇ.団体許可・実習計画認定 Ｅ

．
実
習
計
画
作
成
︑
申
請

実習実施者
＜実習実施者内職員＞
・技能実習責任者
・技能実習指導員
・⽣活指導員
・その他（⽇本語学習指導者）

①エ
（P5参照）

③イ
（P9参照）

②ア〜エ
（P6〜7参照）

③ア
（P8参照）

①イ
（P4参照）

①ウ
（P5参照）

①ア
（P4参照）

①主な技能実習の関係者（団体監理型）

ア．技能実習生

技能実習制度で技能等を日本で学び、母国の経済発展を担う人材となる

ことが期待される人です。制度の趣旨を踏まえ、次のような要件が定めら

れています。

・実習を行う時点で 18 歳以上であること（年齢要件）

・本国に帰国後、日本において修得等をした技能等を要する業務に従事す

ることが予定されていること（復職要件）

・日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事し

た経験を有すること、又は団体監理型技能実習に従事することを必要と

する特別な事情があること（前職（職歴）要件）

イ．監理団体

監理団体とは、監理許可を受けて実習実施者等と技能実習生等との間に

おける雇用関係のあっせん及び実習実施者に対する技能実習の実施に関す

る監理（実習監理）を行う非営利法人です。

監理団体の許可には、事業区分として、一般監理事業（第１号、第２号及び

第３号の技能実習の実習監理が可能）と特定監理事業（第１号及び第２号のみ

の技能実習の実習監理が可能）の２区分があり、一般監理事業の許可を受ける

ためには、高い水準を満たした優良な監理団体であることが求められます。

H. 在留資格認定 
証明書交付申請
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ウ．送出機関

団体監理型の技能実習生の募集を行い、その申込みを日本の監理団体に

適切に取り次ぐことができる機関です。技能実習法で定める要件を満たし、

送出し国（技能実習生の母国）の政府が認定した機関であることが求めら

れます。

エ．実習実施者

実習実施者とは、技能実習生を受け入れ、外国人技能実習機構により認

定を受けた技能実習計画に則り技能実習を行う個人又は法人です。技能実

習生が技能実習に専念できるよう環境の整備に努めるとともに、実習期間

の終期まで技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。

技能実習の実施にあたり、技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指

導員などの技能実習を監理する者、指導する者の選任（配置）をはじめ、

技能実習が円滑に行われるような体制整備が求められます。

②実習実施者の技能実習指導の体制

実習実施者は、技能実習生に技能等を修得させるにあたり、技能実習全

体の責任者（技能実習責任者）を配置するとともに、技能実習指導員及び

生活指導員を配置し、技能実習計画に従って適切に技能実習を行い、技能

実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるよ

うにすることが求められます。

【技能実習法】
（実習実施者、監理団体等の責務）
法第5条　実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
ついて技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念
にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び
地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

（技能実習を行わせる体制及び事業所の設備）
規則第12条　法第九条第六号（法第十一条第二項において準用する場合
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技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる

要件を備えた上であれば、兼務することは可能とされています。

その他、必要に応じて技能実習生の指導者等を選任、配置することがで

きます。

なお、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員には、欠格事由に

該当する者（禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から 5 年を経

過していない者など）、過去 5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関

し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

ア．技能実習責任者

技能実習責任者は、技能実習の実施に関する責任者であり、自己以外の

を含む。）の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係
るものは、次のとおりとする。
二�　技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若
しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、
修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、
次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選
任していること。
イ　法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当す
る者

ロ　過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著
しく不当な行為をした者

ハ　未成年者
三�　技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤
の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生
活指導員を一名以上選任していること。

（技能実習責任者の選任）
規則第13条　法第九条第七号（法第十一条第二項において準用する場合
を含む。）に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の
役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員そ
の他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、か
つ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚
生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号
イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
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技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、

技能実習の進捗状況を管理するほか、技能実習計画の作成に関することや

技能実習生の保護に関すること等について統括管理する者です。

イ．技能実習指導員

技能実習指導員は、技能実習生が日本国内の技能修得の為の実習実施者

にて滞在する際にその技能実習生がしっかりと技能を修得出来ているか、

あるいは計画通りに遂行しているかなどを指導する立場の人です。技能実

習生が移転すべき技能を修得するにあたり、実習実施者内で中心となって

技能の指導を行います。

ウ．生活指導員

技能実習生は技能等の修得を目的として入国していますが、技能実習を

受ける基盤となる日常生活を円滑に送るために我が国の生活習慣に慣れ、

また、我が国の生活ルールに従い地域社会と共生することが大切です。

技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでは

なく、技能実習生の生活状況を把握したり、技能実習生の相談に乗るなど

して、問題の発生を未然に防止する役割を担う者です。技能実習指導員同

様、実習実施者またはその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行

わせる事業所に所属するものでなくてはなりません。

エ．その他（日本語学習指導者）

技能実習生が適切に技能を修得するためには、専門知識の理解と技能の

実践が必要です。技能実習生が日常生活や実習指導を受ける上で、日本語

を理解することが求められますが、その際、日本語の講師などの日本語の

専門家のみでは専門的用語の説明ができず、かたや技能実習指導員、生活

指導員のみでは日本語の専門的知識がないことから、きちんと技能実習生

に理解を促すことができず、技能実習が滞る事態も起こり得ます。三者が

密接に連携しつつ、技能実習生の指導を行っていくことが重要です。
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実習実施者において技能実習生にかかわる職制のかかわりについてのイメージ
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※「技能実習指導員」「生活指導員」「日本語学習指導者」と職制は分かれているが、三者で連携しながら、実
習実施者内の職員全体で技能実習生を受け入れ、技能を移転していくという体制が望ましい。

③技能実習制度の手続等に関わる主な機関

ア．外国人技能実習機構

外国人技能実習機構は技能実習制度の運用と監督のために設置された認

可法人で、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許

可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督（実地検

査・報告徴収）や技能実習生からの申告・相談に応じるなどの、技能実習

制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。
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イ．地方出入国在留管理局

外国人の出入国管理を行う行政機関で、技能実習生が入国するための在

留資格認定証明書の交付、技能実習第 1 号から第 2 号、第 2 号から第 3 号（第

1 号、第 2 号、第 3 号については後述）に在留資格を変更する際の在留資

格変更許可申請に関する審査等を行います。

（3）技能実習の流れ
①技能実習生を受け入れるにあたっての計画策定の流れ

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作

成（団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成）し、外国人

技能実習機構から認定を受ける必要があります（技能実習法第 8 条及び第

12 条）。

【認定申請について】
認定申請は、法第9条の認定基準を満たすことを証明する添付資料等を

添えて、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に申請しなけれ
ばならず、外国人技能実習機構は、当該認定に関する事務の全部又は一部
を行うことができるとされています（法第12条）。
技能実習制度の適正な運用のため、技能実習計画の認定には、技能実習

法を遵守することが期待できない者が、技能実習を行わせることがないよ
う、欠格事由が設けられています（法第10条）。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画について、技能実習の目標の

変更、職種及び作業の変更など認定計画に従った技能実習の実施に実質的
な影響を与える変更が生じた場合には、改めて、技能実習計画の変更申請
を行い、認定を受けなければなりません（法第11条）。
技能実習の適正な実施を確保するため、外国人技能実習機構が実習実施

者に対する実地検査等を行うほか、主務大臣の職員による報告徴収等の権
限も規定されています（法第13条及び第14条）。
さらに、技能実習計画の認定後においても、実習実施者が認定計画に

従って技能実習を行わせていないと認めるときや技能実習法または出入
国・労働関係法令に違反しているときなど、技能実習の適正な実施を確保
するために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うこ
とができることとされています（法第15条）。
また、主務大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせて

いないと認めるとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な
行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて実習認定を取り消
すことができます（法第16条）。
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②技能実習生を受け入れてからの流れ

技能実習第２号 技能実習第３号

⼊国2・3年⽬ ⼊国4・5年⽬

実習⽬標 技能等の習熟 技能等の熟達

講習 実習 実習 実習

 ↑第３号技能実習開始前または開始後１年以内

⼀
旦
帰
国

※
１
ヶ
⽉
以
上

技能実習第１号

技能実習の流れ ⼊国1年⽬

技能等の修得

評価試験

基礎級(技能検定)
⼜は初級(技能実習評
価)試験の受検

３級(技能検定)⼜は
専門級(技能実習評
価)試験の実技試験
受検

２級(技能検定)⼜は
上級(技能実習評価)
試験の実技試験受検

学
科
︵
必
須
︶

実
技
︵
必
須
︶

学
科
︵
任
意
︶

実
技
︵
必
須
︶

学
科
︵
任
意
︶

実
技
︵
必
須
︶※２号移⾏は学科・実技試験

の合格が必須
※３号移⾏は実技試験

の合格が必須

技能実習制度は企業単独型と団体監理型という 2 種類の枠組みがありま

すが、それぞれの枠組みで実習期間の上限を 5 年と定めています。最長

5 年の技能実習を行うにあたり、技能実習生は「技能実習」の在留資格を

持って日本に入国・在留します。この在留資格「技能実習」は実習の時期

により、さらに大きく以下の 3 つに区分されます。

・技能実習第 1 号＝入国後 1 年目

・技能実習第 2 号＝入国後 2・3 年目

なお、技能実習計画の認定は、技能実習計画が認定基準等に照らして適
当であるか否かを確認する事実行為であり、認定自体による法的効果は存
在しません（処分に該当するものではありません。）。
また、実習実施者は、初めて技能実習生を受け入れて実際に技能実習を

行わせた際には、遅滞なく外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定
課に対し実習実施者の届出をしなければなりません（法第17条、18条）。
技能実習の実施が困難になった場合には、企業単独型実習実施者は外国

人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に対し届出を行い、また、団
体監理型実習実施者は監理団体に対し通知を行わなければなりません（法
第19条）。なお、通知を受けた監理団体は、遅滞なく対象の実習実施者の
住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に対し
届出をしなければなりません（法第33条）。
実習実施者は、技能実習に関する帳簿書類を作成し、事業所に備えて置

かなければなりません（法第20条）。
実習実施者は、毎年1回、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成

し、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければな
りません（法第21条）。
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・技能実習第 3 号＝入国後 4・5 年目

技能実習第 1 号は以下の条件を満たす職種について技能実習が幅広く認

められています。

・本国で修得することが困難な技能であること

・同一・反復のみで修得できるような内容でないこと

・その修得させようとする技能について、技能実習として行わせること

が適当であること

また、技能実習第 2 号及び第 3 号については、技能実習法令で実習対象

となる職種・作業が定められており、その職種・作業に関する技能検定又

は技能実習評価試験の各級の合格が技能実習の各区分（第 1 号から第 3 号）

における技能修得レベルの目標となります。

なお、第 1 号の技能実習生については、入国後一定の期間、「日本語」「本

邦での生活一般に関する知識」「出入国又は労働に関する法令の規定に違

反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必

要な情報」及び「本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」について、

講習（入国後講習）を受講することが必要となります。

その際、入国後講習の時間数については、入国前講習を実施しない場合

は概ね２ヶ月以上、入国前講習を実施する場合は 1 ヶ月以上とされてい

ます。

また、講習後、配属となった各実習実施者で技能実習を行います（具体

的な移転すべき技能や実習計画書、実習指導方法等についてはⅡ章～Ⅳ章

を参照ください）。複数年の技能実習を予定する場合は、当該実習の職種・

作業が技能実習移行対象職種・作業であることが必要です。

第 2 号技能実習に移行する予定がある場合、第 1 号技能実習の修了時に

おいて、技能検定又は技能実習評価試験（以下「技能検定等」という）の

基礎級又は初級の実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級等への

合格を目標としなければなりません。第２号技能実習に移行する予定がな

い場合（第１号技能実習のみ実施する場合）は、基礎級等への合格を目標

としなければならないわけではなく、修得させる技能等を必要とする具体

的な業務ができるようになること、及び当該技能等に関する知識の修得を

内容とするものであって、かつ技能実習の期間に照らし適切な目標を個別

に定めることも可能です。
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第 2 号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必

須とされ、3 級又は専門級の実技試験への合格を目標としなければなりま

せん。

第 3 号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が

必須とされ、2 級又は上級の実技試験への合格を目標としなければなりま

せん。

（技能実習の目標及び内容の基準）
規則第10条　法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合
を含む。）の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、
次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
する。
一　第一号技能実習　次のいずれかを掲げるものであること。
イ　修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当す
る技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格

ロ　修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになる
こと及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの（技能
実習の期間に照らし適切なものに限る。）

二�　第二号技能実習�習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこ
れに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものである
こと。
三�　第三号技能実習�熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこ
れに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものである
こと。

なお、入国後 4・5 年目の「技能実習第 3 号」の実習を実施するために

は、実習実施者は優良な実習実施者の基準を満たすと認められて認定を受

け、かつ、監理団体が優良な監理団体の基準を満たすと認められて「一般

監理事業」の許可を受ける必要があります。

実習実施者の優良要件の大半は技能習得の実績や、適正な実習体制の保

持に係るものであり、監理団体の優良要件は実習の実施状況の監査その他

の業務を行う体制、技能等の修得等に係る実績等があります。
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（第三号技能実習に係る基準）
規則第15条　法第九条第十号（法第十一条第二項において準用する場合
を含む。）の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価
して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められ
るものであることとする。
一　技能等の修得等に係る実績
二　技能実習を行わせる体制
三　技能実習生の待遇
四�　出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の
発生その他の問題の発生状況
五�　技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保
護及び支援の体制及び実施状況
六　技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

（4）技能実習制度への介護職種の追加
①基本的な考え方

外国人技能実習制度に関しては、「産業競争力の強化に関する実行計画」

（2015 年版（平成 27 年 2 月 10 日閣議決定）及び 2016 年版（平成 28 年 2 月 

5 日閣議決定）以下「実行計画」という）において、質の担保など、介護サー

ビスの特性に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進め、技能

実習法の施行に併せて、技能実習制度の対象職種への介護職種の追加を行

うこと、とされています。

また、技能実習制度は、日本から相手国に対して、技能移転を通じた「人

づくり」に協力することが基本理念とされています。日本は他国と比較し、

高齢化が急速に進展しており、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高度

化、多様化に対応している日本の介護技術を海外から取り入れようとする

動きも出てきています。こうしたことを踏まえれば、日本の介護技術を他

国に移転することは、国際的に意義のあるものであり、技能実習制度の趣

旨にも適うものです。

②介護職種の追加についての個別事項の検討

技能実習制度への介護職種の追加については、実行計画の方針に基づ

き、介護の職種追加に向け、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対

応するため、厚生労働省の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討
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会」において介護分野の有識者等による検討が行われ、中間まとめ（平

成 27 年 2 月 4 日。以下「中間まとめ」という）では、以下の点に基づき、

検討が行われました。

※以下「中間まとめ」より抜粋
（ア）　介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること
　イ　介護という仕事について、日本語能力の乏しい外国人が担う「単純
な肉体労働」という印象を持たれないようにすること

　ロ　介護業界について、外国人を安価な労働力として使う業界であると
認識されないようにすること

　ハ　外国人を介護ではなく、単なる下働きとして使うために制度を活用
しているとの疑念を持たれないこと

（イ）　外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働
者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること

　ニ　外国人でも、日本人と同等の労働を行う場合には、同等の処遇を行
うことが担保されること

　ホ　同じ職場で働く日本人従業者と円滑な連携ができる環境が整備され
ること

（ウ）　介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かない
ようにすること

　へ　利用者が安心してサービスを受けるのに必要な程度の言語能力が担
保されること

　ト　技能実習生であっても、他の日本人と比較し、サービスの水準が著
しく劣ることがなく、安定性や確実性が担保されていること

　チ　利用者との間でトラブル等が起きたり、技能実習生の労働者として
の権利が侵されたりする状況を生じないこと

具体的には、上記の点について適切な対応が図られるようにするために、

以下の 7 項目について、介護職種の固有要件が具体的に検討されました。

①移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化（イ、ハに関連）

②必要なコミュニケーション能力の確保（イ、ホ、へに関連）

③適切な評価システムの構築（イ、ハに関連）

④適切な実習実施機関の対象範囲の設定（ハ、チに関連）

⑤適切な実習体制の確保（トに関連）

⑥日本人との同等処遇の担保（ロ、ニに関連）

⑦監理団体による監理の徹底（ロ、ニ、トに関連）

これら、中間まとめで示された具体的な対応の在り方、制度設計等の進
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め方に沿って、技能実習制度本体の見直しによる対応に加え、介護固有要

件の設定など具体的な方策が講じられたところです。

（5）介護職種の固有要件について
介護職種における技能実習については、介護職種について外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する

特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等

（平成 29 年厚生労働省告示第 320 号。以下「告示」という）において、固

有の基準が定められています。また、「介護職種について外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特

定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」に

ついて（平成 29 年 9 月 29 日社援発 0929 第 4 号・老発 0929 第 2 号。以下

「解釈通知」という）において、告示の解釈等が示されています。

介護職種については、全職種に共通する技能実習制度本体で規定されて

いる要件に加えて、介護職種の固有の要件を満たす必要があります。

以下、技能実習指導員に直接的に関係のある、「技能実習生に関する要件」

及び「実習実施者・実習内容に関する要件」について説明します。

①技能実習生に関する要件

＜技能実習制度本体における主な要件＞

・18 歳以上であること。制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする

者であること。

・帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されて

いること。

・企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は

申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、

かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

・団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務

に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必

要とする特別な事情があること（前職（職歴）要件）（※）

・団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受け

て技能実習を行おうとする者であること。

・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
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＜介護の職種における要件＞

・技能実習生が次の要件を満たすこと（日本語能力要件）。

第 1号技能実習
（1年目）

日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上
の能力を有すると認められる者※1 であること。

第 2号技能実習
（2年目）

日本語能力試験のN3に合格している者※2 その他これと同等
以上の能力を有すると認められる者※1 であること。

【※ 1】�日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験
（例「J.TEST�実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」「介護のための日本語テ
スト」）において日本語能力試験N4、N3�に相当する得点を取得または合格
している者

【※ 2】�N3 に合格していない場合であっても、技能実習生が次の要件を満たす場合
には、当分の間、「N3に合格している者その他これと同等以上の能力を有す
ると認められる者」とみなされる
・�介護の技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）の適切な習熟のために、
日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること
・�技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために
必要な日本語を学ぶこと

　具体的には、以下の対応が必要となる。
・学習方法の概要と試験等の受検予定時期を定め、日本語学習プラン（介
護参考様式13号）を作成し、第2号計画認定申請時に提出する

・学習プランに沿って日本語学習を行わせ、技能実習日誌（参考様式第
4-2号）に学習内容を記録する

・�N3合格等、日本語要件を充たしたときは日本語要件申告書（介護参考
様式第14号）を提出する

（※）同等業務従事経験（いわゆる前職（職歴）要件）については例えば、
以下の者が該当する。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、
高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等
に従事した経験を有する者

・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者
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②実習実施者・実習内容に関する要件

＜技能実習制度本体における主な要件＞

・技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは

職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実

習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去 3 年

以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの

中から、技能実習責任者を選任していること。

＜施設種別コード表＞
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・技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しく

は職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得

等をさせようとする技能等について 5 年以上の経験を有するものの中か

ら技能実習指導員を 1 名以上選任していること。

・技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤 

の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の

中から生活指導員を 1 名以上選任していること。

・技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと。

＜介護職種の主な要件＞

・技能実習指導員のうち 1 名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他

これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者（※看護

師等）であること。

・技能実習生 5 名につき 1 名以上の技能実習指導員を選任していること。

・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務（利用者の居宅においてサー

ビスを提供する業務を除く）を行うものであること（P17 表を参照）。

・技能実習を行わせる事業所が、開設後 3 年以上経過していること。

・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応

が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等の

ために必要な措置を講ずることとしていること。

（※）�具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を指
導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界ガイドライン
においても技能実習生以外の介護職員（主として技能実習指導員と技能実習
生の複数名で業務を行うこと、夜勤業務等を行わせるのは 2年目以降の技能
実習生に限定することとしている。

・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤

職員（常勤介護職員）の総数に応じて設定されています。また、技能実習

生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることができません。

・介護職種については、入国後講習を介護職種の技能実習の実施に必要な日

本語や介護に関する基礎的な事項を学ぶ課程とするため、入国後講習の科

目ごとの時間数や教育内容、講師について一定の要件を設ける。（日本語

（240 時間（N3 程度取得者は 80 時間））、介護導入講習（42 時間）など）
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※「介護職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン」抜粋（夜勤に
ついて）

○実習実施者は、技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務
又は緊急時の対応が求められる業務（以下「夜勤等」という。）を行わ
せる場合にあっては、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護するた
めに必要な措置を講ずることとされている（告示第2条第 5号）。この
ため、実習実施者は、技能実習生に夜勤等を行わせる場合にあっては、
具体的には次のような措置を講じることが必要である。
・指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員（主として技能実習指
導員）と技能実習生の複数名で業務を行う。
※�技能実習生が配置される事業所と同一敷地内で一体的に運営されて
いる事業所がある場合は、一体的に運営されている事業所に技能実
習生以外の介護職員（主として技能実習指導員）を同時に配置する
体制とすることも可能である。

・その他、利用者の安全及び技能実習生の心身への負担の回避の観点か
ら、事業所の判断により、夜勤業務等を行わせるのは2年目以降の技
能実習生に限定することも考えられる。

（6）外国人介護人材にかかる在留資格
①EPA介護福祉士候補者（在留資格「特定活動」）

日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結された日尼

経済連携協定（日尼 EPA）、日比経済連携協定（日比 EPA）及び日越交

換公文（日越 EPA）に基づくインドネシア人・フィリピン人・ベトナム

人介護福祉士候補者の受け入れが行われています。

EPA 介護福祉士候補者が日本の国家資格である介護福祉士資格を取得

するには、インドネシア、フィリピン、ベトナムそれぞれで異なる候補者

要件をクリアし、さらには、訪日前（フィリピン・インドネシアの方は 6 ヶ

月、ベトナムの方は 1 年）と訪日後（フィリピン・インドネシアの方は 6 ヶ

月、ベトナムの方は 2.5 ヶ月）に日本語研修※を受け、受入れ先である介

護施設での業務・研修があります。

その上で、介護福祉士の国家試験を受験し、合格すれば EPA 介護福祉

士として就労できます。しかし、不合格の場合には、帰国しなければなり

ません。

※訪日後日本語研修には、介護導入研修の期間を含みます。
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趣　旨：2国間の経済活動の連携強化を目的とした特例的な受入れ
施行日：�インドネシア　平成20年度～、フィリピン平成21年度～� �

ベトナム　平成26年度～
活　動：介護施設等で研修・就労（資格取得すれば在宅での就労も可能）
滞在期間：�EPA介護福祉士候補者は原則4年� �

EPA介護福祉士は、3年又は1年
※�資格取得後は、介護福祉士として在留期間の更新回数に制限なく滞在・
就労が可能なだけでなく、EPA看護師・介護福祉士が扶養している配偶
者又は子に限り、「家族滞在」の在留資格で在留することも可能。

②在留資格「介護」

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護

又は介護の指導の業務に従事するための在留資格です。

在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設（都道府県知

事が指定する専門学校等）を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方でし

たが、令和 2 年 4 月より、3 年以上の実務経験を経て介護福祉士国家資格

を取得した方でも、この在留資格に変更し、就労することが可能になりま

した。また、後述する『③在留資格「特定技能」』など他の在留資格で介

護福祉士国家資格を取得した方は、この在留資格に変更し、就労すること

が可能です。

趣　旨：専門的・技術的分野における受入れ
施行日：平成29年 9月 1日

活　動：�介護福祉士国家資格を取得し、介護施設等で就労
滞在期間：5年、3年、1年又は3月
※�対象国の規程はない。また、在留状況に問題がなければ、在留期間の更
新が可能であり、その更新回数に制限はなく、配偶者及び子が「家族滞
在」の在留資格で在留することも可能。
※�前述の『① EPA介護福祉士候補者』は、在留資格「介護」とは別の在
留資格であるため注意。

③在留資格「特定技能」

中小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生

産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保するこ

とが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有す
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る外国人を受け入れていくための制度です。この特定技能では、技能実習

とは異なり、前職要件等はありませんが、一定の専門性・技能を有してい

るかを評価するための試験に合格する必要があります。なお、介護職種介

護作業で、技能実習第 2 号までの技能実習を良好に修了した技能実習生、

EPA 介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者については、

一部の試験が免除となります。

④その他

その他、永住者や日本人の配偶者など、身分又は地位に基づく在留資格

で在留する外国人のほか、留学生として日本に来日後、アルバイト等とし

て勤労する外国人も考えられます。
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EPA（経済連携協定）に基づく
外国人介護福祉士候補者

在留資格「介護」をもつ外国人
（養成校ルート、実務経験ルート）

制度の目的 介護福祉士国家資格取得を目的とした
受入れ（国際連携の強化） 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れ

送出し国 インドネシア、フィリピン、ベトナム 制限なし

在留資格 「特定活動」
「介護」
※�（養成校ルート）介護福祉士の国家資格取得前（介護
福祉士養成校に在籍中）は「留学」

在留期間
【介護福祉士国家資格取得前】
原則４年
【介護福祉士国家資格取得後】
制限なしで更新可能

制限なしで更新可能

家族の帯同 【介護福祉士国家資格取得後】
家族（配偶者・子ども）の帯同が可能 家族（配偶者・子ども）の帯同が可能

外国人
介護職員に
求められる
日本語能力

□インドネシア・フィリピン：現地で6か月研修後、
日本語能力試験N5（フィリピン）、N4（インドネシア）
程度以上（いずれも調整中）で入国、入国後６か月の研
修を受けてから介護事業所で就労（大多数は就労開始時
点でN3程度）
□ベトナム：現地で 12か月研修後、日本語能力試験
N3以上の合格で入国、入国後 2.5 か月の研修を受けて
から介護事業所で就労

（養成校ルート）日本介護福祉士養成施設協会「外国人留学生
受入れに関するガイドライン」における入学者選抜の留意点>
日本語能力が次のいずれかに該当する者を選抜すること
・日本語能力試験でN2以上に合格した者
・�法務大臣により告示されている日本語教育機関で６か月以上
教育を受け、入学選抜のための日本語試験でN2相当以上と
確認された者
・�日本留学試験の日本語科目で 200点以上取得した者
・�BJT ビジネス日本語能力テストで 400 点以上取得した者�
（実務経験ルート）個人による

外国人
介護職員に
求められる
介護等の
知識・経験等

□インドネシア：
「インドネシアの看護学校（３年以上）卒業」又は
「高等教育機関（３年以上）卒業＋インドネシア政府
による介護士認定」
□フィリピン：
「フィリピンの看護学校（学士）（４年）卒業」又
は「４年制大学卒業＋フィリピン政府による介護士
認定」
□ベトナム：
３年制又は４年制の看護課程修了

―

介護福祉士の
国家試験の
受験義務

・国家試験の受験が必須
※�帰国後も在留資格「短期滞在」で再度入国し国家試験を受験
することが可能

・�受入機関となる事業所は、国家資格取得の
ための研修とその支援体制を整えることが
必須

・介護福祉士国家資格有
・�平成29�年度から令和8�年度までの介護福祉
士養成校卒業者は、卒後5�年以内に国家試験
に合格するか、原則卒後5�年間連続して業務
に従事すれば（育児休業等を取得した場合、
その分を合算した期間内に5�年間あればよ
い）、介護福祉士の資格を継続できる

受入調整機関等 JICWELS（公益社団法人国際厚生事業団） なし（介護事業所の自主的な採用活動）

勤務できる
サービスの
種類

介護保険３施設（介護保険関係：定員30名以
上）、認知症グループホーム、特定施設、通所
介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイ等
※�訪問系サービス不可（資格取得後は、一定条件を満たした事
業所では可）

制限なし

配置基準に
含められるま
での期間

日本語能力試験N2�以上の場合は、雇用してす
ぐに配置基準に含められる。その他の場合は、
雇用して６か月たてば含められる

雇用してすぐに、配置基準に含められる

夜勤の可否
【介護福祉士国家資格取得前】夜勤職員配置
加算の算定は、雇用して6か月経過、もしくは
日本語能力試験N1またはN2合格であれば可能
【介護福祉士国家資格取得後】可能

可能

同一法人内の
異動の可否

【介護福祉士国家資格取得前】原則、不可
【介護福祉士国家資格取得後】可能 可能

介護職種での
転職の可否

【介護福祉士国家資格取得前】原則、不可
【介護福祉士国家資格取得後】
　可能（ただし、在留資格変更の許可が必要）

可能

■外国人介護職員受入れの仕組み�～４つの制度の比較～
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※出典　令和２年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護分野に係る特定技能等の受入れに関する調査
研究事業」特定技能外国人の受入れに関する介護事業者向けガイドブック　三菱UFJ リサーチ＆コ
ンサルティング

※ 2021 年 3月 31日時点の情報に基づく

技能実習制度を活用した外国人
（技能実習生） 在留資格「特定技能１号」をもつ外国人

日本から相手国への技能移転（国際貢献） 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外
国人の受入れ

制限なし 制限なし
１年目　　：「技能実習１号」
２〜３年目：「技能実習２号」
４〜５年目：「技能実習３号」

「特定技能１号」

技能実習１号：最長１年
技能実習２号（技能実習評価試験の合格後１号から移行）：最長２年
技能実習３号（技能実習評価試験の合格後２号から移行）：最長２年
合計最長５年（３年目まで修了すれば「特定技能」に必要
な試験を免除）

通算５年

家族（配偶者・子ども）の帯同は不可 家族（配偶者・子ども）の帯同は不可

【入国時】
　�日本語能力試験N3程度が望ましい水準、N4程度が
要件
【入国から１年後（２号移行時）】N3程度が要件
　※�１年後にN3程度に満たない場合は、当面、雇用さ
れている事業所で介護の技能の習熟のために必要
な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き３年
目まで在留することが可能

入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認
・�ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の
能力

・介護の現場で働く上で必要な日本語能力
※�EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了（4年間）の者（直近の
介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上、及びすべての試験科目
で得点あり）、技能実習３年を修了した者又は介護福祉士養成施設を
修了した者は、必要な日本語能力水準を満たしているものとし、試験
等を免除

【団体監理型の場合】
　�外国において「同等業務従事経験」があること、又
は技能実習に従事することを必要とする特別な事情
があること
【企業単独型の場合】
　�受け入れる事業所と密接な関係のある外国の機関の
事業所の職員であること

入国前の試験等で下記の技能水準を確認
・受入れ業種で適切に働くために必要な水準

※�EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了（4年間）の者（直近の
介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上、及びすべての試験科目
で得点あり）、技能実習３年を修了した者又は介護福祉士養成施設を
修了した者は、必要な技能水準を満たしているものとし、試験等を
免除

なし（任意）
※�介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介
護」に変更することが可能

なし（任意）
※�介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介
護」に変更することが可能

団体監理型：各監理団体
企業単独型：各企業 登録支援機関によるサポート

訪問系サービス以外 訪問系サービス以外

日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置
基準に含められる。その他の場合は、雇用して６か月
たてば、含められる

雇用してすぐに、配置基準に含められる
（ただし、６か月間受入れ施設におけるケアの安全性
を確保するための体制が必要）

条件※付きで可能
※�技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、
業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生
の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは２年目
以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

可能

可能：ただし、技能実習計画上、技能等を修得するの
に、その異動が必要と認められた場合に限る 可能

原則、不可 可能
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2．技能実習生の身分と権利擁護

（1）技能実習生の身分
技能実習生は、「実習生」という名目ではあるものの、雇用の関係のあ

る労働者です。そのため、日本の労働者と同様に、労働関係法令、労働保

険・社会保険関係法令の対象者となります。

安価な賃金で雇用できるという存在では決してなく、あくまでも、日本

人労働者と同様の立場であることを念頭におく必要があり、日本人同様、

以下のような関係法令に守られている存在です。

①主な労働関係法令

ア．労働基準法

労働者を保護するため、労働契約・賃金・労働時間・休日および年次有

給休暇・災害補償・就業規則など、労働条件の最低基準を定めた法律です。

技能実習生は、実習実施者との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、

労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労

働基準法をはじめとした労働関係法令等が適用されます。

なお、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として

行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、実習生の年

齢にかかわらず、原則として行われることは想定されておりません。一方

で、介護職種については状況により夜勤が生じる職種であることも鑑み、

技能実習計画において、交替制により深夜労働を行わせるにあたり、合理

的な理由がある場合に限っては、申請が認められる余地はあると考えられ

る、とされています。

イ．最低賃金法

労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その

決定方式について定めている法律です。賃金額は原則として労働契約に

よって労使間で自主的に決定できますが、最低賃金法により決められた賃

金額以上でなければなりません。

なお、技能実習生の場合は、技能実習法において日本人が従事して受け

る報酬と同等又はそれ以上の額の報酬とする必要があると定めています

（技能実習法第 9 条第 9 号）。
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ウ．労働安全衛生法

労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを

目的として定められた法律です。労働災害を防止するため、危害防止基準

を確立するとともに、安全管理者・衛生管理者などの設置や資格の取得や

技能講習の実施などの総合的な対策を計画的に推進することを事業者（＝

実習実施者）に求めています。実習実施者は、技能実習生を含む労働者の

安全衛生に関する内容について、労働安全衛生法令に基づき、実習実施者

の所在地を所管する労働基準監督署に報告等を行うことが義務付けられて

います。

エ．職業能力開発促進法

職業訓練及びその実施の円滑化のための施策、労働者が自ら職業訓練等

を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることに

より、職業能力の開発・向上を促進し、職業の安定と労働者の地位の向上

を図り、経済及び社会の発展に寄与することを目的として定められた法律

です。

オ．労働契約法

労働者と使用者の間で結ばれる労働契約の基本原則を定めた法律です。

就業形態の多様化や個別労働関係紛争の増加などに対応するためのもの

で、労働契約の締結・変更・継続・終了、および有期労働契約などについ

て規定しています。労働契約は労働者と使用者が対等な立場で合意・締結・

変更するものとし、懲戒権や解雇権の濫用は無効であること、また有期労

働契約については、やむを得ない事由がない限り期間中に解雇できないこ

となどが明記されています。技能実習生と実習実施者の間では労働契約法

にもとづいた労働契約が締結されることとなり、労働条件の明示や解雇、

懲戒等についても労働契約法に基づいて行われることとなります。

②労働保険・社会保険関係法令等

ア．労働者災害補償保険（労災保険）法

業務上又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速

かつ公正な保護をするために、労働者災害補償保険により必要な保険給付

を行い、あわせてそのような状況に陥った労働者の社会復帰の促進、当該
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労働者及びその遺族の援護や適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福

祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。農林水産の一

部の事業を除き労働者を一人でも雇用していれば強制的に加入しなければ

ならないこと（強制適用）になっており、技能実習生もその対象となります。

イ．雇用保険法

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を

行う枠組みを定めた法律です。失業給付のほか、雇用の安定と就職の促進

を図るために、教育訓練給付、雇用継続給付などについて定めています。

労災保険同様、農林水産の一部の事業を除き労働者を一人でも雇用してい

れば強制的に加入しなければならないこと（強制適用）になっており、技

能実習生もその対象となります。

ウ．厚生年金保険法

民間企業で働く人が対象となる厚生年金について定めた法律で、厚生年

金の被保険者、給付される年金の種類、給付期間、金額等に関して規定し

ています。技能実習生は、雇用関係の下で技能実習を実施することから、

厚生年金保険の適用事業所で常用的に使用される技能実習生については厚

生年金保険が適用されます。

エ．国民年金法

国民年金制度について定めた法律で、老齢、障害または死亡によって国

民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全

な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。講習期間

中の技能実習生又は厚生年金の適用事業所ではない事業所で使用される技

能実習生については厚生年金保険の適用はなく、国民年金の被保険者とな

ります。

オ．健康保険法

事業所の雇用労働者およびその被扶養者を対象とする健康保険について

定めている法律です。技能実習生は、雇用関係の下で技能実習を実施する

ことから、健康保険の適用事業所で実習に従事する技能実習生については

健康保険が適用されます。
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カ．国民健康保険法

被用者保険に加入していない自営業者・無職者などを主な対象とし、市

町村・特別区と国民健康保険組合がそれぞれ行う国民健康保険について定

めた法律です。団体監理型の講習期間中の技能実習生又は健康保険の適用

事業所ではない事業所で実習に従事する技能実習生については健康保険の

適用がなく、国民健康保険への加入が必要となります（在留期間が 3 ヶ月

を超えて決定された外国人は、住民基本台帳法の適用を受ける外国人とな

ることから、技能実習生は、全員適用を受けます）。

③男女雇用機会均等法

募集・採用、配置、福利厚生、退職、解雇などにおける男女の差別的な

取り扱いの禁止、セクシュアルハラスメントの防止措置などを定めていま

す。妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、

男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準

法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取

扱いが禁止されており、技能実習生も同様です。また、労働基準法では女

性であることを理由として、賃金について差別的取扱いをすることを禁止

しています（労働基準法第 4 条）。

（2）技能実習生の保護のための措置
①労務管理の前提

技能実習生を含む外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、

日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって

様々なトラブルが起こり得ます。

これらを未然に防止し、雇用管理体制を改善し、適正な労働条件及び安

全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、実習実施者が考慮すべき

外国人労働者の雇用・労働条件に関する事項について、厚生労働省が「外

国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指

針」を出していることに留意する必要があります。この指針により求めら

れる措置は主に次の 5 つの事項となります。

・外国人労働者の募集及び採用の適正化

・適正な労働条件の確保

・安全衛生の確保
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・労働保険、社会保険の適用と適正な労災保険給付の確保

・適切な人事管理、教育訓練及び福利厚生等の充実

②技能実習生の保護及び違反した場合の罰則

技能実習法（以下「法」という）では、特に技能実習生の保護を目的と

して技能実習の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する

禁止規定を定めており、これに違反した場合は罰則が適用されます。

また、賃金の未払いなど実習実施者や監理団体に法令違反があった場合

に、技能実習生がその事実を主務大臣に申告できることを定めています。

ア．暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制の禁止【法第 46 条】

実習監理者又はその役職員が、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の

自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習

を強制することは禁止されています。これに違反した場合は、罰則（1 年

以上 10 年以下の懲役又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金）の対象となり

ます（法第 108 条）。

法第 46 条では実習実施者について触れられていませんが、使用者であ

る実習実施者については、労働基準法第５条（強制労働の禁止）の適用が

あります。違反した場合の罰則も、技能実習法と同様の量刑（第 117 条）

となっています。

イ．技能実習に係る契約の不履行についての違約金等の禁止【法第 47 条】

技能実習生との間で違約金等の契約がされることは、実習実施者におけ

る業務従事の強制等の問題を引き起こし、技能実習生の自由意思に反した

人権侵害行為を惹起するおそれがあり、このような行為から技能実習生を

保護することが必要とされています。

このため、実習監理者又はその役職員が、技能実習生等又はその配偶者、

直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関

係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定

め、又は損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されています。

これに違反した場合には、罰則（6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）

の対象となります（法第 111 条第 4 号）。

法第 47 条では実習実施者について触れられていませんが、使用者であ
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る実習実施者については、労働基準法第 16 条（賠償予定の禁止）及び第

18 条（強制貯金）の適用があります。違反した場合の罰則も、技能実習

法と同様の量刑（第 119 条）となっています。

ウ．旅券・在留カードの保管等の禁止【法第 48 条】

技能実習生の旅券や在留カードの保管や外出等の私生活の自由の制限

は、技能実習生の国内における移動を制約することで実習実施者における

業務従事の強制等の問題を引き起こし、技能実習生の自由意思に反した人

権侵害行為を惹起するおそれがあり、こうした行為から技能実習生を保護

することが必要とされています。

このため、技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員

が、技能実習生の旅券や在留カード（本人の常時携行義務がある）を保管

することは技能実習生の同意の有無や理由によらず、禁止されており、特

に、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券や在留カードを保管した

場合には、罰則（6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）の対象となり

ます（法第 111 条第 5 号）。

また、技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員が、

技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することは禁止され

ており、これに違反した場合には、罰則（6 月以下の懲役又は 30 万円以

下の罰金）の対象となります（法第 111 条第 6 号）。

エ．主務大臣に対する申告【法第 49 条】

技能実習生本人が、技能実習法令に違反する行為に遭遇した際に、自ら

実習実施者、監理団体等の不法行為を申告することができれば、迅速かつ

的確な主務大臣の権限行使によって、不法行為を是正することが可能とな

り、技能実習生の保護が図られることとなります。

このため、実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が技能実習

法令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事

実を主務大臣に申告することができることとしています。

この申告については、機構が実施する母国語による相談窓口（電話、メー

ル）を通じて行うこともできます。入国後講習において、法的保護に必要

な情報について講習する際に、技能実習生に対して確実に周知することが

必要です。なお、申告の制度については、入国時に技能実習生に配付され
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る技能実習生手帳にも記載しています。

実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が、技能実習生が申告

をしたことを理由として技能実習の中止その他不利益な取扱いをすること

は禁止されています。

これに違反した場合には、罰則（6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）

の対象となります（法第 111 条第 7 号）。

＜その他の罰則について＞

【実習実施者や監理団体が報告徴収等を拒んだ場合】
・主務大臣が行う報告徴収等について、拒んだり、虚偽の回答を行ったり
した場合などには、技能実習計画の認定の取消事由となったり（法第
16条）、監理団体の許可の取消事由となったり（法第 37条第 1項）す
るだけでなく、罰則（30万円以下の罰金）の対象ともなります（法第
112条第 1号）。

【法人が違反行為をした場合】
・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、上記ア．～エ．に記載されている違反
行為を行ったり、法人が監理団体である場合に無許可で実習監理を行っ
たり、監理団体として知りえた秘密を故意に漏らした等の行為を行った
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰
金刑を科することとしています（両罰規定。法第113条）。

③実習実施者の講ずべき安全・健康確保措置

実習実施者内の安全衛生管理を効果的・継続的に行い、技能実習生の安

全と健康確保を図るためには、労働安全衛生法等に基づき、実習環境を整

備する必要があります。

さらに、技能実習生が外国人であり、日本語の理解が十分でないことも

あるため、技能実習生への各種安全衛生教育・指示・指導は、その内容を

より良く理解できる方法により行うことが求められ、母国語で行うことや、

分かりやすい日本語で行う工夫が必要となります。

これらのことを行うため、以下の点に関する取組が実習実施者には求め

られます。

・安全衛生管理体制の整備

・雇入れ時及び作業に応じた安全衛生教育の実施
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・就業制限業務と必要な資格の取得

・健康診断と健康の確保

・健康診断結果の記録、通知及び事後措置の必要性の確認と措置

・長時間労働者に対する医師による面接指導

・メンタルヘルス対策の推進

・労働者の危険又は健康障害防止措置

・職種、現場等の特性を踏まえた安全衛生対策の推進

・技能実習生の死亡又は労働災害が発生した場合の対応

・安全衛生に関する内容であって、労働基準監督署に報告義務があるもの

の確認と報告

また、技能実習の現場は基本的に日本語でのやりとりとなります。日本

語に瞬時に反応することが難しい技能実習生が対応に困り災害弱者になら

ないよう、災害時の対応策などについて事前に実習実施者内（責任者や技

能実習指導員、その他職員）で話し合い、決めておくことも重要です。

④保険への加入

技能実習生は日本人の従業員同様、労働者として社会保険、労働保険が

適用されます。実習実施者は、労働保険、社会保険、その他の保険に加入

するなどして技能実習生の不慮の災害・事故・病気に備えなければなりま

せん。
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ここでは、介護業務を通して移転する介護技能及び、技能実習の各年次

における到達目標を理解することを目的としています。

また、技能実習制度の中で定められている、必須業務・関連業務・周辺

業務、安全衛生業務について理解し、それぞれの指導のポイントを学習し

ます。

1．移転すべき技能

（1）修得等をさせる技能等の基準
技能実習制度は、我が国から技能実習生の本国への技能の移転を図るも

のであることから、同一の作業の反復によって修得等ができる程度のもの

（単純労働等）である場合には、移転すべき技能として認められません。

（2）介護における移転すべき技能の考え方
介護職種については、移転の対象となる「介護」業務が、単なる物理的

な業務遂行とならないよう、一定のコミュニケーション能力の修得、人間

の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の

理解に裏付けられたものと位置づけることが重要であるとされています。

これらの理解のうえで行われる介護業務が「技能」であることから、技

能実習生に業務手順を修得してもらうだけではなく、その根拠や考え方を

含めて業務を修得してもらうことが求められます。

（3）従事させる業務の基準
業務を通して技能を修得する観点から、＜必須業務＞、＜関連業務＞、

＜周辺業務＞の 3 つの業務に区分され、またそれ以外に安全衛生業務も定

められています。

Ⅱ移転すべき技能の
理論と指導方法
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＜必須業務＞

技能実習生が技能等を修得するために必ず行わなければならない業務

（技能検定等の評価試験を受ける予定の職種・作業の「試験の出題範囲を

定めた基準・細目」の範囲に該当する業務）。業務に従事させる時間全体

の半分以上。

＜関連業務＞

「必須業務」に従事する者により当該必須業務に関連して行われること

のある業務であり、修得等をさせようとする技能等の向上に直接または間

接に寄与する業務。業務に従事させる時間全体の半分以下。

＜周辺業務＞

「必須業務」に従事する者が当該必須業務に関連して通常かかわる業務

で「関連業務」に掲げるものを除くもの。業務に従事させる時間全体の

3 分の 1 以下。

＜安全衛生業務＞

技能実習生の現場での事故や疾病を防止する観点から必ず行う必要のあ

る業務で、必須業務、関連業務、周辺業務の各業務ごとに 10 分の 1 以上

を行うこととしています。

【技能実習法】
（技能実習の目標及び内容の基準）
規則第10条　法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合
を含む。）の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、
次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
する。

2�　法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の
主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおり
とする。
二　従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
イ　当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環
境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせること
が適当でないと認められるものでないこと。
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（4） 移転すべき介護技能にかかる業務区分と  
到達水準の考え方

①介護技能にかかる業務区分の考え方

（1）で述べた通り、介護は対物サービスでないことから、従来の技能実

習制度における技能とは性格が異なっているため、厚生労働省において介

護分野の有識者等に参加・検討いただいた「外国人介護人材受入れの在り

方に関する検討会」の中間まとめ（平成 27 年 2 月 4 日。以下「中間まとめ」

という）では、介護技能にかかる業務区分として、以下の通り整理されて

います。

ロ　技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であ
り、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料
等を用いるものであること。
ハ　移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の
区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる
条件に適合すること。

　　　　（1）�必須業務（技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る
技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に
基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならな
い業務をいう。以下このハにおいて同じ。）業務に従事させ
る時間全体の二分の一以上であること。

　　　　（2）�関連業務（必須業務に従事する者により当該必須業務に関連
して行われることのある業務であって、修得等をさせよう
とする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。）
業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。

　　　　（3）�周辺業務（必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して
通常携わる業務（（2）に掲げるものを除く。）をいう。）業務
に従事させる時間全体の三分の一以下であること。

ニ　移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ（1）から（3）
までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十
分の一以上を当該ハ（1）から（3）までに掲げる業務に関する安
全衛生に係る業務に充てること。
ホ　移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事さ
せる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
ヘ　ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業
務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。
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②介護技能の到達水準の考え方

Ⅰ－ 1．（3）に記載の通り、技能の移転にかかる各号それぞれの実習目

標が設定されており、それらの目標に適った技能の移転ができているかを

評価するものとして、到達水準が考えられています。

「中間まとめ」では、技能実習時の各号の到達水準について、限られた

期間で修得可能なレベルであること、技能実習生が帰国した後、母国にお

いて、修得した技能を発揮することが求められることの双方のバランスを

考慮する必要があることを念頭に置き、次のとおり設定すべきであるとさ

れています。

第 1 号（1 年目）修了時： 指示の下であれば、決められた手順等に従って、

基本的な介護を実践できるレベル

第 2 号（3 年目）修了時： 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等

に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護

を一定程度実践できるレベル

第 3 号（5 年目）修了時： 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等

に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護

を実践できるレベル

（5）介護職種（介護業務）の業務区分
（4）で示した、業務区分や到達水準の考え方を踏まえ、介護においての

移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化については、以下のように

区分されています。
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こちらから書式を
ダウンロードできます
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必須業務のそれぞれの業務は、準備から記録までの一連の行為を含んで

いることと、必須業務・周辺業務・関連業務にはそれぞれ安全衛生業務が

含まれていることに留意が必要です。

なお、介護職種の場合、必須業務については、以下の「Ⅰ　身体介護業

務」のことを指し、Ⅰ－ 1．（3）②「技能実習生を受け入れてからの流れ」

で述べた技能検定等の実技試験は当該必須業務から出題されます。

以下、必須業務と、第 1 号～第 3 号の技能実習修了時の到達水準につい

て再掲します。

第１号技能実習 第２号技能実習 第３号技能実習

指示の下とであれ
ば決められた手順
等に従って、基本
的な介護を実践で
きるレベル

自ら、介護業務の
基盤となる能力や
考え方に基づき、
利用者の心身の
状況に応じた介護
を一定程度実践
できるレベル

自ら、介護業務の
基礎となる能力や
考え方に基づき、
利用者の心身の
状況に応じた介護
を実践できるレベル

（１）整容（洗面、整髪等） ○ ○ ○
（２）顔の清拭 ○ ○ ○
（３）口腔ケア 状況に応じて実施 状況に応じて実施 ○

　２）衣服着脱の介助 （１）着脱の介助（座位・臥位） ○ ○ ○
（１）体位変換 ○ ○ ○
（２）起居の介助(起き上がり・立位） ○ ○ ○
（１）歩行の介助 ○ ○ ○
（２）車いす等への移乗の介助 状況に応じて実施 ○ ○
（３）車いす等の移動の介助 ○ ○ ○

３．食事の介護 ○ ○ ○
（１）手浴の介助 ○ ○ ○
（２）足浴の介助 ○ ○ ○

○ ○ ○
状況に応じて実施 状況に応じて実施 ○

○ ○ ○
○ ○ ○

状況に応じて実施 状況に応じて実施 状況に応じて実施
６．利用者特性に
       応じた対応 × × ○

　１）食事の介助

４．入浴・清潔
       保持の介護

　１）部分浴の介助

　２）入浴の介助
　３）身体清拭

５．排泄の介護
　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　２）おむつ交換
　３）尿器・便器を用いた介助

必須業務
到達目標

Ⅰ　身体介護業務

１．身じたくの
       介護

　１）整容の介助

２．移動の介護

　１）体位変換

　２）移動の介助

　１）利用者特性に応じた対応（認知症、障害等）

＜介護技能修得のための業務に係る留意事項＞

【医療行為の禁止】
海外で看護師等の免許を取得している技能実習生でも、日本においては医
療行為を行うこととはされていません。
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2．移転すべき技能の項目と指導方法等について

（1）介護業務の指導ポイント
我が国の介護とは、介護は単なる作業ではなく、利用者の自立支援を実

現するための思考過程に基づく行為として整理されています。そのため、

これを踏まえ、介護行為に必要な考え方、根拠等の理解を含めて、技能を

移転することが求められています。

そのため、指導の際には、各業務を行う際の手順や行為のみならず、そ

の手順や行為の根拠を技能実習生に伝える必要がありますが、その際に重

要となるのは次のような視点です。

①自立支援を理解させる

利用者の身体機能の維持を図るため、利用者が「自分でできること」を

していただくことは当然ですが、何かの理由で「やらなくなっていること」

を発見し、自分でできるよう支援します。できないことを補完するのでは

なく、別のやり方でできないか探り出すことが大切です。

利用者ができることまでやってしまうような過剰な介護をしないことを

伝える必要があります。

②利用者主体を理解させる

利用者の生活を支援するという観点から、介護をする際は、利用者の意

向を大切にするため、つどつど利用者本人の意向を確認し、同意を得る必

要があります。

利用者が自分で考えて決定し、自分でできることを行っていくことは、

利用者の自尊心を高め、尊厳を保持することにつながります。

ただし、何でも利用者の言うとおりにするわけではなく、特に論理的思

考や判断力が低下している利用者に関しては、適切に自己決定できるよう

支援することが大切であることを伝える必要があります。

③利用者特性に応じた対応を理解させる

利用者の心身の状態等は一人ひとり異なり、同様に、提供する介護も一

人ひとり異なることを伝える必要があります。そして、利用者の特性に合

わせた介護を行うためには、介護職が障がいの特性や疾病・疾患の特徴等
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を理解したうえで観察し、アセスメントすることが重要であることを伝え

る必要があります。

④介護過程、計画に基づいたチームケアであることを理解させる

我が国では、介護過程や計画に基づき、チーム全体で利用者の介護を行っ

ています。このため、同僚である介護職員や他職種と連携しながら、利用

者の状態を多角的に見ていくものであることを伝える必要があります。

⑤報告・連絡・相談の大切さを理解させる

介護現場では、利用者のケアをチームで行うため、連携プレーを心がけ

ることが重要です。そのためには、チーム全体の円滑な業務の進行をサポー

トしたり、進行中の業務の「報告・連絡・相談」は欠かせないことを伝え

る必要があります。

（2）具体的な介護業務の指導ポイント
①それぞれの業務の根拠や考え方を伝えること

我が国の介護とは、介護は単なる作業ではなく、利用者の尊厳を尊重し、

自立支援を実現するための思考過程に基づく行為として整理されていま

す。これを踏まえ、介護行為に必要な考え方、根拠等の理解を含めて、技

能を移転することが求められています。技能実習指導員はそのことを心得

ておくことが重要です。

②コミュニケーションの重要性

介護職種については、対人サービスを提供する職種であり、利用者への

説明や同意をはじめとし、意思の確認等、コミュニケーション能力が求め

られます。また、介護はチームケアであるため、記録や申し送り等も重要

な業務です。

これらの業務の修得には、一定の日本語能力が必要とされます。技能実

習生が申し送り等に参加し、介護に関する用語等に触れることやレクリ

エーションを実施するなどコミュニケーションの機会を作ることにより、

より効果的な実習となります。

以下、業務の指導のポイントを例示的に示しますので、指導の際の参考

としてください。
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＜必須業務＞

○　身体介護業務
①身じたくの介護
1）�整容の介助（想定される項目：洗面・洗髪・顔の清拭・口腔

ケアなど）
●整容の意義や意味を伝える

・整容には、清潔保持や感染予防効果、リフレッシュ効果のほか、

介護度の重度化予防など、幅広い効果が期待できることを伝える

ことが必要です。

・また、整容行為を通して、手指の機能の維持・向上のほか、生活

リズムの構築、社会参加の促進など、二次的な効果も期待できる

ことを伝えることが必要です。

●整容に関わる、こころとからだのしくみ等の基本を伝える

・整容を行うためには、利用者の状態に応じて、整容を行うための

姿勢を保持することが必要です。

・そのためには、安定した座位や、スムーズな上肢の動きを確保す

るための利用者のからだのしくみ、声かけなど意欲に対する支援

があることを伝えることが必要です。

・さらに、例えば、口腔ケアをとおして、口腔機能のメカニズムを

理解することも伝えることが必要です。

2）衣服着脱の介助
●衣服を着替える意義や意味を伝える

・衣服の選択（形や材質、柄など）では、利用者の状態に合わせた選択、

生活習慣だけでなく、体調にも配慮することが、利用者の生活意

欲を高める効果に繋がることを伝えることが必要です。

・また、入浴後など、できるだけ素早く着脱を行うことは、体が冷

えてしまうことの防止や、羞恥心への配慮によるものであること

を理解する必要性を伝えることが必要です。

●着脱に関わる、こころとからだのしくみ等の基本を伝える

・利用者に麻痺や拘縮等がある場合、スムーズに着脱するためには、

からだの仕組みの理解や、麻痺がある場合の介護の原則を伝える

ことが必要です。

・また、着替え後の着心地や衣服の状態の確認は、気持ちを爽快に

することや、しわなどが肌を傷つけることになるので、それを防
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止することに繋がることを伝えることが必要です。

②移動の介護
1）�体位変換（想定される項目：仰臥位・側臥位・座位・立位へ

の支援など）
●体位変換を行う意義や意味を伝える

・体位変換は、長時間同じ体位を続けることによって生じる筋肉の

萎縮、関節の拘縮、褥そうを予防する効果があることを伝えるこ

とが必要です。

・また、体位変換の際に、利用者の動作能力を活用することは、利

用者の動作能力を高め、それが生活の意欲に繋がることを伝える

ことが必要です。

・なお、体位変換後に、シーツや衣服にしわやたるみがあると、余

計な圧力をかけ、肌を傷つけることがあることを伝える必要があ

ります。

●体位変換に関わる、こころとからだの仕組み等の基本を伝える

・ボディメカニクスを活用することで、利用者にとっても、介護者

にとっても、安全でスムーズな体位変換となることを伝える必要

があります。

・また、利用者のその日の体調や体位変換後の体位により、安楽な

姿勢が異なることがあることを理解することが必要です。

・なお、利用者に体位交換を行うことを伝えずに、急激に体位をか

えることは、利用者の体調を不安定とさせ不安の原因となり得る

ことを伝え、その際の観察のポイントと対応方法を伝えることが

必要です。

2）�移動の介助（想定される項目：歩行・車いす移動・ベッドか

ら車いすへの支援など）
●移動の介助を行う意義や意味を伝える

・移動には、生活範囲を広げる効果があることを伝えることが必要

です。

・また、移動は、身体機能の維持・向上の効果があることと共に、

身体活動や精神活動を行わないことによる生活不活発病（廃用症

候群）の予防、社会参加の促進等の効果があることを伝えること

が必要です。

●移動に関する、こころとからだのしくみ等の基本を伝える

・歩行を支援するためには、歩行に係るからだのしくみやメカニズ
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ムを理解することが、また、ベッドから車いすへスムーズに移動

させるためには、その際の自然なからだの動きを理解することが

必要であることを伝える必要があります。

・さらに、移動の際に、利用者の動作能力を活用することは、利用

者の動作能力を高め、生活意欲の向上に繋がることを伝える必要

があります。

・なお、ボディメカニクスを活用することで、利用者にとっても、

介護者にとっても、安全でスムーズな体位変換となることを伝え

る必要があります。

●移動を補助する福祉用具の活用方法等を伝える

・歩行を支援する際には、杖や歩行器などの福祉用具の活用が考え

られます。福祉用具の特性を理解するとともに、歩行のメカニズ

ムを理解する必要性を伝えることが必要です。

・また、同様に、車いすを活用する際には、車いすの機能を理解す

るとともに、安全に使用するための方法や、安定した座位を確保

するためのクッションやパッド等の活用方法についても理解する

必要性を伝えることが必要です。

③食事の介護
●食事の意義や意味を伝える

・食事は、生命を維持する基本であり、健康の増進、病気の予防・

回復にとっても重要な営みとなることを伝えることが必要です。

・また、食事は、五感で楽しむものであることを伝えることが必要

です。

●食事に関する、こころとからだのしくみ等の基本を伝える

・基本的な食事摂取のメカニズムとして、「食物の認識→食物を口に

運ぶ→咀嚼する→嚥下する→消化する→代謝する→排せつ」とい

う一連の流れがあることを伝えることが必要です。

・また、スムーズな嚥下のためには、正しい姿勢を確保する技術の

ほか、利用者の状態に合わせた食事形態とすることをを伝えるこ

とが必要です。

④入浴・清潔保持の介護
1）�入浴の介助（想定される項目：一般浴・介助浴・特殊浴槽で

の入浴など）
●入浴の意義や意味を伝える

・入浴には、清潔保持や感染予防効果、リラックス効果のほか、入
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眠効果やリハビリ効果など、幅広い効果があることを伝えること

が必要です。

・また、入浴時には皮膚の状態の観察など、利用者の健康状態の把

握ができる効果があることを伝えることが必要です。

・さらに、日本での入浴は浴槽に入る生活習慣があり、利用者の楽

しみの一つであり、生活への意欲に繋がることの重要性を伝える

ことが必要です。

・なお、心地よさを増すため、羞恥心への配慮や環境の整備の必要

性を伝えることが必要です。

●入浴に関する、こころとからだのしくみを伝える

・入浴で、最大限の効果を得るためには、安定した姿勢を確保する

ことが必要であり、そのためには、安定した姿勢を確保するため

のからだのしくみを理解しておく必要性を伝えることが必要です。

・また、心臓への負担を軽減させるための入浴方法や循環を促すた

めの洗い方、皮膚を傷つけないための方法などを伝えるとともに、

温浴が体調の変化を引き起こしやすくするといった影響を伝える

ことが必要です。

・なお、入浴には発汗効果があり、そのため水分が失われ、脱水症

状を予防するための水分摂取の必要性を伝えることが必要です。

・入浴を行う際には、看護職員と連携し健康状態の把握を行い、そ

の可否を確認する事が求められることを伝えることが必要です。

2）部分浴の介助（想定される項目：手浴・足浴など）
●部分浴の意義や意味を伝える

・部分浴は、入浴できない時などに行うことで清潔保持や感染予防

効果、リラックス効果のほか、入眠効果やリハビリ効果など、幅

広い効果があることを伝えることが必要です。

・また、部分浴を行う際には皮膚の状態の観察など、利用者の健康

状態の把握ができる効果があることを伝えることが必要です。

・さらに、心地よさを増すためには、羞恥心への配慮や環境の整備

の必要性を伝えることが必要です。

●部分浴に関する、こころとからだのしくみ等の基本を伝える

・部分浴で、最大限の効果を得るためには、安楽な姿勢を確保する

ことが必要であり、そのためには、安楽な姿勢とするためのから

だのしくみを理解する必要性を伝えることが必要です。

・また、循環を促すための洗い方や、皮膚を傷つけないための方法

を理解するとともに、部分浴が体調の変化を引き起こすことなど
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の影響を伝えることが必要です。

3）身体清拭（想定される項目：全身清拭・部分清拭など）
●清拭の意義や意味を伝える

・清拭は、入浴できない場合などに行うことで、入浴と同じような

効果があることを伝えることが必要です。

・また、清拭には皮膚の状態の観察など、利用者の健康状態の把握

ができる効果があることを伝えることが必要です。

●清拭に関する、こころとからだのしくみを伝える

・清拭では、循環を促すための洗い方や、皮膚を傷つけないための

方法を理解するとともに、清拭が体調の変化を引き起こすことな

どの影響を伝えることが必要です。

・なお、不必要な露出を避けることは、体が冷えてしまうことの防

止や、羞恥心への配慮によるものであることを伝えることが必要

です。

⑤排泄の介護
●排泄の意義や意味を伝える

・排泄は、生命を維持する基本であり、健康の増進、病気の予防等

にとっても重要な行為であることを伝えることが必要です。

・また、排泄は人間の尊厳にかかわる極めてプライバシーな行為で

あるため、不適切な排泄介護は、利用者の意欲低下や、社会参加

の抑制に繋がるものであることを伝えることが必要です。

●排泄に関する、こころとからだのしくみを伝える

・基本的な排泄のメカニズムとして、お腹に力が入りやすくなる姿

勢や、排泄パターンがあること等について伝えることが必要です。

・また、排泄後の立位は、立ちくらみする場合もあるため、利用者

の体調を踏まえた支援の必要性があることを伝えることが必要

です。

・さらに、利用者の体調を確認するために、排泄物の色や性状等を

観察する必要性も伝えることが必要です。

・なお、感染症を予防する必要性やその対策についても理解する必

要があることを伝えることが必要です。

●排泄を行うための福祉用具の活用等を伝える

・利用者の状態に応じ、ポータブルトイレや、尿器・便器を用いた

適切な介護についても理解する必要があることを伝えることが必

要です。
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○　安全衛生業務
安全衛生業務は、技能実習生の現場での事故や疾病を防止する観点から

必ず行う必要のある業務です。

介護現場においては、衛生の徹底等を行い、感染を防止することが求め

られることや、無理な介護行為を行い利用者を危険にさらすこと、技能実

習生自らのからだをいためること等が想定され、注意が必要です。

①雇入れ時の安全衛生教育
・利用者の排泄物や嘔吐物などを処理する前後の手洗い、使い捨て手

袋の使用などの必要性を伝えることが必要です。この行為が不十分

なままに別の利用者のケアをすると、別の利用者に感染させてしま

う可能性があります。抵抗力の弱い利用者の場合、命の危険にもつ

ながることを伝えることが必要です。

・また、感染源になるものは何か、その感染経路を伝え、感染予防の

ための基本を伝えることが必要です。

②介護職種における疾病・腰痛予防
・体調の悪い時は、熱を測り、症状とともに、職場の上司へ報告し、

対応を確認することが必要です。インフルエンザ等の感染症に罹る

と、利用者や施設職員へ伝播する場合があることを伝えることが必

要です。

・また、体位変換、移動の介助、車いすの移乗介助等を力任せで行うと、

利用者に危険が及ぶだけでなく、介護職員の腰痛等が起こる可能性

も高まります。ボディメカニクス等を活用した介護を技能実習生に

伝えることが必要です。

③福祉用具の使用方法及び点検業務
・日頃、利用者が使用されている車いすや杖、歩行器などの保守点検は、

利用者の安全性を担保するために欠かせないことを伝えることが必

要です。

・また、そのためにも、一つひとつの福祉用具の使用方法や点検方法

を伝えることが必要です。

④介護職種における事故防止のための教育
・事故を未然に防ぐには、日々の事故防止に関する小さな気づきが必

要です。介護職員が「ヒヤリ」「ハッと」したことを、たとえ小さな
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ことでも報告し、明確に記録に残し関係者間で共有することが、結

果として事故発生を防ぐ最大の予防策になることを伝えることが必

要です。

・また、事故防止のための報告は、能力を評価するものではない事を

伝えることが必要です。

⑤緊急時・事故発見時の対応
・万一、事故が発生した時は、事故の状況を、利用者やご家族に対し

丁寧に説明することが必要となりますので、上司にすみやかに、事

故発生時の状況を具体的に（いつ、どこで、誰が、どのように、ど

うしたか等）報告する必要性を伝えることが必要です。

・また、それらの報告は、能力を評価するものではない事を伝えるこ

とが必要です。
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＜関連業務＞

我が国の介護とは、介護は単なる作業ではなく、利用者の自立支援を実

現するための思考過程に基づく行為として整理されています。そのため、

これを踏まえ、介護行為に必要な考え方、根拠等の理解を含めて、技能を

移転することが求められています。関連業務においても、利用者の生活に

かかる部分が多様にあり、それぞれの行為の趣旨を理解することが重要

です。

なお、ここでは以下の業務を例示していますが、実習実施者の業務実態

に応じ、指定された範囲において自由に設定いただくことができます。

①掃除、洗濯、調理業務
・掃除を行うことで、利用者が移動を行うスペースを確保することは、

行動範囲の確保と身体状況の維持につながることになります。また、

利用者が使うものが手に届く位置にあることは、利用者が自立した

行動を維持するうえで重要であることを伝える必要があります。

・衣服は、利用者個人の財産でもあり、思い出の品であることもあり

ます。洗濯方法の誤りによって、利用者の負担を強いることを避け

るためにも、個別に洗濯方法を確認する必要があることを伝えるこ

とが必要です。

・食事では、利用者個別の禁忌食や食事形態に配慮がなされているこ

とを伝えることが必要です。

②機能訓練の補助やレクリエーション業務
・機能訓練そのものは、理学療法士や作業療法士等の指導の下で行う

ものですが、機能訓練の補助を行う中で、機能訓練の意味や趣旨を

理解することの必要性を伝えることが必要です。

・レクリエーションや季節のイベントを行うことは、利用者の活動性

を上げる上で、重要な取り組みであることを伝えることが必要です。

③記録・申し送り
・自分で対応した事柄を記録し、報告することは、情報を共有するた

めに必要です。

・また、この業務を通して、共有すべき事項が何であるのか、何故必

要であるのか等を理解することが必要です。
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＜周辺業務＞

必須業務の技能等向上に直接又は間接的に寄与する業務でなく、介護現

場において通常携わる業務とされています。

ここでは以下の業務を例示していますが、実習実施者の業務実態に応じ、

指定された範囲において自由に設定いただくことができます。

・お知らせや掲示物の管理等の業務がありますが、この業務は、日本

語能力を高めたり、季節行事の理解を深めることに繋がる業務でも

あると考えられます。

・利用者が普段使用していない福祉用具についても、一定の保守・点

検の必要性がありますが、当該業務を通じて、様々な福祉用具の知

識を得ることができると考えられます。

・介護を提供する際に必要な物品（たとえば、おむつ、トイレットペー

パー、タオル等）の補充等の業務は、当該業務を通じて、必要とな

る物品に関する知識を得ることができると考えられます。
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ここでは、技能実習制度で行われる「技能実習評価試験」について、評

価試験の位置づけや、試験の仕組み、試験の範囲等について基礎的な部分

を理解します。

なお、資料の詳細等は、試験実施機関であるシルバーサービス振興会の

HP に公開されているため、適宜確認が必要です。

（一社）シルバーサービス振興会　介護技能実習評価試験�専用ページ
http://www.espa.or.jp/internship/

1．技能実習評価試験の位置づけについて

介護技能実習評価試験は、技能等の修得等の程度を評価するために実施

されるもので「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関

する法律」（第 8 条第 2 項 6 号）において、技能実習の目標は主務省令で

指定する試験に合格することとされています。介護技能実習評価試験は、

業界の総意に基づき、厚生労働省人材開発統括官の下に設置された「専門

家会議」での審査やパブリックコメントを経て認定され、「外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」（第 6 条）

に基づき指定された試験です。介護技能実習評価試験は、一般社団法人シ

ルバーサービス振興会（以下、「シルバーサービス振興会」という）が実

施しています。在留資格の変更又は取得、技能実習第 2 号や第 3 号修了時

に受検が必要となります。なお、技能実習の成果を確認するのが試験であ

り、実習と試験は密接につながっていることから、技能実習指導員も試験

について十分に理解しておく必要があります。

2．介護技能実習評価試験の仕組み

（1）受検する試験の流れについて
技能実習制度のなかで、試験は以下のような流れで実施されます。技能

実習第 1 号では学科試験・実技試験ともに必須となりますが、技能実習

第 2 号と技能実習第 3 号では、実技試験は必須ですが、学科試験は任意 

技能実習評価試験について参考

50



となります。

なお、試験は技能等の修得等を評価することから、技能実習生（受検者）

には受検資格として一定期間の実務経験が求められています。初級の場合

は 6 か月以上の実務経験、専門級は 24 か月以上、上級は 48 か月以上とな

ります。（入国後講習の期間は含めません。）

（2）試験で求められる技能・知識の水準
介護職種における技能実習の各号における到達水準は以下の通りとなり

ます。移転すべき技能の範囲にある介護行為は全て修得しなければならな

いものであり、実技試験・学科試験ともに、日本語能力と合わせて知識と

技術が求められます。なお、試験課題は、その範囲の中からしか出題され

ません。

技能実習第２号 技能実習第３号

⼊国2・3年⽬ ⼊国4・5年⽬

実習⽬標 技能等の習熟 技能等の熟達

講習 実習 実習 実習

受検資格

　　＊⼊国後講習の期間は含めない 　  ↑第３号技能実習開始前または開始後１年以内

⼀
旦
帰
国
　
　
※
１
ヶ
⽉
以
上

技能実習第１号

技能等の修得

評価試験

技能実習の流れ ⼊国1年⽬

技能実習評価試験
初級の受検

※２号移⾏は学科・実技試験
の合格が必須

技能実習評価試験専
⾨級の実技試験受検

技能実習評価試験
上級の実技試験受検

技能実習制度の介護職種
に関し、６ヶ⽉以上の実務の
経験（＊）を有する者

学
科
︵
必
須
︶

実
技
︵
必
須
︶

学
科
︵
任
意
︶

実
技
︵
必
須
︶

※３号移⾏は実技試験
の合格が必須

技能実習制度の介護職種
に関し、24ヶ⽉以上の実務
の経験（＊）を有する者

学
科
︵
任
意
︶

実
技
︵
必
須
︶

技能実習制度の介護職種
に関し、48ヶ⽉以上の実務
の経験（＊）を有する者

解説 参考 -2解説 参考 -2
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（3）試験の概要
①�試験時期

随時

②�試験場所

実技試験・学科試験ともに、技能実習生（受検者）が勤務している事業

所・施設に、試験評価者が出向いて実施されます。具体的には、実技試験

は、利用者に対する介護を評価することから、利用者がいる生活の場等が

試験場所となります。また学科試験は、事業所・施設の会議室等です。なお、

できるだけ同一都道府県の同一地域の試験評価者が対応することで、効率

的な試験の実施と受検者側の受検料以外の負担（交通費）を押さえられる

よう配慮することとされています（※）。このため、試験評価者については、

技能実習生（受検者）が勤務している事業所・施設の近隣から出向くこと

になります。

（※）離島等で遠方の試験評価者が出向く場合、別途交通費の負担が必要になります

【試験部分】技能実習指導員講習テキスト_20190811 最終 

 

※出典：シルバーサービス振興会から提供 

（２）試験で求められる技能・知識の水準 
介護職種における技能実習の各号における到達水準とは以下の通りとなります。なお、

移転すべき技能の範囲にある介護行為は修得しなければならないものであり、実技試験・
学科試験ともに、その範囲の中からしか試験には出題されません。 

 
 

（３）試験の概要 

① 試験時期 
随時（実技と学科の両方を受検する際は、原則、同一日に実施。）。 
 

② 試験場所 
実技試験・学科試験ともに、技能実習生（受検者）が勤務している事業所・施設

に、試験評価者が出向いて実施されます。具体的には、実技試験は、利用者に対する
介護を評価することから、利用者がいる生活の場などが試験場所となります。また学科
試験は、事業所・施設の会議室等です。なお、できるだけ同一都道府県の同一地域
の試験評価者が対応することで、受検者側の受検料以外の負担（交通費）も押さえ
ることにつながります（※）。このため、試験評価者については、技能実習生（受検者）
が勤務している事業所・施設の近隣から出向くことになります。 
（※）離島等で遠方の試験評価者が出向く場合、別途交通費の負担が必要になります 

 
 
 
 
 
 
 
 

試験の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、

上級専門級初級

指示の下であれば、決められ
た手順等に従って、基本的
な介護を実践

自ら、介護業務の基盤となる
能力や考え方等に基づき、利用
者の心身の状況に応じた介護を
一定程度実践

自ら、介護業務の基盤となる
能力や考え方等に基づき、利
用者の心身の状況に応じた介
護を実践

初級試験 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル

専門級試験 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた
介護を一定程度実践できるレベル

上級試験 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた
介護を実践できるレベル

目標レベル

 
「介護」は単なる作業ではなく、利用者の自立支援を実現するための思考過程に基づ

き業務として提供される行為です。技能実習生（受検者）は、個々の利用者の状態
像に応じた介護を適切に提供できているか、また、移転すべき技能が修得できているかど
うかについて、技能実習の成果として「介護技能実習評価試験」を受けることになります。
そのため、試験の実施にあたっては、試験評価者が技能実習生（受検者）の勤務して
いる事業所・施設等（実習実施者）に出向き、利用者に対して日常的に提供してい
る身体介護業務を現認しながら評価することとなっています。 
また、技能実習は、技能実習指導員による現場でのOJT（On-the-Job 

Training）を通じた技能移転となるため、技能実習生（受検者）が普段の業務通り
の環境下で試験が受けられるようにするという意味で、このような試験の実施方法となって

 

技能実習生（受検者）が勤務している事業所・施設で試験を実施する意味 

※出典：シルバーサービス振興会
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技能実習生（受検者）が勤務している事業所・施設で試験を実施する意味
「介護」は単なる作業ではなく、利用者の自立支援を実現するための思
考過程に基づき業務として提供される行為です。技能実習生（受検者）は、
個々の利用者の状態像に応じた介護を適切に提供できているか、また、移
転すべき技能が修得できているかどうかについて、技能実習の成果として
「介護技能実習評価試験」を受けることになります。そのため、試験の実
施にあたっては、試験評価者が技能実習生（受検者）の勤務している事業
所・施設等（実習実施者）に出向き、利用者に対して日常的に提供してい
る身体介護業務を現認しながら評価することとなっています。
また、技能実習は、技能実習指導員による現場でのOJT（On-the-Job�

Training）を通じた技能移転となるため、技能実習生（受検者）が普段の
業務通りの環境下で試験が受けられるようにするという意味で、このよう
な試験の実施方法となっています。

【試験部分】技能実習指導員講習テキスト_20190811 最終 

 

※出典：シルバーサービス振興会から提供 
 

 
 

３．介護技能実習評価試験の内容 

（１）実技試験について 

① 実技試験とは 
実技試験は、受検者が実際に利用者に対して行う身体介護業務および安全衛生

業務等を評価する試験です。 
排泄等利用者のプライバシーに特に配慮が必要な身体介護業務や、事故等の対応

等実際に発生していなくてもその技能・知識の修得を評価しなければならない項目につ
いては、実際的な判断等を試験するために判断等試験(※)にて実施されます。 
実技試験は技能実習生（受検者）一人ずつ行います。（同時に複数の受検者の

評価は行われないため、試験評価者が１日に評価できる実技試験の人数は原則３
名までとなります。） 
（※）判断等試験…図やイラスト、写真等を提示して、実際的な判断等を行わせる判断 
 

② 実技試験の試験範囲 
実技試験の試験範囲については、以下の通りとなります。各級ともに、この試験範囲

の中から試験課題が選択されて出題されます。なお、試験課題は、毎年度 4 月に、各
級の試験範囲の中から複数の課題が選定され、公開されます(※)。 
（※）公開は 4月ですが、適用は 6月からとなりますので、4月および 5月に受検を予定している 

場合は、前年度の試験課題で実施されることとなります 

  

全国各地で実施 受検者（技能実習生）が実習を行う事業所で介護技能実習評価試験を行います。
そのため、それぞれの実習先の事業所（実習実施者）が試験実施場所となります。

出張方式で実施 試験の実施場所となる事業所に試験評価者が出向き、実技試験・学科試験を行います。

試験日の調整 試験実施機関は、試験実施場所の近隣の事業所に所属する試験評価者へ派遣依頼を行い
ます。試験評価者は受検者の希望する期間のなかで、試験日時の調整を行います。

介護技能実習評価試験

普段から介護業務を実施している場所で、日常的に接している利用者への介護業務を評価するため

（※）技能実習制度事務取扱要領により、試験の公平性を確保するため、試験実施事業所と同一の法人に所属する試験評価者は選任
できないことが定められています。

試験の実施方法

利用者

受検者
（技能実習生）

試験実施場所
（実習実施者）

技能実習指導員
（技能実習生の指導を

行う担当者）

実習指導

受検者（技能実習
生）が行う介護業務
を評価します。
※初級試験では技能
実習指導員の指示の
もと

試験評価者が所属
する事業所等

試験評価者

出張

試験実施機関
（シルバーサービス振興会）

派遣
依頼

試験実施場所の近隣の
事業所等に所属している

受検者が希望している受検期間
のなかで試験実施が可能

試験評価者の選定と派遣

試験実施機関が発行する
身分証となる「登録証（試
験評価者ID）」を携帯する

※出典：シルバーサービス振興会
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3．介護技能実習評価試験の内容

（1）実技試験について
①�実技試験とは

実技試験は、技能実習生（受検者）が実際に利用者に対して行う身体介

護業務および安全衛生業務等を評価する試験です。

排泄等利用者のプライバシーに特に配慮が必要な身体介護業務や、事故

の対応等実際に発生していなくてもその技能・知識の修得を評価しなけれ

ばならない項目については、実際的な判断等を試験するために判断等試験
（※）にて実施されます。

実技試験は技能実習生（受検者）一人ずつ行います（同時に複数の受検

者の評価は行いません）。

（※）判断等試験…�図やイラスト、写真等を提示して、実際的な判断等を行ってもらい、
これを評価する試験

②�実技試験の試験範囲

移転すべき技能の範囲にある介護行為の中から、試験で問われる内容は

次頁の通りとなります。各級ともに、この試験範囲の中から試験課題が選

択されて出題されます。なお、試験課題は、毎年度 4 月に、各級の試験範

囲の中から複数の課題が選定され、公開されます（※）。

（※）�公開は 4月ですが、適用は 7月からとなりますので、4月〜 6月に受検を予定
している場合は、前年度の試験課題で実施されることとなります
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③�合格基準

以下の全てを満たす場合に、合格となります。

・得点合計が満点の 60％以上

・0 点となった試験課題がない

・すべての評価項目を実施している ( ※ )

（※）�試験課題、評価項目、評価基準は、事前にシルバーサービス振興会のHPに掲
載されているため、技能実習指導員と技能実習生（受検者）は事前にそれらを
確認しておくことが必要です

④�採点方法

採点項目ごとに「できた」「できない」を評価し、「できた」と評価され

た基準に設けた配点を積み上げる加算方式で採点を行います。

 

専門級
I. 身体介護業務

①身じたくの介護
1.洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること
2.座位での上衣の着脱の介助ができること
3.仰臥位での着脱の介助ができること

②移動の介護
1.体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること
2.起居の介助ができること
3.車いすへの移乗の介助ができること
4.車いすの移動の介助ができること
5.歩行の介助ができること

③食事の介護
1.食事の介助ができること

④入浴・清潔保持の介護
1.手浴の介助ができること
2.足浴の介助ができること
3.入浴の介助ができること

⑤排泄の介護
1. おむつ交換ができること
2. トイレでの排泄の介助ができること

I. 安全衛生業務
①事故防止・安全対策

1. リスク管理（事故対応）ができること
2.車いすの点検ができること
3.咳やむせこみの対応ができること

②感染対策
1.適切な手洗いができること
2.感染対策ができること

★赤字は、初級から追加された項目

I. 身体介護業務
①身じたくの介護

1.洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること
2.座位での上衣の着脱の介助ができること
3.仰臥位での着脱の介助ができること
4.口腔ケアができること

②移動の介護
1.体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること
2.起居の介助ができること
3.車いすへの移乗の介助ができること
4.車いすの移動の介助ができること
5.歩行の介助ができること
6.身体の特性に応じた移乗の介助ができること

③食事の介護
1.食事の介助ができること

④入浴・清潔保持の介護
1.手浴の介助ができること
2.足浴の介助ができること
3.入浴の介助ができること
4.身体清拭ができること

⑤排泄の介護
1. おむつ交換ができること
2. トイレでの排泄の介助ができること

⑥利用者特性に応じた対応（認知症・障害等）ができること

II.安全衛生業務
①事故防止・安全対策

1. リスク管理（事故対応）ができること
2.車いすの点検ができること
3.咳やむせこみの対応ができること
4. ヒヤリハットと事故の記録及び説明ができること

②感染対策
1.適切な手洗いができること
2.感染対策ができること

I. 身体介護業務
①身じたくの介護

1.洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること
2.座位での上衣の着脱の介助ができること

②移動の介護
1.体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること
2.起居の介助ができること
3.車いすの移動の介助ができること

③食事の介護
1.食事の介助ができること

④入浴・清潔保持の介護
１．手浴の介助ができること
２．足浴の介助ができること

⑤排泄の介護
１．おむつ交換ができること

I. 安全衛生業務
①事故防止・安全対策

1. リスク管理（事故対応）ができること
2.車いすの点検ができること
②感染対策
1.適切な手洗いができること

初級 上級 ★赤字は、専門級から追加された項目

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 合格基準 
以下の全てを満たす場合に、合格となります。 
・得点合計が満点の 60％以上 
・0点となった試験課題がない 
・すべての評価項目を実施している(※) 

（※）試験課題、評価項目、評価基準は、事前にシルバーサービス振興会の HPに掲載されて 
いるため、技能実習指導員と技能実習生（受検者）は事前にそれらの項目を確認して
おくことが必要です 

 

⑤ 採点方法 
評価基準ごとに「できた」「できない」を評価し、「できた」と評価された基準に設けた配

点を積み上げる加算方式で採点を行います。 
 

⑥ 実技試験課題の順番 

※出典：シルバーサービス振興会から提供 

【注意】 
これらは実技試験に出題される「試験範囲」のため、実際の現場で上
記の項目のみの業務しかできないというわけではありません。日頃の業
務は、技能実習計画に基づき行います。 

※出典：シルバーサービス振興会

下線 下線
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⑤�実技試験課題の順番

実習実施者と試験評価者は、試験日時を調整する際に、利用者の生活等

に鑑みて試験の開始時間や課題を行う順番を確定します。

利用者の当日の状態等によって試験課題の順番を入れ替えることは可能

です。

（2）学科試験の内容
①�学科試験とは

学科試験はペーパーテストであり、技能実習生（受検者）が勤務してい

る事業所・施設に試験評価者が出向いて、事業所・施設の会議室等で実施

されます。

必須業務、関連業務、周辺業務、安全衛生業務の知識を問われますが、

単に専門的な知識の有無が評価されるものではなく、業務の遂行に必要な

正しい判断力及びそれに関する知識の有無が評価される試験です。

試験問題は技能実習生（受検者）が理解できる程度の平易な日本語（口

語体、漢字にはルビを表記）が使用されます。

受検級 出題形式 時間

介護技能実習評価試験

初級 真偽法（○×式）20問 60分

専門級 真偽法（○×式）30問 60分

上級 多肢選択法　50問 90分

②�学科試験の試験範囲（※）

（※）�掲載は上級の学科試験の範囲。初級については各科目の「実践的な知識」を「初
歩的な知識」に置き換え、専門級においては同様に「基礎的な知識」に置き換
える

学科試験の試験範囲については、次頁の通りとなります。なお、各級と

もに、試験範囲の中から選定されたものが試験として課されます。
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【試験部分】技能実習指導員講習テキスト_20190811 最終 

 

1. 介護業務を支える能力・考え方に関する知識
①人間の尊厳と自立支援の理解

次に掲げる人間の尊厳と自立に関する実践的な知識を
有すること
1.人間の尊厳
2.自立支援

② コミュニケーションの理解
次に掲げるコミュニケーションに関する実践的な知識を
有すること
1. コミュニケーションの目的と方法
2. コミュニケーション技法

③社会と生活の理解
次に掲げる社会と生活に関する概略の知識を有すること
1.生活とは何か
2.社会生活とルール
3.介護サービス（※１）

④ こころとからだのしくみ等の理解
次に掲げるこころとからだのしくみ等に関する実践的な
知識を有すること
1. こころのしくみ
2. からだのしくみ
3.障害の理解
4.認知症の理解（※１）

2. 身体介護業務に関する知識
①身じたくの介護に関する実践的な知識

1.身じたくに関連したこころとからだの基礎知識
2.身じたくに関連したこころとからだのしくみ
3.機能低下・障害が及ぼす身じたく行動への影響

②移動の介護に関する実践的な知識
1.移動に関連したこころとからだの基礎知識
2.移動に関連したこころとからだのしくみ
3.機能低下・障害が及ぼす移動への影響

③食事の介護に関する実践的な知識
1.食事に関連したこころとからだの基礎知識
2.食事に関連したこころとからだのしくみ
3.機能低下・障害が及ぼす食事への影響

④入浴・清潔保持の介護に関する実践的な知識
1.入浴・清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識
2.入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ
3.機能低下・障害が及ぼす入浴への影響

⑤排泄の介護に関する実践的な知識
1.排泄に関連したこころとからだの基礎知識
2.排泄に関連したこころとからだのしくみ
3.機能低下・障害が及ぼす排泄への影響

⑥利用者特性に応じた介護に関する知識
1.認知症や障害の理解（※１）

(※１）は上級のみ。
(※２）は専門級・上級のみ。

（２）学科試験の内容 

① 学科試験とは 
学科試験はペーパーテストであり、受検者が勤務している事業所・施設に試験評価

者が出向いて、事業所・施設の会議室などで実施されます。 
必須業務、関連業務、周辺業務、安全衛生業務の知識を問われますが、単に専

門的な知識の有無が評価されるものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び
それに関する知識の有無が評価される試験です。 
試験問題は受検者が理解できる程度の平易な日本語（口語体、漢字にはルビを

表記）が使用されます。 
受験級 出題形式 時間 

介護技能実習評価試験 
初級 真偽法（○×式）20問 60分 
専門級 真偽法（○×式）30問 60分 
上級 多肢選択法 50問 90分 

 

② 学科試験の試験範囲(※)。 
（※）掲載は上級の学科試験の範囲。初級については各科目の「実践的な知識」を「初歩的な 

知識」に置き換え、専門級においては同様に「基礎的な知識」に置き換える 
学科試験の試験範囲については、以下の通りとなります。なお、各級ともに、試験範

囲の中から選定されたものが試験として課されます。 
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③�合格基準

得点合計が満点の 65％以上が合格となります。

4．試験を受検するにあたって

受検申請手続きは監理団体（企業単独型の場合は企業）が行います。試

験場所は技能実習生（受検者）の勤務する事業所・施設であるため、技能

実習生（受検者）及び技能実習指導員等と試験評価者の試験実施日時の調

整を図る必要があります。この日程調整を行う者は、監理団体でも実習実

施者でも構いませんが、利用者の生活時間、職員の勤務状況等の確認が必

要なことから、実習実施者側が行うほうが円滑です。受検申請を行う際

は、監理団体と実習実施者は細めに連絡をとり、情報を共有することが大

切です。

※出典：シルバーサービス振興会
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※出典：シルバーサービス振興会

試験実施機関
（シルバーサービス振興会）

試験評価者所属事業所

監理団体
（企業単独型の場合は受⼊企業）

実習実施者
(試験実施場所）

外国⼈技能実習機構

移動にかかった費⽤
の振込（※）

移動にかかった費⽤
の請求（※）

試験結果の確認

※移動にかかった費⽤が税抜2,408円を超えた場合

２
か
⽉
前

１
か
⽉
前

受検⼿続⽀援データ
登録

受検申請

受検⼿続⽀援データ
承認

受検⼿続⽀援データ
確認

受検申請受領

受検⽇確認

受検料の振込

受検⽇の登録

受検料の請求

試験⽇時の調整試験評価者の選出

受検票の受領

受検者
受検票を受領した後、受検者へ

受検票の発⾏

試 験 実 施

試験結果の通知

試験結果の報告
約
25
⽇
後

調整担当者
（受検申請者・窓⼝担当者）調整窓⼝担当者

受受検検申申込込のの流流れれ ※外国人技能実習機構の受検手続視点を利用した場合

（1）試験の開始から終了までの流れについて
試験の開始から終了までの流れは次の通りとなります。

監理団体（企業単独型の場合は受入企業）

技能実習指導員

実習指導

※技能実習指導員、窓口担当者は同一でも可

受検者
（技能実習生）

補佐員

‣受検者が 名以上の場合、
学科試験を補佐する者

実習実施者

出向いて試験を実施

受検票の発行

近隣の別法人

調整窓口
担当者

試験評価者

※調整窓口担当者と試験評価者は、同一でも可

試験評価者 所属事業所

‣試験実施可能かの確認、試験
評価者の選任

‣試験の具体的な日時調整

‣ 試験の具体的な日時調整
‣ 監理団体と実習実施者から

それぞれ 名ずつ選定
※原則、受検申請の担当者
（監理団体）と窓口担当者
（実習実施者）

日程調整

試験実施機関（シルバーサービス振興会）

‣受検申請の受付
‣試験評価者と実習実施者のマッチング
‣受検票、試験実施依頼書等の発行
‣試験の仕組みや合否の判定を行う委
員会（評価委員会、評価試験委員
会）の運営

外国人
技能実習
機構

受検料の支払い

試験結果

受検申請

調整担当者

‣ 受検の申請

受検申請の担当者

窓口担当者

‣試験評価者の対応等、
試験時における窓口と
なる者

※出典：シルバーサービス振興会

＜介護技能実習評価試験にかかる関係者　全体図＞
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（2）実習実施者の準備について
実習実施者は、試験実施にあたって、次頁①～③の準備が必要です。な

お、試験実施にあたっては、利用者はじめ受検関係者以外の職員にも、「介

護技能実習評価試験」について十分に説明を行い、同意を得ておく必要が

あります。

専門級・上級試験では、①～③以外にも記録や物品等の準備が必要とな

ります。必ず、シルバーサービス振興会 HP に掲載されている「受検にあ

たって」を確認してください。

①�試験に必要な書類の準備

下記の書類がない場合、実技試験は実施できないため、忘れずに準備す

ることが必要です。シルバーサービス振興会の HP より様式をダウンロー

ドできます。

＜利用者票＞

実技試験は、技能実習生（受検者）が実際に利用者に提供する介護行為

を評価するため、利用者ごとに試験課題の対象となる状態像について確認

できる書類が必要となります。なお、利用者の氏名や試験課題を評価する

のに必要のない病名や症状等の記載は必要ありません。受検者ごとに作成

してください。

＜利用者の同意をいただく必要性とその際の注意点＞
技能実習生（受検者）にとって、介護技能実習評価試験は技能実習の一

環として必ず受検しなければならないものですが、利用者にとって、とり
わけ「実技試験」については、外部から試験評価者が来訪し自らに提供さ
れる介助を現認されるという点で、プライバシーの保護は極めて重要な問
題となることから、本人への説明と同意が求められます。
そして、この手続きは、単に受検にあたってだけではなく、実習実施者

において技能実習制度に取り組む方針を決め、技能実習生を受け入れる段
階から、介護技能実習評価試験の実施について事業所・施設の職員や利用
者等に説明する必要があります。特に、下記の試験の仕組みに関する事項
については、実習実施者として十分に説明のうえ、同意を得ておく必要が
あります。
・�試験評価者は、実際の介護を現認して評価する必要があるため、事業
所・施設（場合によっては居室）に入ること。
・�初級試験では、技能実習指導員の指示のもと技能実習生（受検者）が
行う介護を評価することから、利用者の状態像を把握した技能実習指
導員が必ず立ち会うこと。
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なお、これまでの実施状況から、1 つの試験課題は 5 ～ 10 分程度です。

仮に全ての試験課題を同一の利用者で実施した場合でも 20 ～ 30 分程度と

なります。ただし、全ての試験課題を同じ利用者で行うことは心身ともに

負担が大きいことから、複数の利用者で対応できるように体制を組んでお

く必要があります。

②�学科試験課題を実施する場所の準備

以下の事項に注意したうえで会議室等を準備する必要があります。当日、

試験評価者が確認することとなります。

・ 技能実習生（受検者）数分の机と椅子があり、着席したときに一定の

距離をとることができること

・試験評価者が監督できるスペースがあること

・ 技能実習生（受検者）の見える位置に時計があること（試験時間を受

検者が確認できる時計で時間が合っているもの）

・ 「試験開始と終了時刻を示す紙」を掲示できる黒板、白板又は掲示板

等があること（ない場合は、代用できるものがあること）

・ 学科試験内容に関係するような掲示物がないこと（それ以外の掲示物

は問わない）

・試験に支障をきたすような騒音が聞こえないこと

・�実技試験では、技能実習生（受検者）が利用者の状態に応じた介護行
為ができているか評価するため、実際の利用者の介護場面を現認する
こと。
・�この場合、技能実習法の下で利用者のプライバシーは厳格に保護され
ること。試験評価者及び試験実施機関は、利用者の個人情報を取得す
ることはなく、また試験実施に当たって知り得た情報には厳正な守秘
義務が課せられていること。
・�さらには、実技試験課題のうち、特に利用者のプライバシーに配慮が
必要な「排泄の介護」や「入浴の介護」等の試験課題は、現認するの
ではなく、イラストや写真を示し受検者の理解度を問う「判断等試験」
として実施されること。
・�こうした利用者の負担を考慮し、実技試験の試験時間（60分）のうち、
利用者の介護場面を現認する時間は、最小限（20分～ 30分）として
いること。
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・会場内の明るさが適当であること

・適度な室温であること

③�試験評価者が書類等を確認するための場所の準備

試験の中立性を保つため、試験評価者が「介護技能実習評価試験用書類

等一式（試験キット）」の確認及び書類等を記入する場所が必要になります。

また、試験評価者の上着等身の回りのもの、試験中に必要の無いものを置

いておく場所は、施錠できるか、常時職員の目が届くよう配慮が必要です。

そのほか、試験の時間帯によっては、試験評価者が昼食を摂る場所も必

要になります。

これらは、学科試験の会場と同室でも構いませんが、「試験キット」の

確認及び書類等を記入する際には、実習生等は退室することや、荷物を置

く場合には、試験に影響のないよう十分なスペースが確保できるか等に注

意してください。

（3）試験実施にかかる関係者（実習実施者側）
＜技能実習指導員（初級）＞

初級の実技試験では、「技能実習生（受検者）が技能実習指導

員の指示の下で行う介護を評価」します。技能実習指導員には試

験に同席してもらい、試験課題の評価項目ごとに日本語で指示を出してもら

います。

＜立ち会い者（専門級・上級）＞

専門級・上級の実技試験では、「技能実習生（受検者）が自ら

考え行う介護を評価」します。初級と異なり、技能実習指導員の

指示は認められません。

しかし、試験時には、受検者、利用者、試験評価者の三者の安全を守る観

点から、利用者の状態像や事業所等の状況が把握できる「実習実施者の職員」

に立ち会っていただきます。利用者や受検者にとって安全が確保されている

か判断できることが求められるため、初級と同様、「技能実習指導員」が望

ましいです。
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「指示の下で行う」介護とは　※初級の場合

実技試験の指示は、日本語で評価項目ごとに指示を出していれば、その
内容に関しては柔軟に出すことができます。受検者の修得状況、日本語能
力や利用者との関係性等により、技能実習指導員は技能実習生（受検者）
に必要な指示を出すことになります。指示については日本語であることを
前提としますが、評価基準の内容に関しても指示を出すことが可能です。
指示の例：�○○さんは、右⽚⿇痺ですので、服を脱ぐときは左手から�

右手の順番に行ってください。

なお、技能実習指導員の指示に対し受検者が間違ったケアを行った場合、
技能実習指導員が追加の指示（間違ったケアを修正する指示）を行うこ
とは構いませんが、指示通りに介助が行えていないことから、「できない」
と評価されます。

＜窓口担当者＞

実習実施者側の日程調整を行い、試験実施機関からの送付物

の管理や、試験評価者が訪問した際の窓口となる方です。学科試

験の会場案内や受検者・技能実習指導員を呼びに行く等の役割を担います。

＜補佐員＞

学科試験において受検者が 10 名以上の場合のみ選定が必要

です。

＜調整担当者＞

試験評価者側の調整窓口担当者と、受検日時の調整等

を行います。調整担当者は監理団体（原則、受検申請の

担当者）と実習実施者（原則、窓口担当者）1 名ずつ選出することになり

ます。

（4）試験結果および再受検について
①�試験結果について

試験結果は、試験実施日より、おおむね 25 日以内に、受検申請書に記

載のある送り先（原則、受検申請者）に郵送で送付されます。試験結果は、

科目ごとに合格か不合格かのみで点数は通知しません。なお、次号に移行
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するための手続きには合格証書が必要となります（※）。

（※）�原則、合格証書が必要となりますが、外国人技能実習機構の受検手続支援を受
けた場合には、試験実施機関から機構に対し技能実習生の技能検定等の合否結
果が提供されます。� �
このため、技能検定の合格証書等の証明書類の提出は省略をすることが可能と
なります。� �
ただし、そのためには、あらかじめ技能実習生の同意が必要です。受検手続支
援を受けることで、次期実習区分への移行手続が円滑になります

②�再受検について

再受検は、学科、実技、それぞれ 1 回ずつ可能です。再受検の場合の手

続きも同様となります。なお、再受検を行っても不合格となった場合、次

号には移行できず、帰国することとなります。

在留期間との関係から、技能実習生（受検者）の不利益とならないよう、

速やかに再受検の手続きを行います。
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ここでは、技能実習制度で定められている「技能実習計画」「技能実習

日誌」について理解し、技能の移転を計画的に進めていくための指導方法

について学びます。その際には、技能実習指導員が中心となって技能の移

転の状況を確認していくことが重要であるため、「技能実習プログラム」

「チェックリスト」などのツールを活用して技能実習をより効果的に進め

ていく手法を学びます。

1．技能実習計画作成の意義

外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経

済発展を担う人材育成を目的としたものです。

実習実施者は、然るべき技能実習計画を作成し、その計画の下で技能実

習を実施することが求められます。

具体的には、1 年目、3 年目、5 年目等の修了時に設定された到達目標

を目指し、具体的な計画を作成し、スケジュールを組んで技能実習生の指

導を行う必要があります。

技能実習制度においては、技能実習を行わせようとする者（実習実施者）

は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外

国人技能実習機構から受けることとされ、技能実習計画に記載しなければ

ならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規

定されています。

なお、技能実習計画の認定を受けた場合であっても、その後、認定の基

準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われてい

ない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、注意

が必要です。常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要

があります。

Ⅲ実習指導の方法と展開
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2．技能実習計画の策定

実際の技能実習計画の策定にあたっては、技能実習予定表を作成する必

要があります。業務に従事させる時間全体と比べた必須業務、関連業務、

及び周辺業務の時間の割合を算出し、それぞれの定められた割合を超過、

また減少しないよう作成することが必要であり、明確な時間配分は定めな

いものの、安全衛生に係る業務を組み込む必要があります。

なお、介護職種については、厚生労働省において介護分野の有識者等

に参加・検討いただいた「中間まとめ」（平成 27 年 2 月 4 日）で「適切

な OJT を実施するためには、実習実施機関に対し、自主的な規制を含め、

技能移転の対象項目ごとに詳細な技能実習計画書を作成することを求める

べき」とされており、技能実習予定表の他に、技能実習の内容を詳細に記

載する「別紙」を作成する必要があります。
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＜第 1号技能実習計画（モデル例）＞

技能実習を行わせる事業所
事業所名 ○○法人　×××事業所 所在地 東京都新宿区西新宿○-○○-○○
実習期間 20XX年　XX 月　XX 日　～　　20YY年　YY 月　YY日

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 １０月目 １１月目 １２月目

　０．共通項目（必須業務を行う際、全てにおいて共通）
　　１）体調の確認等
　Ⅰ　身体介護業務
　　１．身じたくの介護 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　　１）整容の介助
　　　　（１）整容（洗面、整髪等）
　　　　（２）顔の清拭
　　　　（３）口腔ケア
　　　２）衣服着脱の介助
　　　　（１）着脱の介助（座位・臥位）
　　２．移動の介護
　　　１）体位変換
　　　　（１）体位変換
　　　　（２）起居の介助(起き上がり）
　　　　（３）起居の介助（立位）
　　　２）移動の介助
　　　　（１）歩行の介助
　　　　（２）車いす等への移乗の介助
　　　　（３）車いす等の移動の介助
　　３．食事の介護
　　　１）食事の介助
　　４．入浴・清潔保持の介護
　　　１）部分浴の介助
　 　 　（１）手浴の介助
　　  　（２）足浴の介助
　　　２）入浴の介助
　　　３）身体清拭
　　５．排泄の介護
　　　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　　　２）おむつ交換
　　　３）尿器・便器を用いた介助

介護主任　福祉花子（15年）
　Ⅱ　安全衛生業務（※）
　　① 雇い入れ時の安全衛生教育
　　② 介護職種における疾病・腰痛予防 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　③ 福祉用具の使用方法・及び点検  ※
　　④ 介護事故防止のための教育
　　⑤ 緊急時・事故発見時の対応

介護主任　福祉花子（15年）
１ 掃除 洗濯 調理業務

様式1－4－②号

(１)第１号技能実習実施計画(モデル例)

技能実習の内容
必須業務、関連業務及び周辺業務の例

指導員の役職・氏名（経験年数）
事業所 合計時間

月・時間数

1

必
須
業
務

○
○
事
業
所

○
ｈ

2

必
須
業
務

同
上

○
ｈ

3 　　１．掃除、洗濯、調理業務
　　 ① 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
　 　② 利用者の衣類等の洗濯
　 　③ 食事に係る配下膳等
　 　④ 調理業務（ユニット等で実施されるもの）
　 　⑤ 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
　　２．機能訓練の補助やレクリエーション業務
　 　① 機能訓練の補助や見守り △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　 　②  レクリエーションの実施や見守り
　　３．記録・申し送り
　 　① 食事や排泄等チェックリストによる記録・報告
　 　② 指示を受けた内容に対する報告
　 　③ 日誌やケアプラン等の記録及び確認
　 　④ 申し送りによる情報共有

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．お知らせなどの掲示物の管理
　　２．車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　３．物品の補充や管理

介護主任　福祉花子（15年）
安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）
　　　上記※に同じ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

介護主任　福祉花子（15年）

○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ

（注意）　
  予定表には、当該科目の開始月より修了月までの間を矢印（←→）で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載してください。

①   機械・設備等（必要に応じて使用すること）
　１．入浴：介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、槽内椅子等
　２．移動：スイングアーム介助バー、移動用リフト
　３．その他：特殊寝台、スクリーンやカーテン等
②   用具（必要に応じて使用すること）
　１．整容：洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等
　２．入浴：洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等
　３．食事：食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等
　４．排泄：ポータブルトイレ、尿器、便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等
　５．衣服の着脱：衣類（上着類、下着類）
　６．移動：スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器
　　　　　　 歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等
  ７．その他：義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等   シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等  バイタル計測器、マスク、手袋

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

免許・資格等　 １．介護福祉士
　 ２．介護支援専門員

同
上

○
ｈ

合 計 時 間

使用する素材、材料等

3

関
連
業
務

○
ｈ

同
上

4
周
辺
業
務

同
上

○
ｈ

使用する機械、器具等

製品等の例

指導体制
指導員名：福祉　花子

5 関
連
・
周
辺
業
務

こちらから書式を
ダウンロードできます
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＜第 1号技能実習計画　別紙＞
様様式式１１--４４--②②号号のの別別紙紙  

  

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

詳 細 

（具体的な技術） 

備 考 

（着眼点） 

講習   
１

必 

須 

業 

務 

０．共通項目 ※体調の確認等、①～④は、全ての身体介護業

務に共通して行う 

※以下の項目について理解する 

 １）体調の確認等 ① あいさつ ・ 主体が利用者であることについて 

・ 体調の確認等を通じて、行う介護行為の方法や 

可否等を判断することについて 
 ② 体調の確認 

 ③ これから行うことの説明、同意を得る 

 ④ （実行後）体調の確認 

 Ⅰ 身体介護業務   
 １． 身じたくの介護   
 １）整容の介助   

 （１）整容（洗面、整髪等） ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 利用者の好みの確認  

 （２）顔の清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ タオルや湯の温度の確認 

・ 介護者自身による確認と利用者への確認 

 

 ④ 目頭から目尻に拭く 

・ 同じ面で繰り返し拭かない等 

・ 感染対策について 

・ 清潔について 

 （３）口腔ケア ① 必要物品の用意 ・ 上肢の身体機能や歯牙の状態に合わせた口腔ケ

アの方法について 

・ 口腔ケアが誤嚥性肺炎や感染症の予防に繋がる

ことについて 

・ 口腔ケアに用いるさまざまな自助具について 

 ② 体調の確認等 

 ③ 自立を促す支援 

 ④ 口腔内の磨き残しの確認 

 ⑤ 口腔内の状態の確認 

・ 歯牙の欠損や歯周病の確認等 

 ２）衣服着脱の介助   

 （１）着脱の介助（座位・ 

臥位） 

① 体調の確認等  

 ② プライバシーへの配慮 ・ 本人の好みの尊重、自己選択・自己決定につい

て 

・ 気候や場面、身体状態に合わせた衣類の選択に

ついて 

 ③ 衣服の選択・確認 

 ④ 安定した姿勢の確認 

ア：座位（足底が床につく） 

イ：臥位（マヒ側への配慮） 

 

 ⑤ 脱健着患 ・ 可動域に配慮した身体の動きについて 

 ⑥ 自立を促す支援  

 ⑦ 着心地の確認 ・ 皮膚の状態等の観察のポイントについて 

 ２．移動の介護   

 １）体位変換   

 （１）体位変換 ① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 体位変換の意義について 

・ 褥瘡ができるからだのしくみについて 

・ マヒ側への配慮についての理解について 

・ 体位変換や褥瘡予防に用いる福祉用具について 

 ② ボディメカニクスの活用 

・ 利用者の膝を立てる、四肢を小さくまとめ

る 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 健側の活用等 

 ④ 安楽な姿勢の保持と確認 

・ 利用者の腰を引く 

・ クッションやタオルの活用 等 

 （２）起居の介助(起き上が 

り) 

 

 

 

 

① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 起き上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

 ② 自立を促す支援 

・ 健側の活用（肘をつく、側臥位になる、ベ

ッド柵に掴まる等） 

こちらから書式を
ダウンロードできます
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必 

須 

業 

務 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

・ 全介助が必要な場合上体が弧を描くように

起き上がる 

・ 側臥位になって起き上がる場合は先に足を

下ろす 等 

 

 ④ 安定した座位の保持 

・ ベッドの柵を持つ、ベッドに手をつく、足

底が床につく等 

 

 （３）起居の介助（立位） ① 体調の確認等 ・ 立ち上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

・ 起居に用いる福祉用具について 
 ② 自立を促す支援 

・ 麻痺の場合の膝折れの防止 

・ アームバーの利用 等 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

 ④ 安定した立位の保持 

 ２）移動の介助   

 （１）歩行の介助 ① 体調の確認等 ・ 杖や歩行器等、利用者の身体機能に応じた福祉

用具選択について 

 

 ② 安全に留意した介助位置 

・ （杖や手すり使用時）マヒ側の後方 

・ （視覚障害者の場合）半歩前 等 

③ 自立を促す支援 

・ 身体の機能に応じた福祉用具の選択等 

 ④ 利用者のペースに合わせる 

 ⑤ 安全の確保 

・ 安全なルートの選択 

・ 履物の選択 等 

 （２）車いす等への移乗の 

介助 

① 体調の確認等 ・ 健側の活用について 

・ 移乗時に用いる福祉用具の機能や特徴について 

・ 車椅子の種類や扱い方について 

・ 利用者の身体機能に応じた車椅子等、移動の福

祉用具選択について 

 ② 利用者といすや車いす等との距離を適切に

保つ 

 ③ 安全の確認 

・ いすや車いすが安定しているか 

・ （車いすの場合）ブレーキがかかっている

か、タイヤの空気は十分か、フットサポー

トがあがっているかの確認 等 

 ④ 自立を促す支援 

・ 足底が床についている 

・ 利用者がアームレストを掴むなど前傾姿勢

がとれる支援 

・ 利用者の健側を軸にしている 

・ マヒの場合は膝折れの防止 等 

 ⑤ 安定した座位 

・ 深く腰掛けている 

・ 足底が床につく、または、フットサポート

に乗っている 

・ （車いすの場合状況に応じて）利用者の手

が大車輪に巻き込まれない位置にある 

・ 利用者のからだが傾いているときはクッシ

ョンを活用する 等 

 （３）車いす等の移動の介助 ① 体調の確認等 ・ 生活における移動の意義について 

  ② 安全の確認 

・ 安定した座位が保てている 

・ フットサポートに足が乗っている 

・ 腕や手が大車輪に巻き込まれない位置にあ

る 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 身体機能に合った車いすの選択等 

 ④ 安全な移動 

・ 動き出しや方向転換等場面の変化について

説明する 

・ 止まるときはブレーキをかける 等 

 

 

・ 段差や坂道での車椅子移動の方法について 
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必 

須 

業 

務 

３．食事の介護   

 １）食事の介助 ① 体調の確認等 ・ 禁忌食や治療食について 

・ 水分補給の必要性について 

・ 食事摂取と排泄に関連するからだのしくみにつ

いて 

・ 嗜好や行事食等について 

・ 食事に用いる自助具について 

・ 身体機能（咀嚼や嚥下状態）にあわせた食事形

態について（ミキサー食や刻み食、とろみ剤

等） 

 

 ② 食事をとる姿勢の保持 

・ 顎を引いた前傾姿勢 

・ 臥位の場合は、ベッドを 30 度以上に起こ 

す 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 自助具の活用や食事形態の工夫等 

 ④ 利用者のペースに合わせた安全な介助 

・ 利用者の咀嚼と嚥下の確認 

・ 利用者の目線と同じ高さで介助している 

・ 適度に水分を促している 等 

 ⑤ 食事摂取量の確認 ・ 食事摂取量の記録と必要性について 
 ４．入浴・清潔保持の介護   
 １）部分浴の介助   

 （１）手浴の介助 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 安楽な姿勢の保持  

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 

 ⑤ 手浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

・ 皮膚の状態の観察について 

・ 手浴の効果と感染症の予防について 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 （２）足浴の介助 ① 必要物品の用意 ・ 足浴の効果について（血行促進による安眠効

果、感染予防 等） 

・ 水虫など、皮膚の状態の観察のポイントについ

て 

 ② 体調の確認等 

 ③ 安楽な姿勢の保持 

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 ⑤ 足浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 ２）入浴の介助 ・ 機械浴（特殊浴槽・チェアー浴等） 

・ 一般浴槽 

（いずれか１つは必ず行う） 

・ 身体の機能に合わせた入浴方法の選択について 

 ① 必要物品・浴室内の準備 

・ 脱衣所・浴室内の室温管理等 

・ ヒートショックに関するからだのしくみと予防 

  について 

 ② 体調等の確認  

 ③ 洗身 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 末梢から中枢に向かって洗う 

・ 利用者の表情や皮膚の状態の観察 等 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 入浴に関連する身体のしくみについて（血圧や

体温の変化等） 

・ 入浴の作用と効果について 

・ 入浴に用いる福祉用具について 

・ 利用者の身体状態と適切な湯温について 

 

 ④ 洗髪 

・ 洗い残しがないか利用者に確認等 

 ⑤ 入浴（湯船につかる） 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 浴槽には健側から入る 等 

 ⑥ 入浴後の水分補給 ・ 入浴による発汗作用と脱水防止について 

 ⑦ 爽快感や体調変化の確認  

 ３）身体清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等 ・ 清拭を行う場面やその状況について 

 ③ 安楽な姿勢の保持 ・ クッション等を活用した安楽な姿勢について 
 ④ 室温の管理  
 ⑤ プライバシーへの配慮 

・ カーテンを引く、ついたてを置く等 

・ バスタオルやタオルケットを用い、肌の露

出を控える等 

・ 羞恥心への配慮について 

 ⑥ 身体の清拭 

・ 末梢から中枢へ拭く 

・ 皮膚の状態の観察 等 

 

  ⑦ 爽快感や体調変化の確認 ・ 身体清拭がもたらす効果について 
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必 

須 

業 

務 

５．排泄の介護   
 １）トイレ・ポータブルトイ 

レでの排泄介助 

① 体調の確認等 ・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、排泄環境の整備

について 

 

② 自立を促す支援 

 ③ トイレ・ポータブルトイレへの移乗 

・ 深く腰掛けている、安定した座位を保てて

いる等 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの使用等 

 ⑤ ズボンや下着等の上げ下ろし 

・ 転倒防止の配慮（手すりを持ってもらう、

身体を支える等） 

 

 ⑥ 陰部・臀部の状態の観察  

 ⑦ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 清潔の保持 

・ トイレットペーパーで拭く、陰部の洗浄を

行う等 

 

 ２）おむつ交換 ① 必要物品の用意 ・ 手洗いやディスポ手袋の使用等、清潔について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、おむつ・尿パッ

ド等の選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

 ③ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ④ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄やタオル等

での陰部の清拭等 

 ⑤ 陰部・臀部の状態の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

 ⑥ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑦ おむつや衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点についいて 

 ３）尿器・便器を用いた介助 ① 必要物品の用意 ・ 排泄にかかる福祉用具について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、尿器・便器等の

選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

③ 自立を促す支援 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ⑤ 安楽な姿勢を整える 

・ ベッドを起こす 

・ 側臥位の姿勢をとる 等 

 ⑥ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄や清拭タオ

ル等で陰部の尿や便を拭き取る等 

 ⑦ 陰部・臀部の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 便の性状や尿量の確認  

 ⑨ 衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点の理解について 

 Ⅱ 安全衛生業務（※）   

 ① 雇い入れ時の安全衛生教育 ・ 禁忌事項の確認含む  

 ② 介護職種における疾病・腰

痛予防 

・ 感染症対策や腰痛体操、ボディメカニクス

の活用等 

・ ボディメカニクスについて 

・ 感染予防について 

・ 介護者の心身の安全について 

 ③ 福祉用具の使用方法・及び

点検 

・ 使用する福祉用具の取り扱い方や点検事項

の理解等 

・ 福祉用具の適切な使用方法について 

 ④ 介護事故防止のための教育 ・ ヒヤリハットや事故報告書の事例から学ぶ ・ リスク管理について 

 ⑤ 緊急時・事故発見時の対応 ・ 事業所においてマニュアルがあればそれに

沿って行う等 

 

※ 必須業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ 申し送りや記録に用いる専門用語について 

・ 利用者との円滑なコミュニケーションを図るた

めの日本語について 

 

71



 
 
 
 

２

関 

連 

業 

務 

１．掃除、洗濯、調理業務 

（必要に応じて実施） 

  

 ① 利用者の居室やトイレ、事

業所内の環境整備 

 ・ 環境の整備が疾病予防や事故防止に繋がること

について 

 ② 利用者の衣類等の洗濯   

 ③ 食事に係る配下膳等   

 ④ 調理業務（ユニット等で実

施されるもの） 

  

 ⑤ 利用者の居室のベッドメイ

キングやシーツ交換 

 ・ プライベートな空間であることについて 

 

 ２．機能訓練の補助やレクリエー

ション業務 

 ・ 日常生活リハビリについて 

・ 季節の行事や文化について 

 ① 機能訓練の補助や見守り  

 ② レクリエーションの実施や

見守り 

・ レクリエーションで活用する歌詞カードの

作成 

・ 行事の準備や実施 等 

 ３．記録・申し送り  ・ 日誌や記録による情報共有の必要性について 

・ 報告の必要性について 
 ① 食事や排泄等チェックリス

トによる記録・報告 

・ チェックリストの確認・記入等 

 ② 指示を受けた内容に対する

報告 

・ 実習指導者の指示の下、行ったことに対す

る報告 

 ③ 日誌やケアプラン等の記録

及び確認 

・ 日誌やケアプラン等の記録から情報収集を 

行う等 

④ 申し送りによる情報共有 ・ 申し送りに参加し情報共有する ・ 情報共有するための日本語について 

 ※ 関連業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 

 

・ 日誌等の記録を読む、記録を記載するための日

本語について 

３

周 

辺 

業 

務 

１． お知らせなどの掲示物の管理 ・ 見やすい位置に掲示する 

・ お知らせや掲示物を作成する 等 

 

 ２． 車いすや歩行器等福祉用具の

点検・管理 

 ・ 事故を防止するための福祉用具の点検・管理の

必要性について  

 ３．物品の補充や管理  ・ 必要時に物品を使用するための補充の必要性に

ついて 

 ※ 周辺業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ お知らせなどの作成に向けた日本語について 

４

安
全
衛
生
業
務 

安全衛生作業（関連作業・周辺作

業を行う場合は必ず実施する作

業） 上記※に同じ 

  

    

※ 安全衛生業務を行うための介

護に関する専門用語の理解に向け

た日本語学習 
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なお、技能実習計画を変更・修正する場合には、事前に外国人技能実習

機構に変更の認定を受けるか、又は 1 月以内に届出を行う必要があります

（変更認定か届出となるかは内容によります）。

3．技能実習計画の履行

（1）技能実習生を受け入れる環境整備
①実習実施者内の情報共有

技能実習生を受け入れるにあたって、実習実施者内において、全職員へ

の周知を行うことが重要です。実習実施者の一部の職員のみが技能実習生

の存在を知るのではなく、実習実施者全体として技能実習生を受け入れる

体制を構築するため、以下の点を、職員全体に対して共有することが望ま

れます。

・技能実習生がどのような立場で従事するか

・実習指導がどのように行われるのか

・技能実習生にはどのように接すればよいのか　等

このため、以下「（2）技能実習日誌等を使用した履行の確認」で記載す

るような事柄を、職員全体に周知することが必要です。

介護職種の場合は、介護サービスの利用者、またその家族に対しても技

能実習生を受け入れることについて周知・説明することが望まれます。

②技能実習生への周知

技能実習でより実践的な技能等が修得できるようにするため、実習実施

者は、技能実習計画の内容を技能実習生に対して十分に説明することが重

要です。実習実施者は技能実習生がオン・ザ・ジョブ・トレーニングにお

いて各種知識・技能等を修得するのに必要な、指導方法、テキスト等に関

する事項をあらかじめ周知しておくことが求められます。

また、実習実施者は、技能実習計画の周知にあわせ実習実施場所、労働

時間、賃金等に関する処遇条件について文書で技能実習生に対し、オリエ

ンテーションを活用し、通知・説明しておくことが重要です。

オリエンテーションには、実習内容を理解するためのものと、生活適応

を目的としたものが考えられます。
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ア．実習内容を理解させるためのオリエンテーション

実習目的、実習スケジュール、実習評価、処遇、実習実施者の理念・就

業条件等の内容で実施します。監理団体による入国後講習で行うケースも

ありますが、実習実施者個別の条件等については繰り返しとなっても実習

実施者が説明の場を設けて理解を促すことが重要です。

イ．生活適応を目的としたオリエンテーション

日本の気候、風土、習慣、食事、住居、交通、買い物等を内容としたも

ので、技能実習生は宗教・文化・習慣が全く違う国や地域から来日するこ

とから、カルチャーショックを和らげるためにも、十分かつ繰り返しの説

明が重要となります。

（2）技能実習日誌等を使用した履行の確認
①技能実習日誌の作成

実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成

し、技能実習を行わせる事業所に備えておかなければならないとされてい

ます。

このなかにある「技能実習に従事させた業務及び技能実習生に対する指

導の内容を記録した日誌」については、技能実習が履行されたかどうかに

ついて確認する根拠書類となります。

しかしながら、日誌のみでは実習実施者として技能実習生に技能の移転

ができているかの確認が難しいことが想定されるため、以下に述べるプロ

グラム、チェックリスト等を活用することで、計画的に技能の移転を図っ

ていくことが重要です。
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こちらから書式を
ダウンロードできます
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【技能実習法】
（帳簿の備付け）
法第20条　実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書
類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。

（帳簿書類）
規則第22条　法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりと
する。
三�　技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を
記録した日誌

2　法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所
に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了し
た日から一年間とする。

②技能実習プログラムの作成

技能実習生が安心して実習できるようにするため、実習において一定の

プログラムを作成して対応する等の工夫を行うことが必要です。とりわけ、

開始 1、2 ヶ月目にあっては、技能実習生の不安も大きいことが想定され、

担当の技能実習指導員が誰かについての提示のみではなく、実際の業務に

おいて、どの職員が技能実習生と関わるのか、技能実習生が誰に質問すれ

ばよいのか等について、技能実習生のみならず、実習実施者の職員に明確

に示しておくことが重要です。

なお、プログラムについては、技能実習を円滑なものにすることが作成

の目的であり、作成すること自体が目的ではありませんので、注意が必要

です。

プログラム作成においては、例えば以下の例が考えられます。特に、技

能実習生受入れの初期（1、2 ヶ月目等）は、技能実習生にとって詳細

に 1 日の流れが分かり、担当者の名前も明示されている書式（プログラム

（例 1））、3 ヶ月目～半年程度は、1 週間からその先の業務の流れがおおま

かに分かるような書式（プログラム（例 2））として以下に例示しています。
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＜プログラム（例１）＞

早出出勤
食堂準備・食堂誘導
朝食・朝食介助
後かたづけ
排泄介助
おむつ交換
朝礼 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼

シーツ交換 食事見守り介助 食事見守り介助 食事見守り介助 食事見守り一部介助 食事見守り一部介助

居室清掃 片づけ・誘導 片づけ・誘導 片づけ・誘導 片づけ・誘導 片づけ・誘導

遅出出勤・夜勤退勤 居室掃除 居室掃除 居室掃除 居室掃除 居室掃除

ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング 巡回指導 ミーティング

排泄・水分補給
入浴・レクリエーション 巡回指導

リネン・身体ケア
水分補給介助 水分補給介助 水分補給介助 入浴介助

超遅出勤・食堂誘導
朝食準備 食堂誘導 食堂誘導

食堂誘導 レクリエーション レクリエーション レクリエーション

昼食・昼食介助 昼食配膳、見守り 昼食配膳、見守り 昼食配膳、見守り 昼食配膳、見守り 昼食配膳、見守り

居室への誘導 昼食見学・介助 食事一部介助 食事一部介助 食事一部介助 食事一部介助
下膳・誘導 下膳、誘導 下膳、誘導 下膳、誘導 下膳、誘導
休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

入浴 入浴介助

入浴介助
トイレでの排泄介助 レクリエーション レクリエーション

水分補給・レクリエーション 水分補給介助 水分補給介助 水分補給介助

早出退勤 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

夜勤引継ぎ 食堂誘導 食堂誘導 食堂誘導 食堂誘導 食堂誘導

食堂誘導

夕食・夕食介助 配膳・夕食見守り介助 配膳・夕食見守り介助 配膳・夕食見守り介助 配膳・夕食見守り介助 配膳・夕食見守り介助

夕食片づけ 一部食事介助 一部食事介助 一部食事介助 一部食事介助 一部食事介助

誘導

日勤者退勤 終了 終了 終了 終了 終了

技能実習生の氏名

13:00

17:30

18:30

16:00
16:30

17:00
17:15

9:30
9:50

技能実習指導員名

11:00

13:30
13:30

12:00

12:30

8:00

（水） (木）

10:30

8:30

期間 〇〇年　　〇〇月　～　〇〇年　　〇〇月●●●●●実習計画表

時間 日課表 （月） （火） （金）

7:30

指導補助者名

例⽰

・�始まり 1〜 2ヶ月程度のプログラムを想定� �
（始まりは流れが分かりづらいため、詳細に記載を想定）
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＜プログラム（例 2）＞

実習時間 日勤 〇〇時～〇〇時まで
休憩 〇〇時～〇〇時まで
※実習生は実習開始前にその日の目標を指導者に伝えてください。
※指導者は実習終了後、感想・疑問点・不安な点などを実習生に確認してください。

am
備考

pm am pm

〇／〇 〇／〇
pm

〇／〇 〇／〇 〇／〇

pmam am pm am pm

指導
補助者

※土日祝は休み

実習生の日課予定
技能実習生の氏名 指導補助者

期間

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日
〇／〇 〇／〇 〇／〇

金曜日

am pm

実習生
オリエンテー

ション

ユニットの雰囲
気になれる

※ミーティング
参加

備考〇／〇 〇／〇
pm am

技能実習
指導員

指導
補助者

am pm am pm am

実習生

〇〇年　　〇〇月　〇〇日～
〇〇年　〇〇月　〇〇日

技能実習指導員名

技能実習
指導員

例⽰

・開始 3ヶ月〜半年程度のものを想定
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③チェックリスト等を活用した進捗の確認

②で作成したプログラムを活用して技能実習を行っていきますが、実習

実施者として到達目標を踏まえて技能の移転が進んでいるか確認するた

め、チェックリスト等を作成して利用し、つどつど点検しながら指導して

くことが重要です。技能移転の全体像を把握するために、細かく技能修得

の状況を把握していきましょう。

＜チェックリスト（例）＞

技能実習生の氏名 技能実習指導員名

衣服着脱の介助

起居の介助（起き上がり）

食事の介護

1か月 2か月 3か月 6か月
評
価
者

自
己

評
価
者

自
己

評
価
者

自
己

9か月 12か月
評
価
者

自
己

評
価
者

自
己

◎ ◎ ◎〇

排泄の介護

整容の介助

体位変換

移動の介助

部分浴の介助

入浴の介助

身体清拭

トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助

おむつ交換

足浴の介助

手浴の介助

歩行の介助

車いす等への移乗の介助

車いす等への移動の介助

体位変換

起居の介助(立位）

口腔ケア

着脱の介助(座位・臥位）

技能チェックリスト（例）

期間

―

自
己

評
価
者

―

身
体
介
護

身じたくの介護

移動の介護

入浴・清潔保
持の介護

〇〇年　　〇〇月　　～　〇〇年　〇〇月　

整容（洗面、整髪等）

顔の清拭

〇△ × △ △ 〇

尿器・便器を用いた介助

食事の介助

実習生の自己評価と指導者等による他者評価

を記載。

◎・・・よくできた

〇・・・できた

△・・・ややできなかった

×・・・できなかった

―・・・取り組んでいない

例⽰
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ここでは言葉・習慣・価値観といった文化の異なる技能実習生と一緒に

働く中で起こりうる様々な課題とその原因について理解し、日本人介護職

員と技能実習生が協働するための方法について学びます。また、技能実習

生とより良いコミュニケーションを図る方法や、技能実習生の自律的日本

語学習の支援についても学びます。

技能実習生の中には、あまりの生活環境の違いに心身を病んで実習を断

念し、途中帰国せざるを得なくなったり、日本になじむ努力をせずに母国

語を話す不法滞在者グループと接触し、技能実習を放棄して失踪するよう

なケースもあります。技能実習生との協働を成功させるためには、事前の

準備と初期段階での支援が非常に重要です。

1．技能実習生との向き合い方

（1）文化の違いと相互理解
①異文化理解とは

技能実習生と一緒に働くということは、自分たちとは異なる文化・習慣

をもつ人々と接するということに他なりません。しかもほぼ毎日接するこ

とになります。そこでは大小さまざまな「文化摩擦」が起こることが予想

されます。日本に来たからには日本のやり方に準ずるべきだという考え方

がありますが、それは異文化圏で生きてきた人の人格を無視した非常に乱

暴な考え方とみることもできます。

外国人や異文化と聞くと、自分たちとは異質で距離のある存在と捉えが

ちです。しかし、日本に暮らす私たちも、同じ日本国内の他の地域、他の

世代、他の職業の人と接するとき、何らかの違和感や疎外感を抱くことが

あります。そのような状況に置かれたとき、私たちはお互いを意識し、理

解し合おうと努めます。もちろんうまくいかないこともありますが、「異

文化理解」とは、このようにお互いの違いを認め、尊重し、お互いを理解

しようとする態度のことです。

Ⅳ実習指導における課題への対応
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②異文化を「良し悪し」ではなく、「異なり」と捉える

日本の文化とは？と言われて、何を思い浮かべるでしょうか。言葉、料

理、着物などを初めに思い浮かべる人が多いと思います。これらは学習か

ら得られるものであったり、実際に目に見えるものであったりします。し

かし文化はそのようなものばかりではありません。時間の感覚、職業観な

ど目に見えにくいものも、集団によって共有されている文化と言うことが

できます。そして、こうした普段意識しておらず、すぐには思いつかない

もののほうが「文化摩擦」を引き起こしやすいと言われています。

他国の言葉や料理に対して、その言語は変だとか、それは料理とは言え

ないといった考えを持つ人は少ないはずです。それは良し悪しで評価して

いるのではなく、異なるものと捉えているからです。一方、依頼の仕方が

自分のやり方と異なると、人にものを頼むときはこんなふうにするのが常

識だ、というふうに評価してしまうことがあります。文化と文化の間にあ

るのは常識をもとに評価される「良し悪し」ではなく「異なり」です。目

に見えない文化に対する違和感に対しては、「異なり」と捉えることが大

切です。

③違和感の理由を想像してみる

知り合って間もない外国人Ａさんにお刺身を勧めたら、「お刺身は好き

ではありません。舌触りが良くないし、匂いも苦手です。魚は、焼き魚の

ほうが好きです。」と断られたというエピソードがあります。日本人であ

れば「お刺身はちょっと…」と言うところです。もちろんＡさんに人を怒

らせたり傷つけたりする意図はありませんでした。Ａさんの国では、近し

い関係になるために、知り合って早い段階から自分の趣味嗜好をはっきり

伝えることを是とする文化があったのです。つまりここでの違和感の原因

は、人間関係づくりの文化の違いにあったと言えます

このように、外国人と接する中で感じる違和感の背後には、すべて何ら

かの理由があります。そしてそれはその文化圏で長い時間をかけて育まれ

た様式なのです。理解しがたい言動に出会ったとき、すぐに良し悪しを評

価するのではなく、一度受け止め、その理由を想像することが、相手を理

解するための大切な一歩となります。
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④文化の異なりを論理的に指導する

受け入れの初めの段階から、技能実習生に対して異文化理解の態度を以

て接することは、協働を円滑にスタートするために非常に重要なことです。

しかし、日本において異質と思われる言動をすべて許容すれば良いという

わけではありません。異質なものはやはり異質であって、利用者に不快な

思いをさせたり傷つけたりする事態が発生することが十分考えられます。

技能実習生には、少しずつ日本的な行動様式に慣れてもらう必要があり

ますが、その指導の際は、異質と思われる言動に対して良し悪しで評価す

ることから始めるのではなく、どのように異なっているのか、日本人はそ

のような言動をどのように感じるのか、どのようなやり方が快く受け止め

られるのかといった論理的な指導が効果的です。相手の文化と人格を尊重

しながら、丁寧に忍耐強く接していきましょう。また日本的な行動様式を

学んでもらうことは、日本で暮らしやすくなることでもあることを理解し

てもらいましょう。

（2）個人差への配慮
①個人理解の意味

技能実習生候補が選抜された時点で、実習実施者は監理団体等を通じて

本人の履歴書等を確認できます。その情報から受け入れ後の協働を想像す

ることはとても有意義なことです。しかし、前述のように実際に異文化に

対面すると予想外の出来事が起こりますし、同じ国の人であっても一人一

人異なりがあり、事前情報との間にギャップが生じます。行動の観察や面

接などを通して技能実習生個々人の特質（性格、興味、特技など）を把握

することは、ギャップを埋め、個々に応じた専門領域の指導や生活面の指

導に役立ちますし、技能実習生からの相談に適切に応じることができるよ

うになります。さらには、技能実習生の問題行動を未然に防止し、本人の

実習意欲を維持する方法を検討する際にも役立ちます。

②技能実習生の行動の観察

技能実習生を理解する一つの方法は、毎日の行動を観察することです。

憂鬱そうな技能実習生や体調のすぐれないような技能実習生を発見した

ら、問いかけて、個別に聞いてみることです。場合によっては話し合って

みる必要もあるかもしれません。その際、大事なことは技能実習生の人格
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を傷つけないことです。自分のことに関心を寄せてくれ、愛情と誠意をもっ

て事情をよく聞いてくれる技能実習指導員に対しては不満や悩みを率直に

打ち明けるのではないでしょうか。

特に、無断欠勤する技能実習生がいたら、生活指導員とも連絡を取り合っ

て、プライバシーに十分注意しながら宿舎を訪問したり、技能実習生の友

達から事情を聴く必要があります。技能実習生の無断欠勤には、何らかの

問題が潜んでいるといってよいでしょう。

技能実習生の行動を観察する場面として次のようなことがあげられ

ます。

・技能実習中の行動や態度

・休み時間や勤務終了後の自由時間の行動や態度

・座談会、懇親会、セミナーなどの場面

・見学、ハイキング、旅行などの場面

・余暇時間中の趣味、娯楽などの行動や態度

以上のような場面での行動観察は、客観的でなければなりません。客観

性を高めるためには、表情、口数、行動のスピードなど、あらかじめ観察

項目を決めておき、複数の人によって計画的・継続的に行うことが大切

です。

③面接の実施

面接を行うことで、普段気になっていた行動について深く知ることがで

きたり、逆に技能実習生が心配事を打ち明けてくれる機会になります。言

葉の問題などがありますが、面接を行うことに前向きに取り組みましょう。

面接の実施には、技能実習責任者や技能実習指導員、生活指導員があたり

ます。

面接の第一の目的は、技能実習生の抱える問題を早期発見し、実習意欲

の維持・向上に役立てることですが、同時に個人を理解し良好な人間関係

作りの機会と捉えることが重要です。面接ではいきなり本題に入ることは

せず、故郷のことやテレビ番組のことを話題にするなど、お互いにリラッ

クスして話ができるような工夫が必要です。また生活相談のような日常の

困りごとにも手を差し伸べられるようにします。

来日間もない技能実習生は、日本語と業務のインプットばかりで疲弊し

やすいことが予想されます。この時期には、通訳を交えて母国語でアウト
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プットする機会を設けることが重要です。

④自己主張への対応

人間である以上、自己主張するのは当然です。技能実習生の自己主張に

対しては、周りの人たちも耳を傾けるようにしましょう。正当だと思われ

る主張に対しては誠実に対応し、過度な要求だと思われるものに対しては、

受け入れられない理由を丁寧に説明するなど、はっきりとした受入れ側の

立場を示すようにします。

⑤相談体制の構築

行動観察や面接のような技能実習指導員や生活指導員からの働きかけに

加え、特別なことがなくても技能実習生のほうから気軽に相談できるよう

な受け皿を設けることで、指導や支援に厚みが増し、技能実習生が安心し

て実習に取り組めるようになります。

技能実習生の相談には日時を限らず対応できることが理想ですが、それ

が難しい場合は、○曜日の○時～○時の間のように曜日と時間を固定して

相談を受け付けられるようにできるとよいです。技能実習生によっては、

相談をしていること自体を人に知られたくないと思う人がいるかもしれま

せん。プライバシーに十分配慮することが重要です。また緊急の要件に対

応できるよう、技能実習指導員と生活指導員は携帯電話等で技能実習生と

常に連絡が取れるようにしておくとよいでしょう。

こうした体制に加え、他の職員や同僚も普段から積極的にコミュニケー

ションをとることで、技能実習生の悩みが小さなうちに共有できるように

なりますし、同時に技能実習指導員と生活指導員の負担を軽減することに

つながります。日常の「雑談」が非常に重要です。

⑥地域社会とのかかわり

技能実習生は、介護業務に従事する一員であるだけでなく、地域社会の

一員でもあります。近隣住民の理解と協力を得ながら技能実習を行うため

には、地域の構成員として守らなければならない交通ルールや地域社会の

ルール（買い物の仕方、ごみの捨て方、公共施設の使い方など）などを身

に付けてもらう必要があります。地域で長く生活している自分たちにとっ

ては当たり前のことであっても、技能実習生にとっては非常に細かいルー
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ルに思えるかもしれません。最初は一緒に買い物に行くなど、実体験をし

ながら指導するとよいです。

地域によっては外国人の住民が少なく、地域住民と外国人がすぐに打ち

解けられない場合があります。そのため団体の中には、地域の理解を得る

ために積極的に奉任活動に参加するなど、努力されているところもありま

す。具体的には、地域の海岸や河川などの清掃活動、祭り、産業フェアへ

の参加、母国語教室、母国料理の紹介などを行っています。技能実習生が

これらの活動に参加することにより、地域住民と顔なじみになり、そこか

らまた新たな交流も生まれるようです。

2．技能実習生とのコミュニケーションの取り方

（1）分かりやすい日本語で話すポイント
入国後講習で日本語を学習した技能実習生とうまくコミュニケーション

をとるために、伝え方を工夫しましょう。技能実習生に分かりやすく伝え

るための一般的なポイントは以下の通りです。

①標準語で話す

技能実習生は、日本語の標準語を学習しています。そのため、実習開始

当初は、方言や古い言葉遣いを聞いても理解できないことがあります。利

用者との会話や生活をする上で、地域の方言に慣れることは大切なことで

すが、仕事の説明をする時は、ミスを減らすためにも標準語で話すように

します。

②「です・ます体」を使い、省略しないで話す

技能実習生が日本語を学習する教科書は、「です・ます体」で学ぶよう

に作られたものがほとんどであるのに対して、日本人は助詞や文末の表現

を省略しがちで、技能実習生に意味が伝わりづらいことがあります。はじ

めのうちは、「これ、やったことある？」のように省略せず、「これは、やっ

たことが ありますか？」のように、「です・ます体」で全部言うようにし

ましょう。

よそよそしいように感じますが、はじめは教科書で学んだ日本語のほう

が伝わります。徐々にくだけた話し方に移行していきましょう。
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③文節と文節の間にポーズ（間）を入れる

技能実習生によっては、文節と文節の切れ目が分からないことから、文

全体の意味が理解できないことがあります。普通に話してみて理解してい

ないようであれば、「野村さんが / 気分が / 悪いと / 言っています」のよ

うに、助詞（「は」「が」「の」「を」「に」「へ」「たら」「と」など）の後に

ポーズ（間）を入れて、ゆっくり話すようにします。

④伝わらなかった単語を言い換える

技能実習生は、漢字の熟語の知識や、単語のバリエーションが少ない場

合があります。そのため、伝わらない時は、別の言葉に言い換えて話すよ

うにします。漢字の熟語であれば、まずは普段のとおりに話してみて、理

解していないようであれば、和語に言い換えてみます（例：「スタッフルー

ムに集合してください」⇒「スタッフルームに集まってください」）。それ

でも伝わらないときは、類似の違う単語に言い換えます（例：「スタッフルー

ムに来てください」）。

⑤長い文を使わずに、短い文に分けて話す

技能実習生に説明する時、「～て」「～ので」「～から」などを使って 2

つ以上の文をつなげた長い文で話すと、内容が複雑になって伝わらないこ

とがあります（例：「小林さんは自分で車いすを動かせないので、エンさ

んがゆっくり押してください。」）。一つの文に動詞が一つになるように、

短く簡単な文に分けて話すようにします（例：「小林さんは自分で車いす

を動かせません。エンさんがゆっくり押してください。）。

⑥理解したか確かめる時は、質問に答えてもらう

大事なポイントを説明する時などは、特に理解を確かめながら話すよう

にします。その確認の際に「分かりましたか？」と聞くと、技能実習生は

相手への配慮や自文化の影響などから、理解していなくても「分かりまし

た」と答えてしまうことがあります。

理解を確かめる時は、「はじめに～をします。次に～をします。－－は

じめに何をしますか？」などのように、説明の後で質問に答えてもらった

り、説明したことを実際にやってもらったりする方法が効果的です。

理解を確かめている間、技能実習生は、頭では分かっていても日本語能
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力が十分でないことから、すらすらと答えられないことがあります。言葉

に詰まっても少し待って、相手を焦らせない姿勢で聞くことが大切です。

（2）技能実習生へ日本語を指導するにあたっての工夫
①日本語の誤りを、その都度直すことについて理解してもらっておく

技能実習生の日本語の誤りの訂正は、記憶が新しいうちに行うと効果的

です。はじめのうちは誤りが多く、訂正の機会が頻繁にあることが予想さ

れます。誤りを訂正するときは、「はい、わけました」－「わけましたで

はなく、分かりました、ですよ」のように明示的に訂正する方法と、「はい、

わけました」－「分かりましたね。では～」のように、正しい言い方をさ

りげなく言い添え、暗示的に訂正する方法があります。暗示的な方法は、

技能実習生の心の負担を軽減することにつながりますが、訂正が正しく伝

わりにくいことがありますので、これらを適宜使い分けるとよいです。

また、訂正の機会が多くなることによって技能実習生が自己否定的な気

持ちにならないよう、あらかじめ指導の方針を伝えておき、理解しておい

てもらいましょう。

②分からないときに「分かりません」と言える雰囲気を作る

利用者や家族からの依頼について、あいまいな理解のまま「はい」と返

事をしてしまうと、業務への支障や、利用者の不利益につながることがあ

ることを技能実習生に説明します。同時に、分からなかった時は「分かり

ません、もう一度お願いします」と積極的に言ってよいこと、また聞き取っ

た内容を自分の言葉で言い直して、利用者に確認することの大切さを指導

します。

③外国人特有の発音に気づいてもらう

技能実習生の母語によっては、日本語と発音の単位が異なる場合があり

ます。たとえば、「タンタン・ミン」さんという名前の発音をするとき、

日本人が「タ・ン・タ・ン・ミ・ン」と発音するところを、「タン・タン・

ミン」とカタカナ 2 文字分ずつをひとかたまりに発音するというものです。

このため、技能実習生が「タン・タン・ミン」と発音すると、日本人には「タ

タミ」に聞こえてしまい、正確に聞き取ることができません。このように

発音の単位が異なることで、「洗濯機」が「セタキ」に聞こえたり、「マッ
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トレス」が「マッレス」に聞こえたりします。利用者に伝わるように、仮

名文字単位で一つずつはっきりと発音するように指導します。

④丁寧語を基本とする

敬語の使い方に慣れないうちは、利用者に失礼にならないように「です・

ます体」の丁寧語で話すことを指導します。そのためにも、日本人職員は

技能実習生に丁寧語で接することを基本とします。

また、技能実習生との会話の中で、敬語に置き換えられる表現が現れた

機会をとらえて、「待ってください」⇒「お待ちください」のように、少

しずつ敬語表現を増やしていくとよいです。

⑤利用者の方言や世代特有の言葉を知ってもらう

現場での指導は、ミスを起こさないためにも標準語で行うようにします

が、将来的に利用者との会話がスムーズに行われるように、まずは地域で

方言が使われていることを、例を挙げて知ってもらいます。さらに方言と

標準語の言い換え表などを用意して、少しずつ慣れてもらうようにします。

（3）介護現場での日本語コミュニケーションの工夫
介護職種の技能実習制度では、1、2 年目は指示の下に介護を行うこと

が想定されているため、まずは、指導者の指示を正確に聞き取ることが重

要です。とはいえ、利用者や家族がいる中で実習を行うため、利用者から

の質問や要望などが出されることが想定されます。利用者や家族の安心と

安全の確保の観点から、技能実習生の日本語によるコミュニケーション能

力や性格等も考慮し、日本人介護職員は共通の認識をもって技能実習生と

関わりましょう。

①利用者や家族への対応時の工夫

技能実習生は、はじめは利用者とスムーズに会話が進まないことが予想

されます。その時は日本人職員が間に入り、話し方を見て聞いてもらい、

学んでもらいます。利用者に同意を求めたり、家族に説明を行う場面では、

日本人職員が付いて一緒に話をし、トラブルにならないように適宜フォ

ローします。

技能実習生が慣れるまでは、利用者や家族からの質問や要望があったら、
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対応を日本人職員に代わるように指導してください。その際は技能実習生

を同席させ、対応後、質問や要望の内容を説明し、対応の仕方、話し方を

指導します。

慣れてきたら技能実習生だけで利用者や家族と関わる場面が増えてきま

すが、質問や要望がなかったか、あればどういう内容であったかを確認す

ることで、指導の機会にすることができます。

また、利用者や家族からの質問や要望の内容が理解できないときは、曖

昧な返事をせず、日本人職員を呼ぶように指導します。特に利用者や家族

と難しい会話になった時は、すぐに日本人職員を呼ぶように指導してくだ

さい。こうしたケースに備え、「少々お待ちいただけますか」「分かる者に

代わります」など、定型の言い方をあらかじめ指導しておくとよいです。

②申し送りや事故報告をしてもらう時の工夫

技能実習生が話している間は、話し終わるまでできるだけ待つようにし

ます。話が詰まってしまった時は、思い当たる単語を日本人職員側から言っ

て、技能実習生の説明を助けます。聞き取れない時は、正しい言葉を伝え、

再度言ってもらいます。

異常の報告があった際は、入居者の体調面に関わることなど重要な項目

に集中して情報を得ることを最優先し、それ以外の日本語の言い間違いは、

その場で指摘しません。

「出血があった」等、異常に関する報告があった際は、直接その場へ行き、

一緒に確認します。

技能実習生には難しい申し送りの際は、はじめのうちは無理をさせず、

日本人職員に交代します。

③会議や研修等に参加してもらう時の配慮

日本語が十分に使いこなせない時期は、会議への参加や日本語での研修

の参加は負担になり、日本語学習や実習へのやる気を低下させてしまう可

能性があります。技能実習生の能力を見極めながら、参加の頻度や方法を

検討することが重要です。

会議などに参加した場合は、会議終了後に、個別に内容を説明し、要点

の振り返りを行います。
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3．より効果的な技能実習とするためのポイント

（1）技能実習生の健康指導管理
①こころとからだへの気づき

健康なこころとからだを維持する基礎は食事にあります。「腹がへった

から何かを食べる」とか、節約のため「安くて簡単に食べられる」方式の

食事では、決して健康を守ることはできません。毎日、どのような食事を

したらよいのか、健康の増進、病気の予防のために、技能実習生を積極的

に指導しましょう。例えば、多様な食品摂取で栄養のバランスをとること

や、減塩で生活習慣病の予防をするなどといった事柄を伝えましょう。

②病気・ケガの対応や薬について

ア．病気・ケガの対応について

病気やケガをした場合、日本の医療システムについて技能実習生の母国

との違いを認識して利用することが必要です。

また、病気やケガで緊急を要する等で「119 番」通報をするとき、在留カー

ドや健康保険証の所持が必要です。緊急時は、各自治体で、休日当番診療

所や救急指定病院がきまっており、市や町の広報で住民に周知されていま

すので、電話番号などメモしておくとよいでしょう。

イ．薬について

「処方箋」による薬、市販の薬の違い等について技能実習生に理解して

もらう必要があるほか、薬の購入方法や、薬の使い方の確認方法について

も理解してもらう必要があります。

③健康診断とフォローアップ

我が国では、事業者が常時雇用する労働者に対し、1 年以内ごとに 1 回、

定期的に健康診断を行わなければいけないことになっています。

これに基づき、技能実習生についても定期的な健康診断を実施しなけれ

ばなりません。さらに海外から来日する特殊性から、入国前の健康診断の

実施についても留意する必要があります。

健康診断と実施後のフォローについては、以下の通りです。
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ア．入国前健康診断

意欲に燃えて来日した技能実習生が日本に入国後や配置された職場で発

病し、入国早々技能実習を取りやめて途中帰国したり、技能実習を中断し

たりする事例が見受けられます。

これらの事例の中には、入国前に正確な健康診断を行っていれば、事前

に予兆を発見し、途中帰国や技能実習中断という不幸な結果を未然に防ぐ

ことができた事例が多くあります。

このため、入国前健康診断を行うことが望ましいとされています。

イ．定期健康診断の実施と検査結果のフォローについて

定期健康診断の実施は労働安全衛生法で義務付けられています。

実習実施者は、労働安全衛生法第 66 条等に基づき、雇い入れ時の健康

診断、一般定期健康診断、特殊健康診断を実施するとともに、その結果に

ついて医師または歯科医師の意見を聴いた上で、必要があると認められる

ときは事後措置を実施する必要があります。

健康診断実施後のフォローについても、プライバシーに配慮しつつ、忘

れずに行いましょう。

④メンタルヘルス

実習生活のなかで、言葉、食生活、通勤などの生活習慣、対人関係など

の急変などにより、心の問題が生じ、これが技能実習生の身体的な健康に

も影響を与えることがあります。ストレス・悩み事の解消のための相談や

援助、カウンセリング、リラクゼーションの指導などについて、産業医な

どを中心にメンタルヘルスケアを行う体制を整えておくとよいでしょう。

また、特に、来日間もない技能実習生は、日本語と業務のインプットば

かりで疲弊しやすいことが想定されますので、産業医などを使用する際に

は、母国語でヒアリングができるよう、通訳を活用することも重要です。

外国人技能実習機構では、技能実習生向けの母国語による電話やメール

での相談も受け付けています。他に、自治体や地域の NPO 等が在日外国

人に対する母国語での支援を行っている場合もあります。これらの情報は、

事前に実習生に知らせておきましょう。

※�外国人技能実習機構では、技能実習生向けの母国語相談を開始します。相談は電話、
メールにより受け付けます。対応言語、曜日はベトナム語・中国語（月曜日・水曜
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日・金曜日）、インドネシア語（火曜日・木曜日）、フィリピン語・英語（火曜日・
土曜日）、タイ語（木曜日・土曜日）、カンボジア語・ミャンマー語（木曜日）です。
相談時間は、11:00 〜 19:00 です。メールによる相談は母国語相談サイトから�
24 時間受け付けます。
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事例紹介①

ここでは、特別養護老人ホーム A 施設をモデルに、こういう時にどうしたらいいのかという

点について事例をもとに取り上げます。A 施設では、3 名のベトナムからの技能実習生を受け入

れました。そんな中、対応に困ってしまったケースがあります。山田美沙さん（仮名）は、フェ

ンさん（仮名）の技能実習指導員を施設長から任命されました。

○　連絡をどう取ればいいの？
私たちの勤務は 24 時間シフトのため、どうやってシフトの連絡をとればいいか、悩みました。

技能実習生は、1 人ひとり携帯電話を持っていました。そして、SNS を使いこなしていました。

しかし、現地国のものなので、SIM カードが違いました。法人としてポケット Wifi を貸与しまし

たが、現地国への連絡が頻繁なため、すぐに低速になってしまいました。本人たちは、今は自分

で携帯会社と契約をしています。携帯番号ができるまでは、実習指導員、現場職員とSNSを交換し、

体調不良やシフト変更についてもやり取りをしていました。何かあった時の連絡をどうすればい

いのか。こちらから連絡を取りたい時にはどうしたらいいのか、予め連絡体制を作っていくこと

が本人にとっても、こちらにとっても安心につながりました。

○　技能実習生が 39℃の発熱があったと夜中連絡があった
休日中の担当技能実習生フェンさんから 39℃の熱と顔にぶつぶつができたとの連絡がありまし

た。急いで施設長に相談しました。施設長からは、「技能実習指導員が技能実習生の仕事、生活

全てを抱え込む必要はありません。業務中の体調不良や怪我があった場合、介護従事者も一緒に

現場を離れることは困難でしょう。生活指導員と役割分担をしっかり決めましょう」と言われ、

生活指導員である事務員の田中さん（仮名）に対応を任せました。本人は、水疱瘡であると診断

されました。
●ワンポイントアドバイス

① 予めかかりつけ医を選定しておき、自分で行けそうならば、行ってもらうこと。

②  生活指導員に生活全般の窓口で主に緊急時対応をすることが多いため、近隣に住んで

いる職員、また 24 時間シフトではなく、即座に対応できる職員が望ましい。

③ 水疱瘡、はしか、BCG など予防接種を受けているかどうか確認する。

○　技能実習生に指示が通らない
私は、指示がいまいち通らないフェンさんへの対応に疲れてしまいました。そういった悩みを

技能実習責任者である施設長に相談しました。施設長からは、「私たちの強みは、アセスメント

をし、利用者の問題解決をするということを日常的に業務として行っているよね。これは、外国

人指導にも非常に役に立つスキルじゃないかな。まず、技能実習生の置かれている状況を分析し、

それは日本語の問題なのか、介護技術の問題なのか。文化風習の違いに起因する軋轢なのか、個

人因子なのか。様々な課題分析をするとともに、組織的に指導、対応することが望ましいと思う

93



よ」とアドバイスをもらいました。「また人間悪いところにばかり目が行くと怒られてばかりに

なっちゃうよ。フェンさんのいいところも探してたまには褒めてあげて」とも言われました。私は、

フェンさんの悪い部分しか見ていなかった自分に気づきました。

それから私はフェンさんと一緒に食事をしたり、フェンさんの家族の話を聞いたりしてフェン

さんをよく知ろうと接してきました。フェンさんは長女で、家族の期待を背負って憧れの日本に

来たことも理解できました。フェンさんはとても心細い中、1 人で必死に頑張っていたことに気

づきました。

業務については、申し送りの際に、「今言った言葉の意味分かりましたか？」と反復すること

にしました。徐々にフェンさんは慣れてきて自分で申し送れるようになりました。記録について

も、1 日の仕事の内容や気づきを箇条書きにしてもらい、分からない言葉やこういう時どうした

らいいのかなど、交換ノートを書いてもらうようにしました。フェンさんも、メモを取りながら、

日本語を意欲的に取組むことができるようになりました。私の悩みを受け止めてくれて、私とフェ

ンさんの状況を理解してくれている施設長の存在はとても大きかったです。

○　夜勤の実習が不安
私の施設では、夜勤を１フロア二人体制で行っています。技能実習評価試験も無事合格し、次

のステップで夜勤を検討してはどうかと施設長から話がありました。

本人たちは、技能実習評価試験に合格して自分たちは夜勤もできると期待しています。しかし、

私がフォローしている部分も少なからずあるので、果たして人数が少なくなる夜勤で大丈夫だろ

うか、記録や観察など適切にできるだろうかとても心配になりました。

施設内で定期的に行われている各フロアの代表の技能実習指導員会議でも私以外にも同じよう

に不安を感じている指導員がいました。そこで、協議の末、以下の対策を取ることにしました。

① 夜勤の職員側の不安を払拭するため、夜勤での要求事項、緊急時対応や観察する着目点、記

録について洗い出し、統一の基準を設ける。

② 本人と面談し、夜勤に向けてスキルアップしなくてはいけない。そのための計測期間をしっ

かり設ける、そしてこの課題をクリアしなくてはならないというチェックリストを渡して 1

か月間評価する。

③ インカムなど通信機器を渡し、即座に対応できるような体制を作る。

彼女は、この課題もクリアし、今は私と一緒に夜勤に入っています。この取り組みを始めたこ

とにより、チームの中でもメリットがたくさんありました。例えば改めて共通のモノサシができ

たことや試験に合格してから目標があいまいになっていた技能実習生についてさらに取り組む課

題が明確になり、また、しっかり評価してもらえて自信にもつながったということです。私たち

の仕事をしっかり言葉にすること、評価することの大切さを技能実習生の指導を通じて私たち自

身が学びました。
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事例紹介② EPA 介護福祉士候補者の受入れについて

平成 20 年 EPA の 1 期生（インドネシア・男性 2 名）を、法人内の 1 施設で受け入れました。

受入れの目的は、法人の理念にある「多様性を受け容れます」を具現化すること。人種、民族、国籍、

宗教などによる個人の特徴をお互いに認め合い、尊敬しながら働くことができるよう、その基盤

を整えることでした。

制度が始まったばかりの時期であったため、外国人が安い労働力とみなされたり、法人が人材

不足を解消するために外国人を受け入れるのではないということを関係者に伝えることから準備

を始めました。1 つ目に、施設内で全職員対象の説明会を開催し、受入れを決めた理由、EPA 制

度のしくみ、インドネシア共和国の概要やイスラム教について、日本語でコミュニケーションを

とる上での留意点などを伝えました。特に、イスラム教について、礼拝は時季によって時間が変

わるので業務との調整が必要になること、禁忌食（豚肉や加工食品、お酒が禁止）への配慮が必

要であること、女性は宗教上の儀礼として常にジルバブ（頭に被る布）を着用することなどを詳

しく説明しました。2 つ目には、利用者や家族へお知らせを配り、周知をはかりました。3 つ目には、

施設内に礼拝用の部屋を設けたり、コミュニケーション上の支援として電子辞書を配備し英語の

翻訳をタイムリーに行えるようにしました。また、生活上の支援として、法人で賃貸住宅を契約

し生活必需品（自転車、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど）を準備しました。平成 20 年以降も

受入れの準備で大事にしていることは、外国人と日本人の差異で差別や偏見を生まないようにす

ることです。

就労開始時の研修は、通常、日本人の中途採用職員に 3 日連続で行うものを EPA 介護福祉士

候補者には、5 日かけて行います。日本人より 2 日多く設けているのは母国語の通訳を交えて研

修を行うからです。就労開始時での候補者は、日本語能力検定試験 N3 程度の日本語能力です。

規程やルールなどを日本語で理解することが難しいため、母国語を介しての説明や質疑応答の時

間を日本人よりも多く設けています。EPA 候補者を受け入れたことで施設内でいろいろな変化

がありました。一つは、同世代（多くは 20 代半ば）の日本人職員が EPA 候補者から刺激を受け

たことです。自分が海外で介護の仕事をすることを想像して難しいと感じる日本人職員は、EPA

候補者に対して自然に敬意が湧いたと言います。また、彼らの国に興味をもち、言葉を勉強した

り旅行へ行ってみたいという日本人職員も多くいます。

仕事の上では、日本人職員が使う日本語が丁寧になったり、ケアの目的を日本人に教えるより

も丁寧に細かく教えるようになったというようなメリットもありました。言葉にしづらいのです

が、国籍や文化が違っても探究すべきケアの本質は変わらないということが日本人と外国人の協

働を通じて学べることも大きいと感じています。介護の仕事では、ケアの本質を探究したり仕事

の目的を共有しようとする職員一人ひとりの姿勢が問われるわけで、それは日本人でも外国人で

も変わらないというのが実感です。だから、法人の理念、仕事の目的、就業規則や給与規程など

の労働者の権利や義務について、日本人も外国人も同じ目的に向かって同じ条件で働くのだとい

うことを最初にしっかり理解し合い、お互いの信頼関係を築くことが何よりも大切だと考えてい

ます。
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事例紹介③

言葉や習慣・価値観が違う日本人と外国人が介護現場で協力して働いていくことは容易なこと

ではありません。初めて外国人職員を受け入れる際に、次のような混乱が見られることが少なく

ありません。

・ 現場の理解が十分進まず、外部からのサポートもない中、外国人職員が配属され、指導担当

職員に負担が集中する。

・ 日本人職員と外国人職員との言葉の壁、習慣・価値観の違い（相互の理解不足）により、お

互いのストレスがたまる。

・ 指導担当職員が日本人職員と外国人職員との間の板挟みになり、孤立・疲弊してしまう。

このような状況を経ながら試行錯誤し、外国人職員とより良く協働するためのノウハウが積み

重ねられています。

①受入れ前
・介護職以外の他職種も含め職場全体で、外国人職員の受入れについての研修を実施。

・配属予定の外国人職員をビデオレター（メッセージ動画）や施設内の掲示物で紹介。

・歓迎会の準備、生活物品の用意（職員から不用品を寄付してもらう）。

②受入れ後
・職員間の介護の教え方や介護専門用語の使い方の統一。

・介護記録の見直し（チェック方式への変更、タブレット型記録システムの導入など）

・良く使う方言と標準語の一覧表の作成。

・外国人職員の気持ちを理解するための交換日記（日本語習得にも効果的）。

・指導員以外の職員に積極的にかかわってもらう（一緒に食事や遊びに行くなどの仕事以外

のかかわりも大切）。

・外国人職員の母国の文化（料理、歌、踊りなど）をレクリエーションやイベントに取り入

れたり、日本人職員や地域住民に対して紹介してもらう。

③日本語学習指導者との連携
・技能実習指導員と日本語学習指導者が、職場での様子や日本語習得状況について情報共有

し、業務上の課題について介護技能の不足なのか、日本語能力の不足なのかを話し合いな

がら支援する。外国人職員が職場では言えない悩みを日本語学習指導者に相談することも

あり、それぞれの立場を活かして支援する。

・日本語教育を一任せず、連絡ノートなどを活用し、日本語学習指導者が説明しづらいこと

（学習教材の中の専門用語や介護場面の意味など）をフォローする。

・日本人職員に対して、外国人に理解しやすい日本語の話し方をレクチャーしてもらう。

④社会資源の活用、地域との連携
・外国人職員と地域住民（自治会など）との交流の場を持つ、お祭りや行事に参加する。地

域住民に生活サポートや見守りを依頼する。

・生活支援、日本語学習などに関して、大学・日本語学校、NPO（国際交流協会など）、ボ
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ランティア（外国人職員の同国人、海外赴任・留学経験者など）との連携。

・外国人職員を受け入れている地域の介護事業者と共同で交流会・学習会の開催。

また、外国人職員を受け入れた現場からは次のようなメリットがあったという声が聞かれ

ます。

・母国を離れ慣れない国で介護や日本語を学ぶひたむきな姿勢に、日本人職員も良い影響

を受け、職場の雰囲気が変わった。

・表情やジェスチャーなどのノンバーバルコミュニケーションが豊かで、日本人職員にも

学ぶ点が多い。

・外国人職員に教えるために、職員間の介護方法や介護専門用語の統一を図ったことが、

自分たちの介護を見直すことになり、結果としてケアの質を向上させ、日本人職員の指

導にも役立っている。

・定住外国人が利用者として入所してきた時に、同国人の職員から文化や習慣、どのよう

に接すれば良いかアドバイスを受けた。
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（2）自律的な日本語学習支援
「Ⅱ－ 2．（2）具体的な介護業務の指導ポイント」でも記したように、介護

職種における技能実習生おいては、日本語の習得が極めて重要となります。

このため、技能実習生は業務等を通して日本語習得を行うだけでなく、

自発的に日本語学習を行うことが望ましく、WEB コンテンツの活用（P99

の図表を参照）など、技能実習生の学習意欲を高めることができるよう、

声かけ等のサポートが必要となります。

また、参考として「実習実施者の日本語学習指導者向け手引き」等を使

用し、対応していくことが考えられます。

※「介護職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン」の抜粋
（1）日本語能力要件について
○�　実習実施者や監理団体は、1年目（入国時）は「N3」程度を望まし
い水準として、技能実習生が2年目の業務への円滑な移行を図るため
に、より高い日本語能力を持って入国できるように努める。具体的に
は以下の取組を行う。

・政府が開発した「日本語自律学習支援ツール（WEBコンテンツ）」を
活用して技能実習生の入国前からの自律的な学習を促すこと。

・現地の日本語教育機関と連携するなどし、N3程度の日本語能力を有す
る技能実習生の候補者の育成を行うこと。

（2）実習期間中の日本語学習について
○�　技能実習生が、実習を円滑に進めるとともに、2年目移行時の日本
語能力要件を満たすためには、実習開始後も日本語学習が継続して行
われることが重要である。このため、実習実施者は、技能実習生の日
本語学習環境を整備するために政府が開発した以下のプログラムを活
用するとともに、「日本語自律学習支援ツール（WEBコンテンツ）」
を活用して技能実習生の自律的な学習を促すなどし、技能実習生の継
続的な日本語能力の向上に努める。
実習実施者において行う日本語学習に用いる標準的なプログラム
・介護の日本語の共通テキスト
・実習実施者における日本語学習指導者向けの手引き
・聴解に特化した学習プログラム
（各プログラムについては厚労省HPで公開。）
○�　特に、N3程度を未取得の技能実習生を受け入れる場合には、実習
実施者は、日本語学習指導者として日本語教育の専門家を配置するこ
とが望ましい。実習実施者に配置することが難しい場合には、監理団
体が日本語教育の専門家による定期巡回・相談を行う等の取組を行う
ことが望ましい。
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＜日本語学習Webコンテンツについて＞

日本介護福祉士会では、厚生労働省の補助事業を活用し、国際介護人材

支援 Web サイト「にほんごをまなぼう」を開発・運用しております。ぜひ、

介護現場指導等にてご活用ください。

国際介護人材支援 Web サイト

〔搭載コンテンツ〕2023 年 6 月現在

●日本語を学ぶ⇒日本語自律学習支援ツール
・ドリル／小テスト／模擬試験

　＞自立学習支援（学習計画・リマインダー設定）機能

　＞学習管理（学習状況データ表示）機能

　＞デジタルインセンティブ機能〔花の育成チャレンジ〕

●日本の介護を学ぶ
・「『介護の日本語』Web コンテンツ」日本語音声／多言語対応

・「学んでみよう日本の介護」

・「介護の日本語」※多言語版

・「介護の特定技能評価試験学習テキスト」※多言語版

・「外国人のための介護福祉士国家試験一問一答」※多言語版

・「外国人のための介護福祉専門用語集」※多言語版

●日本の介護を伝える
・「『介護の日本語』指導者用手引き」

・「介護職種の技能実習指導員講習テキスト」

・「外国人介護職員の日本語学習支援に必要な知識・技術を習得するための

研修ガイドライン」

・「介護分野の技能実習生の実習実施者の日本語学習指導者向け手引き」

・「外国人介護人材受入れのための現場指導者向け基本講習」

●その他の機能
・介護福祉専門用語翻訳機能（日本語音声対応）

・オペレーション言語選択（英語対応）

〔サイト紹介動画〕

〔にほんごをまなぼう〕
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日本の介護を学び、現場で働く外国人、
そして日本の介護を伝える人のためのWebサイト

日本の介護を学び、現場で働く外国人、そして日本の介護を伝える人のための総合プラットフォームとして、日本語能力の
向上、介護現場で必要とされるスキルの習得をしっかりとサポートしていきます。日本語学習において高い学習効果を発揮
するためには、何よりも学習者自らが自律的に学習に取り組むことが不可欠です。その環境を提供するのが「にほんごをまな
ぼう」です。介護現場で必要な日本語能力や基礎的な介護技能を身につけることを目的としています。また、介護福祉士国
家試験、特定技能評価試験等の試験対策やユーザー同士のコミュニケーション(つながり)の場を提供します。

<  ５ ＋ １ つの特徴  >
コミュニティ

SNSによる情報
発信、ユーザー
相 互 の 交 流 、
情報共有の場を
提供

自律学習

自らが学習状況
を管理できる自
律学習支援シス
テムを採用

試験合格

日本語能力試験、
特定技能評価試
験等の突破を目
指した学習を支援

無料

日本語学習、日
本の介護に関心
のある方であれ
ば誰でも無料で
利用が可能

日本の介護

日本の介護現場
で必要とされる
介護技能コンテ
ンツを搭載

公益社団法人 日本介護福祉士会
厚生労働省  介護の日本語学習支援等事業

Included Contents
●日本語学習～目指せ！日本語試験合格～
　ドリル・小テスト・模擬テスト
　学習状況確認／学習目標管理
　季節の花育成トライアル
●日本の介護学習～マルチデバイス・多言語対応～
　『介護の日本語』Webコンテンツ
　『介護の特定技能評価試験学習テキスト』
　『外国人のための介護福祉専門用語集』
　『外国人のための介護福祉士国家試験一問一答』　　他
●日本の介護伝達～手引き・ガイドライン～
●介護福祉専門用語翻訳機能～発音・多言語対応～
●SNS情報発信～ユーザー交流の場～
　　　　　　　　　　　　　　　

＋インセンティブ

継続的な学びの
中に楽しみを届
ける機能を付加

「 」は、

URL: https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/ にほんごをまなぼう

SHOT!! CLICK!!



こちらから書式を
ダウンロードできます

　

（１） 身体介護業務 （１） 身体介護業務 （１） 身体介護業務

① 身じたくの介護（ １）の３．については、状況に応じて実施） ① 身じたくの介護（ １）の３．については、状況に応じて実施） ① 身じたくの介護

１） 整容の介助 １） 整容の介助 １） 整容の介助

１． 整容（洗面、整髪等） １． 整容（洗面、整髪等） １． 整容（洗面、整髪等）

２． 顔の清拭 ２． 顔の清拭 ２． 顔の清拭

３． 口腔ケア ３． 口腔ケア ３． 口腔ケア

２） 衣服着脱の介助 ２） 衣服着脱の介助 ２） 衣服着脱の介助

１． 衣服の着脱の介助（座位・臥位） １． 衣服の着脱の介助（座位・臥位） １． 衣服の着脱の介助（座位・臥位）

② 移動の介護 ② 移動の介護 ② 移動の介護

１） 体位変換 １） 体位変換 １） 体位変換

１． 体位変換 １． 体位変換 １． 体位変換

２． 起居の介助（起き上がり・立位） ２． 起居の介助（起き上がり・立位） ２． 起居の介助（起き上がり・立位）

２） 移動の介助（２．については、状況に応じて実施） ２） 移動の介助 ２） 移動の介助

１． 歩行の介助 １． 歩行の介助 １． 歩行の介助

２． 車いす等への移乗の介助 ２． 車いす等への移乗の介助 ２． 車いす等への移乗の介助

３． 車いす等の移動の介助 ３． 車いす等の移動の介助 ３． 車いす等の移動の介助

③ 食事の介護 ③ 食事の介護 ③ 食事の介護

１） 食事の介助 １） 食事の介助 １） 食事の介助

④ 入浴・清潔保持の介護（ ３）については、状況に応じて実施） ④ 入浴・清潔保持の介護（ ３）については、状況に応じて実施） ④ 入浴・清潔保持の介護

１） 部分浴の介助 １） 部分浴の介助 １） 部分浴の介助

１． 手浴の介助 １． 手浴の介助 １． 手浴の介助

２． 足浴の介助 ２． 足浴の介助 ２． 足浴の介助

２） 入浴の介助 ２） 入浴の介助 ２） 入浴の介助

３） 身体清拭 ３） 身体清拭 ３） 身体清拭

⑤ 排泄の介護（ ３）については、状況に応じて実施） ⑤ 排泄の介護（３．については、状況に応じて実施） ⑤ 排泄の介護（３．については、状況に応じて実施）

１） トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助 １） トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助 １） トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助

２） おむつ交換 ２） おむつ交換 ２） おむつ交換

３） 尿器・便器を用いた介助 ３） 尿器・便器を用いた介助 ３） 尿器・便器を用いた介助

⑥ 利用者特性に応じた対応（認知症、障害等）

１） 利用者特性に応じた対応

（２） 安全衛生業務

① 雇入れ時等の安全衛生教育

② 介護職種における疾病・腰痛予防

③ 福祉用具の使用方法及び点検業務 ※

④ 介護職種における事故防止のための教育

⑤ 緊急時・事故発見時の対応

（１） 関連業務 （２） 周辺業務

① 掃除、洗濯、調理業務 １． お知らせなどの掲示物の管理

１． 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備 ２． 車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理

２． 利用者の衣類等の洗濯 ３． 物品の補充や管理

３． 利用者の食事にかかる配下膳等

４． 調理業務（ユニット等で利用者と共に行われるもの） （３） 安全衛生業務（関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）

５． 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換 上記※に同じ

② 機能訓練の補助やレクリエーション業務

１． 機能訓練の補助や見守り

２． レクリエーションの実施や見守り

③ 記録・申し送り

１． 食事や排泄等チェックリスト等による記録・報告

２． 指示を受けた内容に対する報告

３． 日誌やケアプラン等の記録及び確認

４． 申し送りによる情報共有

　

【機械、設備等】　（必要に応じて使用すること）

・入浴

介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、浴槽内椅子等

・移動

スイングアーム介助バー、移動用リフト

・その他

特殊寝台、スクリーンやカーテン等

【用具】　（必要に応じて使用すること）

・整容

・入浴

洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等

・食事

食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等

・排泄

ポータブルトイレ、尿器・便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等

・衣服の着脱

衣類（上着類、下着類）

・移動

・利用者特性に応じた対応

義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等

・その他

シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等

バイタル計測器、マスク、手袋、

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

１．厨房に入って調理業務のみを行う場合

２．上記の関連業務及び周辺業務のみの場合

介介護護職職種種（（介介護護業業務務））

業務の定義 ○　身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務をいう。

必須業務（移行
対象職種・作業
で必ず行う業
務）

第１号技能実習 第２号技能実習 第３号技能実習

（これらに関連する、準備から記録・報告までの一連の行為を含む）

移行対象職種・
業務とはならな
い業務例

洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等

スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器、歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等

使用する素材
(材料）（該当す
るものを選択す
ること。）

（これらに関連する、準備から記録・報告までの一連の行為を含む） （これらに関連する、準備から記録・報告までの一連の行為を含む）

関連業務、周辺
業務（上記必須
業務に関連する
技能等の修得
に係る業務等で
該当するものを
選択すること。）

使用する機械、
設備、器工具等
（該当するもの
を選択するこ
と。）

■各種様式等

 

日本の介護を学び、現場で働く外国人、
そして日本の介護を伝える人のためのWebサイト

日本の介護を学び、現場で働く外国人、そして日本の介護を伝える人のための総合プラットフォームとして、日本語能力の
向上、介護現場で必要とされるスキルの習得をしっかりとサポートしていきます。日本語学習において高い学習効果を発揮
するためには、何よりも学習者自らが自律的に学習に取り組むことが不可欠です。その環境を提供するのが「にほんごをまな
ぼう」です。介護現場で必要な日本語能力や基礎的な介護技能を身につけることを目的としています。また、介護福祉士国
家試験、特定技能評価試験等の試験対策やユーザー同士のコミュニケーション(つながり)の場を提供します。

<  ５ ＋ １ つの特徴  >
コミュニティ

SNSによる情報
発信、ユーザー
相 互 の 交 流 、
情報共有の場を
提供

自律学習

自らが学習状況
を管理できる自
律学習支援シス
テムを採用

試験合格

日本語能力試験、
特定技能評価試
験等の突破を目
指した学習を支援

無料

日本語学習、日
本の介護に関心
のある方であれ
ば誰でも無料で
利用が可能

日本の介護

日本の介護現場
で必要とされる
介護技能コンテ
ンツを搭載

公益社団法人 日本介護福祉士会
厚生労働省  介護の日本語学習支援等事業

Included Contents
●日本語学習～目指せ！日本語試験合格～
　ドリル・小テスト・模擬テスト
　学習状況確認／学習目標管理
　季節の花育成トライアル
●日本の介護学習～マルチデバイス・多言語対応～
　『介護の日本語』Webコンテンツ
　『介護の特定技能評価試験学習テキスト』
　『外国人のための介護福祉専門用語集』
　『外国人のための介護福祉士国家試験一問一答』　　他
●日本の介護伝達～手引き・ガイドライン～
●介護福祉専門用語翻訳機能～発音・多言語対応～
●SNS情報発信～ユーザー交流の場～
　　　　　　　　　　　　　　　

＋インセンティブ

継続的な学びの
中に楽しみを届
ける機能を付加

「 」は、

URL: https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/ にほんごをまなぼう

SHOT!! CLICK!!
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こちらから書式を
ダウンロードできます

技能実習を行わせる事業所
事業所名 ○○法人　×××事業所 所在地 東京都新宿区西新宿○-○○-○○
実習期間 20XX年　XX 月　XX 日　～　　20YY年　YY 月　YY日

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 １０月目 １１月目 １２月目

　０．共通項目（必須業務を行う際、全てにおいて共通）
　　１）体調の確認等
　Ⅰ　身体介護業務
　　１．身じたくの介護 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　　１）整容の介助
　　　　（１）整容（洗面、整髪等）
　　　　（２）顔の清拭
　　　　（３）口腔ケア
　　　２）衣服着脱の介助
　　　　（１）着脱の介助（座位・臥位）
　　２．移動の介護
　　　１）体位変換
　　　　（１）体位変換
　　　　（２）起居の介助(起き上がり）
　　　　（３）起居の介助（立位）
　　　２）移動の介助
　　　　（１）歩行の介助
　　　　（２）車いす等への移乗の介助
　　　　（３）車いす等の移動の介助
　　３．食事の介護
　　　１）食事の介助
　　４．入浴・清潔保持の介護
　　　１）部分浴の介助
　 　 　（１）手浴の介助
　　  　（２）足浴の介助
　　　２）入浴の介助
　　　３）身体清拭
　　５．排泄の介護
　　　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　　　２）おむつ交換
　　　３）尿器・便器を用いた介助

介護主任　福祉花子（15年）
　Ⅱ　安全衛生業務（※）
　　① 雇い入れ時の安全衛生教育
　　② 介護職種における疾病・腰痛予防 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　③ 福祉用具の使用方法・及び点検  ※
　　④ 介護事故防止のための教育
　　⑤ 緊急時・事故発見時の対応

介護主任　福祉花子（15年）
１ 掃除 洗濯 調理業務

様式1－4－②号

(２)第２号技能実習実施計画（1年目）(モデル例)

技能実習の内容
必須業務、関連業務及び周辺業務の例

指導員の役職・氏名（経験年数）
事業所 合計時間

月・時間数

1

必
須
業
務

○
○
事
業
所

○
ｈ

2

必
須
業
務

同
上

○
ｈ

3 　　１．掃除、洗濯、調理業務
　　 ① 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
　 　② 利用者の衣類等の洗濯
　 　③ 食事に係る配下膳等
　 　④ 調理業務（ユニット等で実施されるもの）
　 　⑤ 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
　　２．機能訓練の補助やレクリエーション業務
　 　① 機能訓練の補助や見守り △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　 　②  レクリエーションの実施や見守り
　　３．記録・申し送り
　 　① 食事や排泄等チェックリストによる記録・報告
　 　② 指示を受けた内容に対する報告
　 　③ 日誌やケアプラン等の記録及び確認
　 　④ 申し送りによる情報共有

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．お知らせなどの掲示物の管理
　　２．車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　３．物品の補充や管理

介護主任　福祉花子（15年）
 安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）
　　　上記※に同じ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

介護主任　福祉花子（15年）

○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ

（注意）　
  予定表には、当該科目の開始月より修了月までの間を矢印（←→）で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載してください。

①   機械・設備等（必要に応じて使用すること）
　１．入浴：介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、槽内椅子等
　２．移動：スイングアーム介助バー、移動用リフト
　３．その他：特殊寝台、スクリーンやカーテン等
②   用具（必要に応じて使用すること）
　１．整容：洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等
　２．入浴：洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等
　３．食事：食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等
　４．排泄：ポータブルトイレ、尿器、便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等
　５．衣服の着脱：衣類（上着類、下着類）
　６．移動：スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器
　　　　　　 歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等
  ７．その他：義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等   シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等  バイタル計測器、マスク、手袋

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

免許・資格等　 １．介護福祉士
　 ２．介護支援専門員

同
上

○
ｈ

合 計 時 間

使用する素材、材料等

3

関
連
業
務

○
ｈ

同
上

4
周
辺
業
務

同
上

○
ｈ

使用する機械、器具等

製品等の例

指導体制
指導員名：福祉　花子

5 関
連
・
周
辺
業
務
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こちらから書式を
ダウンロードできます

様様式式１１--４４--②②号号のの別別紙紙  

  

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

詳 細 

（具体的な技術） 

備 考 

（着眼点） 

１

必 

須 
業 
務 

０．共通項目 ※体調の確認等①～④は、全ての身体介護業務

に共通して行う 

※以下の項目について理解する 

 １）体調の確認等 ① あいさつ ・ 主体が利用者であることについて 

・ 体調の確認等を通じて、行う介護行為の方法や 

可否等を判断することについて 
 ② 体調の確認 

 ③ これから行うことの説明、同意を得る 

 ④ （実行後）体調の確認 

 Ⅰ 身体介護業務   
 １． 身じたくの介護   
 １）整容の介助   

 （１）整容（洗面、整髪等） ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 利用者の好みの確認  

 （２）顔の清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ タオルや湯の温度の確認 

・ 介護者自身による確認と利用者への確認 

 

 ④ 目頭から目尻に拭く 

・ 同じ面で繰り返し拭かない等 

・ 感染対策について 

・ 清潔について 

 （３）口腔ケア ① 必要物品の用意 ・ 上肢の身体機能や歯牙の状態に合わせた口腔ケ

アの方法について 

・ 口腔ケアが誤嚥性肺炎や感染症の予防に繋がる

ことについて 

・ 口腔ケアに用いるさまざまな自助具について 

 ② 体調の確認等 

 ③ 自立を促す支援 

 ④ 口腔内の磨き残しの確認 

 ⑤ 口腔内の状態の確認 

・ 歯牙の欠損や歯周病の確認等 

 

 ２）衣服着脱の介助   

 （１）着脱の介助（座位・ 

臥位） 

① 体調の確認等  

 ② プライバシーへの配慮 ・ 本人の好みの尊重、自己選択・自己決定につい

て 

・ 気候や場面、身体状態に合わせた衣類の選択に

ついて 

 ③ 衣服の選択・確認 

 ④ 安定した姿勢の確認 

ア：座位（足底が床につく） 

イ：臥位（マヒ側への配慮） 

 

 ⑤ 脱健着患 ・ 可動域に配慮した身体の動きについて 

 ⑥ 自立を促す支援  

 ⑦ 着心地の確認 ・ 皮膚の状態等の観察のポイントについて 

 ２．移動の介護   

 １）体位変換   

 （１）体位変換 ① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 体位変換の意義について 

・ 褥瘡ができるからだのしくみについて 

・ マヒ側への配慮についての理解について 

・ 体位変換や褥瘡予防に用いる福祉用具について 

 ② ボディメカニクスの活用 

・ 利用者の膝を立てる、四肢を小さくまとめ

る等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 健側の活用等 

 ④ 安楽な姿勢の保持と確認 

・ 利用者の腰を引く 

・ クッションやタオルの活用 等 

 （２）起居の介助(起き上が 

り) 

① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 起き上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

 ② 自立を促す支援 

・ 健側の活用（肘をつく、側臥位になる、ベ

ッド柵に掴まる等） 
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必 

須 

業 

務 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

・ 全介助が必要な場合上体が弧を描くように

起き上がる 

・ 側臥位になって起き上がる場合は先に足を

下ろす 等 

 

 ④ 安定した座位の保持 

・ ベッドの柵を持つ、ベッドに手をつく、足

底が床につく等 

 

 （３）起居の介助（立位） ① 体調の確認等 ・ 立ち上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

・ 起居に用いる福祉用具について 
 ② 自立を促す支援 

・ 麻痺の場合の膝折れの防止 

・ アームバーの利用 等 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

 ④ 安定した立位の保持 

 ２）移動の介助   

 （１）歩行の介助 ① 体調の確認等 ・ 杖や歩行器等、利用者の身体機能に応じた福祉

用具選択について 

 

 ② 安全に留意した介助位置 

・ （杖や手すり使用時）マヒ側の後方 

・ （視覚障害者の場合）半歩前 等 

③ 自立を促す支援 

・ 身体の機能に応じた福祉用具の選択等 

 ④ 利用者のペースに合わせる 

 ⑤ 安全の確保 

・ 安全なルートの選択 

・ 履物の選択 等 

 （２）車いす等への移乗の 

介助 

① 体調の確認等 ・ 健側の活用について 

・ 移乗時に用いる福祉用具の機能や特徴について 

・ 車椅子の種類や扱い方について 

・ 利用者の身体機能に応じた車椅子等、移動の福

祉用具選択について 

 ② 利用者といすや車いす等との距離を適切に

保つ 

 ③ 安全の確認 

・ いすや車いすが安定しているか 

・ （車いすの場合）ブレーキがかかっている

か、タイヤの空気は十分か、フットサポー

トがあがっているかの確認 等 

 ④ 自立を促す支援 

・ 足底が床についている 

・ 利用者がアームレストを掴むなど前傾姿勢

がとれる支援 

・ 利用者の健側を軸にしている 

・ マヒの場合は膝折れの防止 等 

 ⑤ 安定した座位 

・ 深く腰掛けている 

・ 足底が床につく、または、フットサポート

に乗っている 

・ （車いすの場合状況に応じて）利用者の手

が大車輪に巻き込まれない位置にある 

・ 利用者のからだが傾いているときはクッシ

ョンを活用する 等 

 

 （３）車いす等の移動の介助 ① 体調の確認等 ・ 生活における移動の意義について 

  ② 安全の確認 

・ 安定した座位が保てている 

・ フットサポートに足が乗っている 

・ 腕や手が大車輪に巻き込まれない位置にあ

る 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 身体機能に合った車いすの選択等 

 ④ 安全な移動 

・ 動き出しや方向転換等場面の変化について

説明する 

・ 止まるときはブレーキをかける 等 

 

・ 段差や坂道での車椅子移動の方法について 
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必 

須 

業 

務 

３．食事の介護   

 １）食事の介助 ① 体調の確認等 ・ 禁忌食や治療食について 

・ 水分補給の必要性について 

・ 食事摂取と排泄に関連するからだのしくみにつ

いて 

・ 嗜好や行事食等について 

・ 食事に用いる自助具について 

・ 身体機能（咀嚼や嚥下状態）にあわせた食事形

態について（ミキサー食や刻み食、とろみ剤

等） 

 

 ② 食事をとる姿勢の保持 

・ 顎を引いた前傾姿勢 

・ 臥位の場合は、ベッドを 30 度以上に起こ 

す 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 自助具の活用や食事形態の工夫等 

 ④ 利用者のペースに合わせた安全な介助 

・ 利用者の咀嚼と嚥下の確認 

・ 利用者の目線と同じ高さで介助している 

・ 適度に水分を促している 等 

 ⑤ 食事摂取量の確認 ・ 食事摂取量の記録と必要性について 
 ４．入浴・清潔保持の介護   
 １）部分浴の介助   

 （１）手浴の介助 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 安楽な姿勢の保持  

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 

 ⑤ 手浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

・ 皮膚の状態の観察について 

・ 手浴の効果と感染症の予防について 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 （２）足浴の介助 ① 必要物品の用意 ・ 足浴の効果について（血行促進による安眠効

果、感染予防 等） 

・ 水虫など、皮膚の状態の観察のポイントについ

て 

 ② 体調の確認等 

 ③ 安楽な姿勢の保持 

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 ⑤ 足浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 ２）入浴の介助 ・ 機械浴（特殊浴槽・チェアー浴等） 

・ 一般浴槽 

（いずれか１つは必ず行う） 

・ 身体の機能に合わせた入浴方法の選択について 

 ① 必要物品・浴室内の準備 

・ 脱衣所・浴室内の室温管理 

・ ヒートショックに関するからだのしくみと予防 

  について 

 ② 体調等の確認  

 ③ 洗身 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 末梢から中枢に向かって洗う 

・ 利用者の表情や皮膚の状態の観察 等 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 入浴に関連する身体のしくみについて（血圧や

体温の変化等） 

・ 入浴の作用と効果について 

・ 入浴に用いる福祉用具について 

・ 利用者の身体状態と適切な湯温について 

 

 ④ 洗髪 

・ 洗い残しがないか利用者に確認等 

 ⑤ 入浴（湯船につかる） 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 浴槽には健側から入る 等 

 ⑥ 入浴後の水分補給 ・ 入浴による発汗作用と脱水防止について 

 ⑦ 爽快感や体調変化の確認  

 ３）身体清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等 ・ 清拭を行う場面やその状況について 

 ③ 安楽な姿勢の保持 ・ クッション等を活用した安楽な姿勢について 
 ④ 室温の管理  
 ⑤ プライバシーへの配慮 

・ カーテンを引く、ついたてを置く 等 

・ バスタオルやタオルケットを用い、肌の露

出を控える 等 

・ 羞恥心への配慮について 

 ⑥ 身体の清拭 

・ 末梢から中枢へ拭く 

・ 皮膚の状態の観察 等 

 

 ⑦ 爽快感や体調変化の確認 ・ 身体清拭がもたらす効果について 
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必 

須 

業 

務 

５．排泄の介護   
 １）トイレ・ポータブルトイ 

レでの排泄介助 

① 体調の確認等 ・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、排泄環境の整備

について 

 

② 自立を促す支援 

 ③ トイレ・ポータブルトイレへの移乗 

・ 深く腰掛けている、安定した座位を保てて

いる 等 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの使用等 

 ⑤ ズボンや下着等の上げ下ろし 

・ 転倒防止の配慮（手すりを持ってもらう、

身体を支える等） 

 

 ⑥ 陰部・臀部の状態の観察  

 ⑦ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 清潔の保持 

・ トイレットペーパーで拭く、陰部の洗浄を

行う等 

 

 ２）おむつ交換 ① 必要物品の用意 ・ 手洗いやディスポ手袋の使用等、清潔について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、おむつ・尿パッ

ド等の選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

 ③ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用 等 

 ④ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄やタオル等

での陰部の清拭等 

 ⑤ 陰部・臀部の状態の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

 ⑥ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑦ おむつや衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点についいて 

 ３）尿器・便器を用いた介助 ① 必要物品の用意 ・ 排泄にかかる福祉用具について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、尿器・便器等の

選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

③ 自立を促す支援 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ⑤ 安楽な姿勢を整える 

・ ベッドを起こす 

・ 側臥位の姿勢をとる 等 

 ⑥ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄や清拭タオ

ル等で陰部の尿や便を拭き取る等 

 ⑦ 陰部・臀部の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 便の性状や尿量の確認  

 ⑨ 衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点の理解について 

 Ⅱ 安全衛生業務（※）   

 ① 雇い入れ時の安全衛生教育 ・ 禁忌事項の確認含む  

 ② 介護職種における疾病・腰

痛予防 

・ 感染症対策や腰痛体操、ボディメカニクス

の活用等 

・ ボディメカニクスについて 

・ 感染予防について 

・ 介護者の心身の安全について 

 ③ 福祉用具の使用方法・及び

点検 

・ 使用する福祉用具の取り扱い方や点検事項

の理解等 

・ 福祉用具の適切な使用方法について 

 ④ 介護事故防止のための教育 ・ ヒヤリハットや事故報告書の事例から学ぶ ・ リスク管理について 

 ⑤ 緊急時・事故発見時の対応 ・ 事業所においてマニュアルがあればそれに

沿って行う等 

 

※ 必須業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ 申し送りや記録に用いる専門用語について 

・ 利用者との円滑なコミュニケーションを図るた

めの日本語について 

     

 

必 

須 

業 

務 

５．排泄の介護   
 １）トイレ・ポータブルトイ 

レでの排泄介助 

① 体調の確認等 ・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、排泄環境の整備

について 

 

② 自立を促す支援 

 ③ トイレ・ポータブルトイレへの移乗 

・ 深く腰掛けている、安定した座位を保てて

いる 等 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの使用等 

 ⑤ ズボンや下着等の上げ下ろし 

・ 転倒防止の配慮（手すりを持ってもらう、

身体を支える等） 

 

 ⑥ 陰部・臀部の状態の観察  

 ⑦ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 清潔の保持 

・ トイレットペーパーで拭く、陰部の洗浄を

行う等 

 

 ２）おむつ交換 ① 必要物品の用意 ・ 手洗いやディスポ手袋の使用等、清潔について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、おむつ・尿パッ

ド等の選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

 ③ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用 等 

 ④ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄やタオル等

での陰部の清拭等 

 ⑤ 陰部・臀部の状態の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

 ⑥ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑦ おむつや衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点についいて 

 ３）尿器・便器を用いた介助 ① 必要物品の用意 ・ 排泄にかかる福祉用具について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、尿器・便器等の

選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

③ 自立を促す支援 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ⑤ 安楽な姿勢を整える 

・ ベッドを起こす 

・ 側臥位の姿勢をとる 等 

 ⑥ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄や清拭タオ

ル等で陰部の尿や便を拭き取る等 

 ⑦ 陰部・臀部の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 便の性状や尿量の確認  

 ⑨ 衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点の理解について 

 Ⅱ 安全衛生業務（※）   

 ① 雇い入れ時の安全衛生教育 ・ 禁忌事項の確認含む  

 ② 介護職種における疾病・腰

痛予防 

・ 感染症対策や腰痛体操、ボディメカニクス

の活用等 

・ ボディメカニクスについて 

・ 感染予防について 

・ 介護者の心身の安全について 

 ③ 福祉用具の使用方法・及び

点検 

・ 使用する福祉用具の取り扱い方や点検事項

の理解等 

・ 福祉用具の適切な使用方法について 

 ④ 介護事故防止のための教育 ・ ヒヤリハットや事故報告書の事例から学ぶ ・ リスク管理について 

 ⑤ 緊急時・事故発見時の対応 ・ 事業所においてマニュアルがあればそれに

沿って行う等 

 

※ 必須業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ 申し送りや記録に用いる専門用語について 

・ 利用者との円滑なコミュニケーションを図るた

めの日本語について 
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２

関 

連 

業 

務 

１．掃除、洗濯、調理業務 

（必要に応じて実施） 

  

 ① 利用者の居室やトイレ、事

業所内の環境整備 

 ・ 環境の整備が疾病予防や事故防止に繋がること

について 

 ② 利用者の衣類等の洗濯   

 ③ 食事に係る配下膳等   

 ④ 調理業務（ユニット等で実

施されるもの） 

  

 ⑤ 利用者の居室のベッドメイ

キングやシーツ交換 

 ・ プライベートな空間であることについて 

 

 ２．機能訓練の補助やレクリエー

ション業務 

 ・ 日常生活リハビリについて 

・ 季節の行事や文化について 

 ① 機能訓練の補助や見守り  

 ② レクリエーションの実施や

見守り 

・ レクリエーションで活用する歌詞カード等

の作成 

・ 行事の準備や実施 等 

 ３．記録・申し送り  ・ 日誌や記録による情報共有の必要性について 

・ 報告、連絡、相談の必要性について 
 ① 食事や排泄等チェックリス

トによる記録・報告 

・ チェックリストの確認・記入等 

 ② 指示を受けた内容に対する

報告 

・ 実習指導者の指示の下、行ったことに対す

る報告 

 ③ 日誌やケアプラン等の記録

及び確認 

・ 日誌やケアプラン等の記録から情報収集を 

行う等 

④ 申し送りによる情報共有 ・ 申し送りに参加し、情報共有する等 ・ 情報を共有するための日本語について 

 ※ 関連業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 

 

・ 日誌等の記録を読む、記録を記載するための日

本語について 

３

周 

辺 

業 

務 

１． お知らせなどの掲示物の管理 ・ 見やすい位置に掲示する 

・ お知らせや掲示物を作成する 等 

 

 ２． 車いすや歩行器等福祉用具の

点検・管理 

 ・ 事故を防止するための福祉用具の点検・管理の

必要性について  

 ３．物品の補充や管理  ・ 必要時に物品を使用するための補充の必要性に

ついて 

 ※ 周辺業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ お知らせなどの作成に向けた日本語について 

４

安
全
衛
生
業
務 

安全衛生作業（関連作業・周辺作

業を行う場合は必ず実施する作

業） 上記※に同じ 

  

    

※ 安全衛生業務を行うための介

護に関する専門用語の理解に向け

た日本語学習 
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こちらから書式を
ダウンロードできます

技能実習を行わせる事業所
事業所名 ○○法人　×××事業所 所在地 東京都新宿区西新宿○-○○-○○
実習期間 20XX年　XX 月　XX 日　～　　20YY年　YY 月　YY日

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 １０月目 １１月目 １２月目

　０．共通項目（必須業務を行う際、全てにおいて共通）
　　１）体調の確認等
　Ⅰ　身体介護業務
　　１．身じたくの介護 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　　１）整容の介助
　　　　（１）整容（洗面、整髪等）
　　　　（２）顔の清拭
　　　　（３）口腔ケア
　　　２）衣服着脱の介助
　　　　（１）着脱の介助（座位・臥位）
　　２．移動の介護
　　　１）体位変換
　　　　（１）体位変換
　　　　（２）起居の介助(起き上がり）
　　　　（３）起居の介助（立位）
　　　２）移動の介助
　　　　（１）歩行の介助
　　　　（２）車いす等への移乗の介助
　　　　（３）車いす等の移動の介助
　　３．食事の介護
　　　１）食事の介助
　　４．入浴・清潔保持の介護
　　　１）部分浴の介助
　 　 　（１）手浴の介助
　　  　（２）足浴の介助
　　　２）入浴の介助
　　　３）身体清拭
　　５．排泄の介護
　　　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　　　２）おむつ交換
　　　３）尿器・便器を用いた介助

介護主任　福祉花子（15年）
　Ⅱ　安全衛生業務（※）
　　① 雇い入れ時の安全衛生教育
　　② 介護職種における疾病・腰痛予防 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　③ 福祉用具の使用方法・及び点検  ※
　　④ 介護事故防止のための教育
　　⑤ 緊急時・事故発見時の対応

介護主任　福祉花子（15年）
１ 掃除 洗濯 調理業務

様式1－4－②号

(３)第２号技能実習実施計画（２年目）(モデル例)

技能実習の内容
必須業務、関連業務及び周辺業務の例

指導員の役職・氏名（経験年数）
事業所 合計時間

月・時間数

1

必
須
業
務

○
○
事
業
所

○
ｈ

2

必
須
業
務

同
上

○
ｈ

3 　　１．掃除、洗濯、調理業務
　　 ① 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
　 　② 利用者の衣類等の洗濯
　 　③ 食事に係る配下膳等
　 　④ 調理業務（ユニット等で実施されるもの）
　 　⑤ 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
　　２．機能訓練の補助やレクリエーション業務
　 　① 機能訓練の補助や見守り △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　 　②  レクリエーションの実施や見守り
　　３．記録・申し送り
　 　① 食事や排泄等チェックリストによる記録・報告
　 　② 指示を受けた内容に対する報告
　 　③ 日誌やケアプラン等の記録及び確認
　 　④ 申し送りによる情報共有

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．お知らせなどの掲示物の管理
　　２．車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　３．物品の補充や管理

介護主任　福祉花子（15年）
 安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）
　　　上記※に同じ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

介護主任　福祉花子（15年）

○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ

（注意）　
  予定表には、当該科目の開始月より修了月までの間を矢印（←→）で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載してください。

①   機械・設備等（必要に応じて使用すること）
　１．入浴：介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、槽内椅子等
　２．移動：スイングアーム介助バー、移動用リフト
　３．その他：特殊寝台、スクリーンやカーテン等
②   用具（必要に応じて使用すること）
　１．整容：洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等
　２．入浴：洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等
　３．食事：食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等
　４．排泄：ポータブルトイレ、尿器、便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等
　５．衣服の着脱：衣類（上着類、下着類）
　６．移動：スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器
　　　　　　 歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等
  ７．その他：義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等   シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等  バイタル計測器、マスク、手袋

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

免許・資格等　 １．介護福祉士
　 ２．介護支援専門員

同
上

○
ｈ

合 計 時 間

使用する素材、材料等

3

関
連
業
務

○
ｈ

同
上

4
周
辺
業
務

同
上

○
ｈ

使用する機械、器具等

製品等の例

指導体制
指導員名：福祉　花子

5 関
連
・
周
辺
業
務
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技能実習を行わせる事業所
事業所名 ○○法人　×××事業所 所在地 東京都新宿区西新宿○-○○-○○
実習期間 20XX年　XX 月　XX 日　～　　20YY年　YY 月　YY日

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 １０月目 １１月目 １２月目

　０．共通項目（必須業務を行う際、全てにおいて共通）
　　１）体調の確認等
　Ⅰ　身体介護業務
　　１．身じたくの介護 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　　１）整容の介助
　　　　（１）整容（洗面、整髪等）
　　　　（２）顔の清拭
　　　　（３）口腔ケア
　　　２）衣服着脱の介助
　　　　（１）着脱の介助（座位・臥位）
　　２．移動の介護
　　　１）体位変換
　　　　（１）体位変換
　　　　（２）起居の介助(起き上がり）
　　　　（３）起居の介助（立位）
　　　２）移動の介助
　　　　（１）歩行の介助
　　　　（２）車いす等への移乗の介助
　　　　（３）車いす等の移動の介助
　　３．食事の介護
　　　１）食事の介助
　　４．入浴・清潔保持の介護
　　　１）部分浴の介助
　 　 　（１）手浴の介助
　　  　（２）足浴の介助
　　　２）入浴の介助
　　　３）身体清拭
　　５．排泄の介護
　　　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　　　２）おむつ交換
　　　３）尿器・便器を用いた介助
　　６．利用者特性に応じた対応（認知症、障害等）
　　　１）利用者特性に応じた対応

介護主任　福祉花子（15年）
　Ⅱ　安全衛生業務（※）
　　① 雇い入れ時の安全衛生教育
　　② 介護職種における疾病・腰痛予防 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　③ 福祉用具の使用方法・及び点検  ※
　　④ 介護事故防止のための教育
　　⑤ 緊急時・事故発見時の対応

様式1－4－②号

(４)第３号技能実習実施計画（１年目）(モデル例)

技能実習の内容
必須業務、関連業務及び周辺業務の例

指導員の役職・氏名（経験年数）
事業所 合計時間

月・時間数

1

必
須
業
務

○
○
事
業
所

○
ｈ

2

必
須
業
務

同
上

○
ｈ

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．掃除、洗濯、調理業務
　　 ① 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
　 　② 利用者の衣類等の洗濯
　 　③ 食事に係る配下膳等
　 　④ 調理業務（ユニット等で実施されるもの）
　 　⑤ 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
　　２．機能訓練の補助やレクリエーション業務
　 　① 機能訓練の補助や見守り △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　 　②  レクリエーションの実施や見守り
　　３．記録・申し送り
　 　① 食事や排泄等チェックリストによる記録・報告
　 　② 指示を受けた内容に対する報告
　 　③ 日誌やケアプラン等の記録及び確認
　 　④ 申し送りによる情報共有

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．お知らせなどの掲示物の管理
　　２．車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　３．物品の補充や管理

介護主任　福祉花子（15年）
 安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）
　　　上記※に同じ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

介護主任　福祉花子（15年）

○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ

（注意）　
  予定表には、当該科目の開始月より修了月までの間を矢印（←→）で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載してください。

①   機械・設備等（必要に応じて使用すること）
　１．入浴：介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、槽内椅子等
　２．移動：スイングアーム介助バー、移動用リフト
　３．その他：特殊寝台、スクリーンやカーテン等
②   用具（必要に応じて使用すること）
　１．整容：洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等
　２．入浴：洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等
　３．食事：食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等
　４．排泄：ポータブルトイレ、尿器、便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等
　５．衣服の着脱：衣類（上着類、下着類）
　６．移動：スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器
　　　　　　 歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等
  ７．その他：義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等   シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等  バイタル計測器、マスク、手袋

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

免許・資格等　 １．介護福祉士
　 ２．介護支援専門員

同
上

○
ｈ

合 計 時 間

使用する素材、材料等

3

関
連
業
務

○
ｈ

同
上

4
周
辺
業
務

同
上

○
ｈ

使用する機械、器具等

製品等の例

指導体制
指導員名：福祉　花子

5 関
連
・
周
辺
業
務
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様様式式１１--４４--②②号号のの別別紙紙  

  

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

詳 細 

（具体的な技術） 

備 考 

（着眼点） 

１

必 

須 
業 
務 

０．共通項目 ※体調の確認等①～④は、全ての身体介護業務

に共通して行う 

※以下の項目について理解する 

 １）体調の確認等 ① あいさつ ・ 主体が利用者であることについて 

・ 体調の確認等を通じて、行う介護行為の方法や 

可否等を判断することについて 
 ② 体調の確認 

 ③ これから行うことの説明、同意を得る 

 ④ （実行後）体調の確認 

 Ⅰ 身体介護業務   
 １． 身じたくの介護   
 １）整容の介助   

 （１）整容（洗面、整髪等） ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 利用者の好みの確認  

 （２）顔の清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ タオルや湯の温度の確認 

・ 介護者自身による確認と利用者への確認 

 

 ④ 目頭から目尻に拭く 

・ 同じ面で繰り返し拭かない等 

 

・ 感染対策について 

・ 清潔について 

 （３）口腔ケア ① 必要物品の用意 ・ 上肢の身体機能や歯牙の状態に合わせた口腔ケ

アの方法について 

・ 口腔ケアが誤嚥性肺炎や感染症の予防に繋がる

ことについて 

・ 口腔ケアに用いるさまざまな自助具について 

 ② 体調の確認等 

 ③ 自立を促す支援 

 ④ 口腔内の磨き残しの確認 

 ⑤ 口腔内の状態の確認 

・ 歯牙の欠損や歯周病の確認等 

 

 ２）衣服着脱の介助   

 （１）着脱の介助（座位・ 

臥位） 

① 体調の確認等  

 ② プライバシーへの配慮 ・ 本人の好みの尊重、自己選択・自己決定につい

て 

・ 気候や場面、身体状態に合わせた衣類の選択に

ついて 

 ③ 衣服の選択・確認 

 ④ 安定した姿勢の確認 

ア：座位（足底が床につく） 

イ：臥位（マヒ側への配慮） 

 

 ⑤ 脱健着患 ・ 可動域に配慮した身体の動きについて 

 ⑥ 自立を促す支援  

 ⑦ 着心地の確認 ・ 皮膚の状態等の観察のポイントについて 

 ２．移動の介護   

 １）体位変換   

 （１）体位変換 ① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 体位変換の意義について 

・ 褥瘡ができるからだのしくみについて 

・ マヒ側への配慮についての理解について 

・ 体位変換や褥瘡予防に用いる福祉用具について 

 ② ボディメカニクスの活用 

・ 利用者の膝を立てる、四肢を小さくまとめ

る等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 健側の活用等 

 ④ 安楽な姿勢の保持と確認 

・ 利用者の腰を引く 

・ クッションやタオルの活用 等 

 （２）起居の介助(起き上が 

り) 

① 体調の確認等 ・ ボディメカニクスについて 

・ 起き上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

 ② 自立を促す支援 

・ 健側の活用（肘をつく、側臥位になる、ベ

ッド柵に掴まる等） 
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必 

須 

業 

務 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

・ 全介助が必要な場合上体が弧を描くように

起き上がる 

・ 側臥位になって起き上がる場合は先に足を

下ろす 等 

 

 ④ 安定した座位の保持 

・ ベッドの柵を持つ、ベッドに手をつく、足

底が床につく等 

 

 （３）起居の介助（立位） ① 体調の確認等 ・ 立ち上がりの際の血圧変動等からだのしくみに

ついて 

・ 起居に用いる福祉用具について 
 ② 自立を促す支援 

・ 麻痺の場合の膝折れの防止 

・ アームバーの利用 等 

 ③ 利用者の自然な身体の動きを妨げない 

 ④ 安定した立位の保持 

 ２）移動の介助   

 （１）歩行の介助 ① 体調の確認等 ・ 杖や歩行器等、利用者の身体機能に応じた福祉

用具選択について 

 

 ② 安全に留意した介助位置 

・ （杖や手すり使用時）マヒ側の後方 

・ （視覚障害者の場合）半歩前 等 

③ 自立を促す支援 

・ 身体の機能に応じた福祉用具の選択等 

 ④ 利用者のペースに合わせる 

 ⑤ 安全の確保 

・ 安全なルートの選択 

・ 履物の選択 等 

 （２）車いす等への移乗の 

介助 

① 体調の確認等 ・ 健側の活用について 

・ 移乗時に用いる福祉用具の機能や特徴について 

・ 車椅子の種類や扱い方について 

・ 利用者の身体機能に応じた車椅子等、移動の福

祉用具選択について 

 ② 利用者といすや車いす等との距離を適切に

保つ 

 ③ 安全の確認 

・ いすや車いすが安定しているか 

・ （車いすの場合）ブレーキがかかっている

か、タイヤの空気は十分か、フットサポー

トがあがっているかの確認等 

 ④ 自立を促す支援 

・ 足底が床についている 

・ 利用者がアームレストを掴むなど前傾姿勢

がとれる支援 

・ 利用者の健側を軸にしている 

・ マヒの場合は膝折れの防止 等 

 ⑤ 安定した座位 

・ 深く腰掛けている 

・ 足底が床につく、または、フットサポート

に乗っている 

・ （車いすの場合状況に応じて）利用者の手

が大車輪に巻き込まれない位置にある 

・ 利用者のからだが傾いているときはクッシ

ョンを活用する 等 

 

 （３）車いす等の移動の介助 ① 体調の確認等 ・ 生活における移動の意義について 

  ② 安全の確認 

・ 安定した座位が保てている 

・ フットサポートに足が乗っている 

・ 腕や手が大車輪に巻き込まれない位置にあ

る 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 身体機能に合った車いすの選択等 

 ④ 安全な移動 

・ 動き出しや方向転換等場面の変化について

説明する 

・ 止まるときはブレーキをかける 等 

 

・ 段差や坂道での車椅子移動の方法について 
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必 

須 

業 

務 

３．食事の介護   

 １）食事の介助 ① 体調の確認等 ・ 禁忌食や治療食について 

・ 水分補給の必要性について 

・ 食事摂取と排泄に関連するからだのしくみにつ

いて 

・ 嗜好や行事食等について 

・ 食事に用いる自助具について 

・ 身体機能（咀嚼や嚥下状態）にあわせた食事形

態について（ミキサー食や刻み食、とろみ剤

等） 

 

 ② 食事をとる姿勢の保持 

・ 顎を引いた前傾姿勢 

・ 臥位の場合は、ベッドを 30 度以上に起こ 

す 等 

 ③ 自立を促す支援 

・ 自助具の活用や食事形態の工夫等 

 ④ 利用者のペースに合わせた安全な介助 

・ 利用者の咀嚼と嚥下の確認 

・ 利用者の目線と同じ高さで介助している 

・ 適度に水分を促している 等 

 ⑤ 食事摂取量の確認 ・ 食事摂取量の記録と必要性について 
 ４．入浴・清潔保持の介護   
 １）部分浴の介助   

 （１）手浴の介助 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等  

 ③ 安楽な姿勢の保持  

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 

 ⑤ 手浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

・ 皮膚の状態の観察について 

・ 手浴の効果と感染症の予防について 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 （２）足浴の介助 ① 必要物品の用意 ・ 足浴の効果について（血行促進による安眠効

果、感染予防 等） 

・ 水虫など、皮膚の状態の観察のポイントについ

て 

 ② 体調の確認等 

 ③ 安楽な姿勢の保持 

 ④ 湯温の確認 

・ 実習生自身が確認した上で、利用者に確認 

 ⑤ 足浴 

・ 指の間など洗い残しがない 

 ⑥ 爽快感や体調の変化の確認 

 ２）入浴の介助 ・ 機械浴（特殊浴槽・チェアー浴等） 

・ 一般浴槽 

（いずれか１つは必ず行う） 

・ 身体の機能に合わせた入浴方法の選択について 

 ① 必要物品・浴室内の準備 

・ 脱衣所・浴室内の室温管理 

・ ヒートショックに関するからだのしくみと予防 

  について 

 ② 体調等の確認  

 ③ 洗身 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 末梢から中枢に向かって洗う 

・ 利用者の表情や皮膚の状態の観察 等 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 入浴に関連する身体のしくみについて（血圧や

体温の変化等） 

・ 入浴の作用と効果について 

・ 入浴に用いる福祉用具について 

・ 利用者の身体状態と適切な湯温について 

 

 ④ 洗髪 

・ 洗い残しがないか利用者に確認 

 ⑤ 入浴（湯船につかる） 

・ 湯温を実習生の肌で確認した後、利用者に

確認 

・ 浴槽には健側から入る 等 

 ⑥ 入浴後の水分補給 ・ 入浴による発汗作用と脱水防止について 

 ⑦ 爽快感や体調変化の確認  

 ３）身体清拭 ① 必要物品の用意  

 ② 体調の確認等 ・ 清拭を行う場面やその状況について 

 ③ 安楽な姿勢の保持 ・ クッション等を活用した安楽な姿勢について 
 ④ 室温の管理  
 ⑤ プライバシーへの配慮 

・ カーテンを引く、ついたてを置く等 

・ バスタオルやタオルケットを用い、肌の露

出を控える等 

・ 羞恥心への配慮について 

 ⑥ 身体の清拭 

・ 末梢から中枢へ拭く 

・ 皮膚の状態の観察 等 

 

  ⑦ 爽快感や体調変化の確認 ・ 身体清拭がもたらす効果について 
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必 

須 

業 

務 

５．排泄の介護   
 １）トイレ・ポータブルトイ 

レでの排泄介助 

① 体調の確認等 ・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、排泄環境の整備

について 

 

② 自立を促す支援 

 ③ トイレ・ポータブルトイレへの移乗 

・ 深く腰掛けている、安定した座位を保てて

いる 等 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの使用等 

 ⑤ ズボンや下着等の上げ下ろし 

・ 転倒防止の配慮（手すりを持ってもらう、

身体を支える等） 

 

 ⑥ 陰部・臀部の状態の観察  

 ⑦ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 清潔の保持 

・ トイレットペーパーで拭く、陰部の洗浄を

行う等 

 

 ２）おむつ交換 ① 必要物品の用意 ・ 手洗いやディスポ手袋の使用等、清潔について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、おむつ・尿パッ

ド等の選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

 ③ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ④ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄やタオル等

での陰部の清拭等 

 ⑤ 陰部・臀部の状態の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察 

 ⑥ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑦ おむつや衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点についいて 

 ３）尿器・便器を用いた介助 ① 必要物品の用意 ・ 排泄にかかる福祉用具について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、尿器・便器等の

選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

③ 自立を促す支援 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用 

 ⑤ 安楽な姿勢を整える 

・ ベッドを起こす 

・ 側臥位の姿勢をとる 等 

 ⑥ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄や清拭タオ

ル等で陰部の尿や便を拭き取る等 

 ⑦ 陰部・臀部の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 便の性状や尿量の確認  

 ⑨ 衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点の理解について 

 ６．利用者特性に応じた介護   

 １）認知症の方への対応 ① 利用者のペースに合わせる ・ 認知症の方のこころとからだのしくみについて

の理解 

・ ＢＰＳＤと環境調整との関係について 

② 感情に働きかける 

③ 環境を整える 等 

 ２）障害に応じた対応 ① 対象者の心身機能の状態にあわせたコミュ

ニケーション 

・ 個々の障害や疾患について 

・ 障害や疾患にあわせた対応について 

・ 障害形態別に用いる福祉用具や自助具について ② 聴覚言語障害のある人への対応 

（筆談やコミュニケーションボードの活用等） 

③ 視覚障害のある人への対応 

（場面や状況に応じた伝え方の工夫） 

Ⅱ 安全衛生業務（※）   

 ① 雇い入れ時の安全衛生教育 ・ 禁忌事項の確認含む  

 ② 介護職種における疾病・腰

痛予防 

・ 感染症対策や腰痛体操、ボディメカニクス

の活用等 

・ ボディメカニクスについて 

・ 感染予防について 

・ 介護者の心身の安全について 

 

必 

須 

業 

務 

５．排泄の介護   
 １）トイレ・ポータブルトイ 

レでの排泄介助 

① 体調の確認等 ・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、排泄環境の整備

について 

 

② 自立を促す支援 

 ③ トイレ・ポータブルトイレへの移乗 

・ 深く腰掛けている、安定した座位を保てて

いる 等 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの使用等 

 ⑤ ズボンや下着等の上げ下ろし 

・ 転倒防止の配慮（手すりを持ってもらう、

身体を支える等） 

 

 ⑥ 陰部・臀部の状態の観察  

 ⑦ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 清潔の保持 

・ トイレットペーパーで拭く、陰部の洗浄を

行う等 

 

 ２）おむつ交換 ① 必要物品の用意 ・ 手洗いやディスポ手袋の使用等、清潔について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、おむつ・尿パッ

ド等の選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

 ③ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用等 

 ④ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄やタオル等

での陰部の清拭等 

 ⑤ 陰部・臀部の状態の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察 

 ⑥ 便の性状や尿量等の確認 ・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑦ おむつや衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点についいて 

 ３）尿器・便器を用いた介助 ① 必要物品の用意 ・ 排泄にかかる福祉用具について 

・ 排泄に関連するからだのしくみについて 

・ 羞恥心への配慮について 

・ 個々の身体の特性に合わせた、尿器・便器等の

選択について 

・ 尿路感染症等の予防について 

 

 ② 体調の確認等 

③ 自立を促す支援 

 ④ プライバシーへの配慮 

・ カーテンやスクリーンの活用 

 ⑤ 安楽な姿勢を整える 

・ ベッドを起こす 

・ 側臥位の姿勢をとる 等 

 ⑥ 陰部の洗浄 

・ シャワーボトルを用いての洗浄や清拭タオ

ル等で陰部の尿や便を拭き取る等 

 ⑦ 陰部・臀部の観察 

・ 褥瘡やただれがないかの観察等 

・ 便や尿の性状の観察点について 

・ 排泄の記録と必要性について 

 ⑧ 便の性状や尿量の確認  

 ⑨ 衣服、寝具等にしわがない ・ 褥瘡予防の視点の理解について 

 ６．利用者特性に応じた介護   

 １）認知症の方への対応 ① 利用者のペースに合わせる ・ 認知症の方のこころとからだのしくみについて

の理解 

・ ＢＰＳＤと環境調整との関係について 

② 感情に働きかける 

③ 環境を整える 等 

 ２）障害に応じた対応 ① 対象者の心身機能の状態にあわせたコミュ

ニケーション 

・ 個々の障害や疾患について 

・ 障害や疾患にあわせた対応について 

・ 障害形態別に用いる福祉用具や自助具について ② 聴覚言語障害のある人への対応 

（筆談やコミュニケーションボードの活用等） 

③ 視覚障害のある人への対応 

（場面や状況に応じた伝え方の工夫） 

Ⅱ 安全衛生業務（※）   

 ① 雇い入れ時の安全衛生教育 ・ 禁忌事項の確認含む  

 ② 介護職種における疾病・腰

痛予防 

・ 感染症対策や腰痛体操、ボディメカニクス

の活用等 

・ ボディメカニクスについて 

・ 感染予防について 

・ 介護者の心身の安全について 
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  ③ 福祉用具の使用方法・及び

点検 

・ 使用する福祉用具の取り扱い方や点検事項

の理解等 

・ 福祉用具の適切な使用方法について 

 ④ 介護事故防止のための教育 ・ ヒヤリハットや事故報告書の事例から学ぶ ・ リスク管理について 

 ⑤ 緊急時・事故発見時の対応 ・ 事業所においてマニュアルがあればそれに

沿って行う等 

 

※ 必須業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ 申し送りや記録に用いる専門用語について 

・ 利用者との円滑なコミュニケーションを図るた

めの日本語について 

 

２

関 

連 

業 

務 

１．掃除、洗濯、調理業務 

（必要に応じて実施） 

  

 ① 利用者の居室やトイレ、事

業所内の環境整備 

 ・ 環境の整備が疾病予防や事故防止に繋がること

について 

 ② 利用者の衣類等の洗濯   

 ③ 食事に係る配下膳等   

 ④ 調理業務（ユニット等で実

施されるもの） 

  

 ⑤ 利用者の居室のベッドメイ

キングやシーツ交換 

 ・ プライベートな空間であることについて 

 

 ２．機能訓練の補助やレクリエー

ション業務 

 ・ 日常生活リハビリについて 

・ 季節の行事や文化について 

 ① 機能訓練の補助や見守り  

 ② レクリエーションの実施や

見守り 

・ レクリエーションで活用する歌詞カード等

の作成 

・ 行事の準備や実施 等 

 ３．記録・申し送り  ・ 日誌や記録による情報共有の必要性について 

・ 報告、連絡、相談の必要性について 
 ① 食事や排泄等チェックリス

トによる記録・報告 

・ チェックリストの確認・記入等 

 ② 指示を受けた内容に対する

報告 

・ 実習指導者の指示の下、行ったことに対す

る報告 

 ③ 日誌やケアプラン等の記録

及び確認 

・ 日誌やケアプラン等の記録から情報収集を 

行う等 

④ 申し送りによる情報共有 ・ 申し送りに参加し、情報共有する ・ 情報を共有するための日本語について 

 ※ 関連業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 

 

・ 日誌等の記録を読む、記録を記載するための日

本語について 

３

周 

辺 

業 

務 
１． お知らせなどの掲示物の管理 ・ 見やすい位置に掲示する 

・ お知らせや掲示物を作成する 等 

 

 ２． 車いすや歩行器等福祉用具の

点検・管理 

 ・ 事故を防止するための福祉用具の点検・管理の

必要性について  

 ３．物品の補充や管理  ・ 必要時に物品を使用するための補充の必要性に

ついて 

 ※ 周辺業務を行うための介護に

関する専門用語の理解に向けた日

本語学習 

 ・ お知らせなどの作成に向けた日本語について 

４

安
全
衛
生
業
務 

安全衛生作業（関連作業・周辺作

業を行う場合は必ず実施する作

業） 上記※に同じ 

  

    

※ 安全衛生業務を行うための介

護に関する専門用語の理解に向け

た日本語学習 
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こちらから書式を
ダウンロードできます

技能実習を行わせる事業所
事業所名 ○○法人　×××事業所 所在地 東京都新宿区西新宿○-○○-○○
実習期間 20XX年　XX 月　XX 日　～　　20YY年　YY 月　YY日

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目 ７月目 ８月目 ９月目 １０月目 １１月目 １２月目

　０．共通項目（必須業務を行う際、全てにおいて共通）
　　１）体調の確認等
　Ⅰ　身体介護業務
　　１．身じたくの介護 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　　１）整容の介助
　　　　（１）整容（洗面、整髪等）
　　　　（２）顔の清拭
　　　　（３）口腔ケア
　　　２）衣服着脱の介助
　　　　（１）着脱の介助（座位・臥位）
　　２．移動の介護
　　　１）体位変換
　　　　（１）体位変換
　　　　（２）起居の介助(起き上がり）
　　　　（３）起居の介助（立位）
　　　２）移動の介助
　　　　（１）歩行の介助
　　　　（２）車いす等への移乗の介助
　　　　（３）車いす等の移動の介助
　　３．食事の介護
　　　１）食事の介助
　　４．入浴・清潔保持の介護
　　　１）部分浴の介助
　 　 　（１）手浴の介助
　　  　（２）足浴の介助
　　　２）入浴の介助
　　　３）身体清拭
　　５．排泄の介護
　　　１）トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
　　　２）おむつ交換
　　　３）尿器・便器を用いた介助
　　６．利用者特性に応じた対応（認知症、障害等）
　　　１）利用者特性に応じた対応

介護主任　福祉花子（15年）
　Ⅱ　安全衛生業務（※）
　　① 雇い入れ時の安全衛生教育
　　② 介護職種における疾病・腰痛予防 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　③ 福祉用具の使用方法・及び点検  ※
　　④ 介護事故防止のための教育
　　⑤ 緊急時・事故発見時の対応

様式1－4－②号

(５)第３号技能実習実施計画（２年目）(モデル例)

技能実習の内容
必須業務、関連業務及び周辺業務の例

指導員の役職・氏名（経験年数）
事業所 合計時間

月・時間数

1

必
須
業
務

○
○
事
業
所

○
ｈ

2

必
須
業
務

同
上

○
ｈ

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．掃除、洗濯、調理業務
　　 ① 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
　 　② 利用者の衣類等の洗濯
　 　③ 食事に係る配下膳等
　 　④ 調理業務（ユニット等で実施されるもの）
　 　⑤ 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
　　２．機能訓練の補助やレクリエーション業務
　 　① 機能訓練の補助や見守り △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　 　②  レクリエーションの実施や見守り
　　３．記録・申し送り
　 　① 食事や排泄等チェックリストによる記録・報告
　 　② 指示を受けた内容に対する報告
　 　③ 日誌やケアプラン等の記録及び確認
　 　④ 申し送りによる情報共有

介護主任　福祉花子（15年）
　　１．お知らせなどの掲示物の管理
　　２．車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
　　３．物品の補充や管理

介護主任　福祉花子（15年）
  安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）
　　　上記※に同じ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

介護主任　福祉花子（15年）

○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ ○ｈ

（注意）　
  予定表には、当該科目の開始月より修了月までの間を矢印（←→）で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載してください。

①   機械・設備等（必要に応じて使用すること）
　１．入浴：介護用浴槽、入浴用リフト、バスボード、浴槽マット、シャワーチェア、シャワーキャリー、槽内椅子等
　２．移動：スイングアーム介助バー、移動用リフト
　３．その他：特殊寝台、スクリーンやカーテン等
②   用具（必要に応じて使用すること）
　１．整容：洗面容器、ブラシ、タオル、ガーゼ、歯ブラシ、コップ、ガーグルベースン、スポンジブラシ、舌ブラシ、デンタルフロス、綿棒、歯磨き粉、マウスウォッシュ等
　２．入浴：洗面容器、タオル、ガーゼ、スポンジ、石鹸、保湿クリーム、温度計等
　３．食事：食器一式（皿、スプーン、フォーク、ナイフ、箸、コップ等）、食事用エプロン等
　４．排泄：ポータブルトイレ、尿器、便器、おむつ（紙製、布製）、タオル、ガーゼ、トイレットペーパー等
　５．衣服の着脱：衣類（上着類、下着類）
　６．移動：スライディングボード、クッション、体位変換器、車いす（自走、電動含む）、車いす付属品、歩行器
　　　　　　 歩行補助杖（T字杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖等）等
  ７．その他：義歯、義肢装具、補聴器、コミュニケーションボード、白杖、眼鏡等   シーツ、タオルケット、毛布、枕、枕カバー等  バイタル計測器、マスク、手袋

調理用具、掃除用具、レクリエーションにかかる道具、リハビリに関する用具等

免許・資格等　 １．介護福祉士
　 ２．介護支援専門員

同
上

○
ｈ

合 計 時 間

使用する素材、材料等

3

関
連
業
務

○
ｈ

同
上

4
周
辺
業
務

同
上

○
ｈ

使用する機械、器具等

製品等の例

指導体制
指導員名：福祉　花子

5 関
連
・
周
辺
業
務
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こちらから書式を
ダウンロードできます

122



123



124



125



126



こちらから書式を
ダウンロードできます

88 

＜参考資料5：実習実施予定表＞ 

別別記記様様式式第第１１号号（第４条第１項関係）                      （日本工業規格Ａ列４） 

第４面 Ａ・Ｄ 

実 習 実 施 予 定 表  

技能実習を行わせる事業所 
① 事業所名             所在地 
② 事業所名             所在地 
③ 事業所名             所在地 
実習期間   年    月   日 ～    年    月   日 

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

事業

所 

合

計

時

間 

月・時間数 

１月

目 

２月

目 

３月

目 

４月

目 

５月

目 

６月

目 

７月

目 

８月

目 

９月

目 

10月

目 

11月

目 

12月

目 

１                 

 

 

 

 

２                 

 

 

 

 

３                 

 

 

 

 

４                 

 

 

 

 

５                 

 

 

 

 

６                 

 

 

 

 

７                 

 

 

 

 

合  計  時  間  h h h h h h h h h h h h h 

（注意） 
 予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。 

使用する素材、材料等  

使用する機械、器具等  

製品等の例  

指導体制  

 

127
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別別記記様様式式第第１１号号（第４条第１項関係）                      （日本工業規格Ａ列４） 

第５面 Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

実 習 実 施 予 定 表 （ １ 年 目 ）  

技能実習を行わせる事業所 
① 事業所名             所在地 
② 事業所名             所在地 
③ 事業所名             所在地 

実習期間   年    月   日 ～    年    月   日 

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

事

業

所

合

計

時

間 

月・時間数 

１月

目 

２月

目 

３月

目 

４月

目 

５月

目 

６月

目 

７月

目 

８月

目 

９月

目 

10月

目 

11月

目 

12月

目 

１                 

 

 

 

 

２                 

 

 

 

 

３                 

 

 

 

 

４                 

 

 

 

 

５                 

 

 

 

 

６                 

 

 

 

 

７                 

 

 

 

 

合  計  時  間 h h h h h h h h h h h h h 

（注意） 
 予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。 

使用する素材、材料等  

使用する機械、器具等  

製品等の例  

指導体制  

別別記記様様式式第第１１号号（第４条第１項関係）                      （日本工業規格Ａ列４） 

第６面 Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 
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実 習 実 施 予 定 表 （ ２ 年 目 ）  

技能実習を行わせる事業所 
① 事業所名             所在地 
② 事業所名             所在地 
③ 事業所名             所在地 

実習期間   年    月   日 ～    年    月   日 

技能実習の内容 

必須業務、関連業務及び周辺業務の別 

指導員の役職・氏名（経験年数） 

事

業

所

合

計

時

間 

月・時間数 

１月

目 

２月

目 

３月

目 

４月

目 

５月

目 

６月

目 

７月

目 

８月

目 

９月

目 

10月

目 

11月

目 

12月

目 

１                 

 

 

 

 

２                 

 

 

 

 

３                 

 

 

 

 

４                 

 

 

 

 

５                 

 

 

 

 

６                 

 

 

 

 

７                 

 

 

 

 

合  計  時  間 h h h h h h h h h h h h h 

（注意） 
 予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。 

使用する素材、材料等  

使用する機械、器具等  

製品等の例  

指導体制  
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学科試験 学科試験 学科試験

１ 介護業務を支える能力・考え方等に関する知識 １ 介護業務を支える能力・考え方等に関する知識 １ 介護業務を支える能力・考え方等に関する知識
① 人間の尊厳と自立支援の理解 ① 人間の尊厳と自立支援の理解 ① 人間の尊厳と自立支援の理解

１． 人間の尊厳 １． 人間の尊厳 １． 人間の尊厳
２． 自立支援 ２． 自立支援 ２． 自立支援

② コミュニケーションの理解 ② コミュニケーションの理解 ② コミュニケーションの理解

１． コミュニケーションの目的と方法 １． コミュニケーションの目的と方法 １． コミュニケーションの目的と方法
２． コミュニケーション技法 ２． コミュニケーション技法 ２． コミュニケーション技法

③ 社会と生活の理解 ③ 社会と生活の理解 ③ 社会と生活の理解

１． 生活とは何か １． 生活とは何か １． 生活とは何か
２． 社会生活とルール ２． 社会生活とルール ２． 社会生活とルール

④ こころとからだのしくみ等の理解 ④ こころとからだのしくみ等の理解 ３． 介護サービス
④ こころとからだのしくみ等の理解

１． こころのしくみ １． こころのしくみ
２． からだのしくみ ２． からだのしくみ １． こころのしくみ
３． 障害の理解 ３． 障害の理解 ２． からだのしくみ

３． 障害の理解
４． 認知症の理解

２ 身体介護業務に関する知識 ２ 身体介護業務に関する知識 ２ 身体介護業務に関する知識
① 身じたくの介護に関する初歩的な知識 ① 身じたくの介護に関する基礎的な知識 ① 身じたくの介護に関する実践的な知識

１． 身じたくに関連したこころとからだの基礎知識 １． 身じたくに関連したこころとからだの基礎知識 １． 身じたくに関連したこころとからだの基礎知識
２． 身じたくに関連したこころとからだのしくみ ２． 身じたくに関連したこころとからだのしくみ ２． 身じたくに関連したこころとからだのしくみ
３． 機能低下・障害が及ぼす身じたく行動への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす身じたく行動への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす身じたく行動への影響

② 移動の介護に関する初歩的な知識 ② 移動の介護に関する基礎的な知識 ② 移動の介護に関する実践的な知識
１． 移動に関連したこころとからだの基礎知識 １． 移動に関連したこころとからだの基礎知識 １． 移動に関連したこころとからだの基礎知識
２． 移動に関連したこころとからだのしくみ ２． 移動に関連したこころとからだのしくみ ２． 移動に関連したこころとからだのしくみ
３． 機能低下・障害が及ぼす移動への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす移動への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす移動への影響

③ 食事の介護に関する初歩的な知識 ③ 食事の介護に関する基礎的な知識 ③ 食事の介護に関する実践的な知識
１． 食事に関連したこころとからだの基礎知識 １． 食事に関連したこころとからだの基礎知識 １． 食事に関連したこころとからだの基礎知識
２． 食事に関連したこころとからだのしくみ ２． 食事に関連したこころとからだのしくみ ２． 食事に関連したこころとからだのしくみ
３． 機能低下・障害が及ぼす食事への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす食事への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす食事への影響

④ 入浴・清潔保持の介護に関する初歩的な知識 ④ 入浴・清潔保持の介護に関する基礎的な知識 ④ 入浴・清潔保持の介護に関する実践的な知識
１． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識 １． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識 １． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識
２． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ ２． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ ２． 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ
３． 機能低下・障害が及ぼす入浴への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす入浴への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす入浴への影響

⑤ 排泄の介護に関する初歩的な知識 ⑤ 排泄の介護に関する基礎的な知識 ⑤ 排泄の介護に関する実践的な知識
１． 排泄に関連したこころとからだの基礎知識 １． 排泄に関連したこころとからだの基礎知識 １． 排泄に関連したこころとからだの基礎知識
２． 排泄に関連したこころとからだのしくみ ２． 排泄に関連したこころとからだのしくみ ２． 排泄に関連したこころとからだのしくみ
３． 機能低下・障害が及ぼす排泄への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす排泄への影響 ３． 機能低下・障害が及ぼす排泄への影響

⑥ 利用者特性に応じた介護に関する知識
１． 認知症や障害の理解

３ 身体介護以外の支援に関する知識 ３ 身体介護以外の支援に関する知識 ３ 身体介護以外の支援に関する知識

１． 施設における掃除、洗濯、調理等 １． 施設における掃除、洗濯、調理等 １． 施設における掃除、洗濯、調理等
２． ベッドメーキング・シーツ交換 ２． ベッドメーキング・シーツ交換 ２． ベッドメーキング・シーツ交換
３． 利用者の状態に応じた居室環境整備 ３． 利用者の状態に応じた居室環境整備 ３． 利用者の状態に応じた居室環境整備

② ② ②

１． 施設における機能訓練の補助の見守りや補助 １． 施設における機能訓練の補助の見守りや補助 １． 施設における機能訓練の補助の見守りや補助
２． 施設におけるレクリエーション等の見守りや補助 ２． 施設におけるレクリエーション等の見守りや補助 ２． 施設におけるレクリエーション等の見守りや補助

③ 情報収集に関する初歩的な知識を有すること ③ 情報収集に関する基礎的な知識を有すること ③ 情報収集に関する実践的な知識を有すること
１． 利用者個人個人の認識 １． 利用者個人個人の認識 １． 利用者個人個人の認識
２． 利用者の変化について、必要な情報の収集方法 ２． 利用者の変化について、必要な情報の収集方法 ２． 利用者の変化について、必要な情報の収集方法

④ 記録・報告に関する初歩的な知識を有すること ④ 記録・報告に関する基礎的な知識を有すること ④ 記録・報告に関する実践的な知識を有すること
１． 量・頻度等チェックリストによる記録または報告 １． 量・頻度等チェックリストによる記録または報告 １． 量・頻度等チェックリストによる記録または報告

４ 使用する用品等に関する知識 ４ 使用する用品等に関する知識 ４ 使用する用品等に関する知識
① 施設にある用品に関する初歩的な知識を有すること ① 施設にある用品に関する基礎的な知識を有すること ① 施設にある用品に関する実践的な知識を有すること

１． 使用する用品（車いす、歩行器等） １． 使用する用品（車いす、歩行器等） １． 使用する用品（車いす、歩行器等）
２． 用品の使用方法 ２． 用品の使用方法 ２． 用品の使用方法
３． 用品の管理方法（福祉用具の手入れ等を除く） ３． 用品の管理方法（福祉用具の手入れ等も含む） ３． 用品の管理方法（福祉用具の手入れ等も含む）

５ 安全衛生業務に関する知識 ５ 安全衛生業務に関する知識 ５ 安全衛生業務に関する知識

① 安全衛生 ① 安全衛生 ① 安全衛生
１． 雇入れ時等の安全衛生教育 １． 雇入れ時等の安全衛生教育 １． 雇入れ時等の安全衛生教育
２． 介護職種における疾病・腰痛予防 ２． 介護職種における疾病・腰痛予防 ２． 介護職種における疾病・腰痛予防
３． 福祉用具の使用方法及び点検業務 ３． 福祉用具の使用方法及び点検業務 ３． 福祉用具の使用方法及び点検業務
４． 介護職種における事故防止のための教育 ４． 介護職種における事故防止のための教育 ４． 介護職種における事故防止のための教育
５． 緊急時・事故発見時の対応 ５． 緊急時・事故発見時の対応 ５． 緊急時・事故発見時の対応

② 衛生管理 ② 衛生管理 ② 衛生管理
感染対策について、次に掲げる事項の知識を有すること。 感染対策について、次に掲げる事項の知識を有すること。 感染対策について、次に掲げる事項の知識を有すること。
１． 適切な手洗い １． 適切な手洗い １． 適切な手洗い
２． ２． ２．

３． 感染症予防対策 ３． 感染症予防対策

実技試験 実技試験 実技試験

１ 身体介護業務 １ 身体介護業務 １ 身体介護業務
① 身じたくの介護 ① 身じたくの介護 ① 身じたくの介護

１． 洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること １． 洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること １． 洗面の介助（顔の清拭の介助）ができること
２． 座位での上衣の着脱の介助ができること ２． 座位での上衣の着脱の介助ができること ２． 座位での上衣の着脱の介助ができること

② 移動の介護 ３． 仰臥位での着脱の介助ができること ３． 仰臥位での着脱の介助ができること
１． 体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること ② 移動の介護 ４． 口腔ケアができること
２． 起居の介助ができること １． 体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること ② 移動の介護
３． 車いすの移動の介助ができること ２． 起居の介助ができること １． 体位変換（仰臥位から側臥位の介助）ができること

③ 食事の介護 ３． 車いすへの移乗の介助ができること ２． 起居の介助ができること
１． 食事の介助ができること ４． 車いすの移動の介助ができること ３． 車いすへの移乗の介助ができること

④ 入浴・清潔保持の介護 ５． 歩行の介助ができること ４． 車いすの移動の介助ができること
１． 手浴の介助ができること ③ 食事の介護 ５． 歩行の介助ができること
２． 足浴の介助ができること １． 食事の介助ができること ６． 身体の特性に応じた移動の介助ができること

⑤ 排泄の介護 ④ 入浴・清潔保持の介護 ③ 食事の介護
１． おむつ交換ができること １． 手浴の介助ができること １． 食事の介助ができること

２． 足浴の介助ができること ④ 入浴・清潔保持の介護
３． 入浴の介助ができること １． 手浴の介助ができること

⑤ 排泄の介護 ２． 足浴の介助ができること
１． おむつ交換ができること ３． 入浴の介助ができること
２． トイレでの排泄の介助ができること ４． 身体清拭ができること

⑤ 排泄の介護
１． おむつ交換ができること
２． トイレでの排泄の介助ができること

⑥ 利用者特性に応じた対応（認知症・障害等）ができること

２ 安全衛生業務 ２ 安全衛生業務 ２ 安全衛生業務
① 事故防止・安全対策 ① 事故防止・安全対策 ① 事故防止・安全対策

　　 １． リスク管理（事故対応）ができること １． リスク管理（事故対応）ができること １． リスク管理（事故対応）ができること
２． 車いすの点検ができること ２． 車いすの点検ができること ２． 車いすの点検ができること

② 感染対策 ３． 咳やむせこみの対応ができること ３． 咳やむせこみの対応ができること
１． 適切な手洗いができること ② 感染対策 ４． ヒヤリハットと事故の記録及び説明ができること

１． 適切な手洗いができること 　 ② 感染対策
２． 感染対策ができること １． 適切な手洗いができること

２． 感染対策ができること

身体介護業務に伴う安全衛生及び衛生管理に関し、次に掲げる
事項について、詳細な知識を有すること

身体介護業務に伴う安全衛生及び衛生管理に関し、次に掲げる
事項について、詳細な知識を有すること

身体介護業務に伴う安全衛生及び衛生管理に関し、次に掲げる
事項について、詳細な知識を有すること

健康上のリスクへの対応と疾病の予防のために必要な知
識と、自己のケア及び感染予防対策

健康上のリスクへの対応と疾病の予防のために必要な知
識と、自己のケア及び感染予防対策

健康上のリスクへの対応と疾病の予防のために必要な知
識と、自己のケア及び感染予防対策

機能訓練の補助、レクリエーションに関する実践的な知識を有
すること

掃除、洗濯、調理などに関する初歩的な知識を有すること 掃除、洗濯、調理などに関する基礎的な知識を有すること 掃除、洗濯、調理などに関する実践的な知識を有すること

次に掲げる社会と生活に関する基礎的な知識を有すること 次に掲げる社会と生活に関する概略の知識を有すること

次に掲げるこころとからだのしくみ等に関する初歩的な知識を
有すること

次に掲げるこころとからだのしくみ等に関する初歩的な知識を
有すること

機能訓練の補助、レクリエーションに関する初歩的な知識を有
すること

機能訓練の補助、レクリエーションに関する基礎的な知識を有
すること

次に掲げるコミュニケーションに関する実践的な知識を有する
こと

介護職種　技能実習評価試験の試験科目及びその範囲並びにその細目（試験基準）

初　　　　級 　専　門　級

基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及び知識 初級の技能者が通常有すべき一般的な技能及び知識

　上　　　　級

中級の技能者が通常有すべき一般的な技能及び知識

① ① ①

次に掲げるこころとからだのしくみ等に関する実践的な知識を
有すること

次に掲げる人間の尊厳と自立に関する初歩的な知識を有する
こと

次に掲げるコミュニケーションに関する初歩的な知識を有する
こと

次に掲げる社会と生活に関する初歩的な知識を有すること

次に掲げる人間の尊厳と自立に関する一般的な知識を有する
こと

次に掲げる人間の尊厳と自立に関する実践的な知識を有する
こと

次に掲げるコミュニケーションに関する一般的な知識を有する
こと
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項目に対する問い合わせ先等（令和 5 年 5 月 現在）

●技能実習制度本体に関する情報

（（認可法人）外国人技能実習機構）� �

http://www.otit.go.jp/abstract/

●技能実習制度の介護職種の追加に関する情報

（厚生労働省）� �

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html

＜各種窓口・問い合わせ先＞

◇技能実習制度の介護職種の追加を含む制度に関すること

（（認可法人）外国人技能実習機構）

電話番号：03-3453-8000（コールセンター）

◇�在留資格（上陸又は在留許可申請）、在留カードなど、外国人の在留

管理に関すること

（法務省　出入国在留管理庁）http://www.immi-moj.go.jp/

電話番号：03-3580-4111（代表）

※�それぞれの地方出入国在留管理局� �

（http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html）にもお問い

合わせ可能です

◇監理団体の許可に関すること

（（認可法人）外国人技能実習機構　技能実習部審査課）� �

http://www.otit.go.jp/

電話番号：03-6712-1923

左記HPにアクセス
できます。
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◇技能実習計画の認定に関すること

（（認可法人）外国人技能実習機構　技能実習部認定課）

http://www.otit.go.jp/

電話番号：03-6712-1974

※�技能実習計画の認定に関すること（申請書の記載方法、添付書類、

技能実習の職種（介護も含む）等に関することについては、各地方

事務所・支所へお問い合わせください）

◇受検手続支援に関すること

（（認可法人）外国人技能実習機構　技能実習部認定課）� �

http://www.otit.go.jp/

電話番号：03-6712-1974
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◇技能実習計画の認定に関すること

（申請書の記載方法、添付書類、技能実習の職種（介護も含む）等に

関すること）

（（認可法人）外国人技能実習機構の全国13か所の地方事務所、支所）��

http://www.otit.go.jp/map/

【札幌】� 外国人技能実習機構　札幌事務所�

� 電話番号：011-596-6470

� 担当区域：北海道

【仙台】� 外国人技能実習機構　仙台事務所�

� 電話番号：022-399-6326

� 担当区域：�青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、� �

福島県

【東京】� 外国人技能実習機構　東京事務所�

� 電話番号：03-6433-9975（認定課）

� 担当区域：�栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、� �

神奈川県、山梨県

【水戸】� 外国人技能実習機構　水戸支所�

� 電話番号：029-350-8852

� 担当区域：茨城県

【長野】� 外国人技能実習機構　長野支所�

� 電話番号：026-217-3556

� 担当区域：新潟県、長野県

【名古屋】� 外国人技能実習機構　名古屋事務所�

� 電話番号：052-684-8402

� 担当区域：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

【富山】� 外国人技能実習機構　富山支所�

� 電話番号：076-471-8564

� 担当区域：富山県、石川県、福井県

【大阪】� 外国人技能実習機構　大阪事務所�

� 電話番号：06-6210-3351

� 担当区域：�滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、� �

和歌山県
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【広島】� 外国人技能実習機構　広島事務所�

� 電話番号：082-207-3123

� 担当区域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

【高松】� 外国人技能実習機構　高松事務所�

� 電話番号：087-802-5850

� 担当区域：徳島県、香川県

【松山】� 外国人技能実習機構　松山支所�

� 電話番号：089-909-4110

� 担当区域：愛媛県、高知県

【福岡】� 外国人技能実習機構　福岡事務所�

� 電話番号：092-710-4070

� 担当区域：福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

【熊本】� 外国人技能実習機構　熊本支所�

� 電話番号：096-223-5372

� 担当区域：熊本県、宮崎県、鹿児島県

◇技能実習制度の活用に関すること

（（公財）国際人材協力機構）

http://www.jitco.or.jp/

電話番号：03-4306-1160（実習支援部　相談課）

◇技能実習制度の試験に関すること

試験実施機関（（一社）シルバーサービス振興会）� �

http://www.espa.or.jp/internship/

メールアドレス：kaigointernship@espa.or.jp 【初級試験課題】

【専門級試験課題】
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◇外国人介護人材に係る相談に関すること

（（公社）国際厚生事業団�外国人介護人材相談HP)� �

�https://jicwels.or.jp/fcw　

�外国人介護人材相談サポート：03-6206-1129

（FACE�BOOK）　https://www.facebook.com/jicwels.or.jp

（LINE）　http://nav.cx/emHwp7j
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今村　文典
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実習支援部　相談支援課　課長

川端　
公益財団法人 日本国際教育支援協会

日本語試験センター　試験開発グループリーダー

作題主幹

○ 白井　孝子
学校法人 滋慶学園

東京福祉専門学校　副学校長

中山　国士
一般社団法人 シルバーサービス振興会
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